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第１章 
 

～日本の大学・大学生の理解～ 
 
 

  (1)  学校の数 
・2014 年度（平成 26 年度）の学校数は 781 校であり、2004 年度（平成 16 年度）か

ら 72 校増加している。 

    ・公立大学と私立大学の学校数の増加が顕著である。 

  

【大学の設置者別学校数】 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

（資料出所：文部科学省「平成 26 年度学校基本調査（確定値）」2014 年 12 月） 

 

 (2)  学生（学部生）数 
    ・2014 年度（平成 26 年度）の学部学生数は、約 255 万人であり、2004 年度（平成

16 年度）から約 5 万人増加している。 

    ・2014 年度（平成 26 年度）の学生数のうち女子は、約 122 万人（占有率 42.7％）で

あり、近年、女子学生の数が増加し、占有率も上昇している。 

【学生数（大学）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（資料出所：文部科学省「平成 26 年度学校基本調査（確定値）」2014 年 12 月） 

１ 大大学学教教育育のの状状況況  
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(3)  関係学科別学部学生の構成 
    ・学部学生の関係学科別構成比をみると、「社会科学」が 32.7％で最も高く、次いで

「工学」（15.2％）、「人文科学」（14.5％）等の順である。 
    ・その年次推移をみると、特に「教育」「薬学」の比率が年々上昇しているが、「人

文科学」「社会科学」「工学」の比率が低下している。 
  
【関係学科別学部学生の構成】 

 

（資料出所：文部科学省「平成 26 年度学校基本調査（確定値）」2014 年 12 月） 
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(1)  大学等への進学率の推移 
    ・ 大学等進学率は、2010 年度（平成 16 年度）をピークに、以降 3 年間微減し、2014

年に盛り返している。近年、18 歳人口の減少とともに、高校卒業者数は減少して

いるが、大学等の進学者数は、ほぼ横ばいで推移している。 
 

 【高等教育機関への入学状況】 

 
（資料出所：文部科学省「平成 26 年度学校基本調査（確定値）」2014 年 12 月） 

 
  (2) 入学者数 
    ・2014 年度（平成 26 年度）の大学（学部）への入学者数は、約 61 万人で、前年度

より約 6 千人減少した。 
    ・2014 年度（平成 26 年度）の入学者のうち、「自県（出身高校と同一県）」内の大

学へ入学した者の比率」は 42.1％（前年度より 0.2 ポイント下降）であり、これを

男女別にみると、男子は 40.0％（前年度より 0.4 ポイント下降）、女子は 44.9％（前

年度より 0.1 ポイント上昇）である。 

 
  

２ 大大学学（（学学部部））へへのの入入学学状状況況  
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【入学状況（大学・大学院）】 

 
（資料出所：文部科学省「平成 26 年度学校基本調査（確定値）」2014 年 12 月） 

 
 
  (3)  入学者の選抜状況 
    ・2014 年度（平成 26 年度）の大学への入学者約 60 万人のうち、一般入試（学力選

抜）で入学した者は約 34 万人（全体の 56.6％.）である。 
    ・これを、設置者別にみると、私立大学は入学者の 46.9％、公立大学は同 73.2％、国

立大学は 84.5％となっている。 
  
【2014 年度大学入学者選抜実施状況】 
①総括表 

 
  
②一般入試 

 
（資料出所：文部科学省「平成 26 年度学校基本調査（確定値）」2014 年 12 月） 
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  (1)  大学進学に対する意識 
    ・高校生・保護者とも、「大学で学問に取り組めば専門性を高めることができる」や

「大学で過ごすこと自体が人生経験として重要だ」と回答した比率が約 90％と高い。 
    ・子どもは、保護者よりも「大学に行けば社会で活躍するための実力がつく」と考え

る傾向があり、保護者は、子どもよりも「大学に入ったら勉学に力を入れてほしい」

と考える傾向がある。 

 
【大学進学に対する意識】（高校生及びその保護者） 

 
（資料出所：ベネッセ教育総合研究所「高校データブック 2013」84 頁 2013 年 3 月） 

 
 
   

３ 大大学学進進学学のの意意識識やや理理由由  
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(2)  高等教育機関への進学理由 
    ・大学生の進学理由としては、「大学で過ごすこと自体が人生経験として重要だと思

ったから」が 74.4％と最も高く、次いで、「先行き不安な時代に大学くらい出てい

ないといけないと思ったから」が 73.1％となっている。 

 
 【高等教育機関（大学・短大・専門学校）進学の理由】 

 
（資料出所：ベネッセ教育総合研究所「高校データブック 2013」86 頁 2013 年 3 月） 
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  (1)  学生の 1 週間の過ごし方 
    ・学生の 1 週間の過ごし方で最も多かったのは、「授業に参加する」で、1 週間で平

均 17.7 時間であり、次いで、「テレビをみる」（9.5 時間）、「インターネットサ

ーフィンをする」（9.1 時間）、「電話、LINE、メール交換、SNS（mixi や Facebook
など）をする」（8.3 時間）、「アルバイトをする」（7.4 時間）、などである。 

    ・「授業とは関係の無い勉強を自主的にする」（2.5 時間）、「勉強のための本（新

書や専門書など）を読む」（1.8 時間）、「娯楽のための本（小説・一般書など、

漫画を除く）を読む」（1.7 位時間）、「社会貢献活動をする（ボランティアやNPO
の活動など）」（0.3 時間）に費やす時間は少ない。 

  
 
【学生の 1 週間の過ごし方】 

 
 

４ 学学生生のの大大学学ででのの学学びびのの状状況況  
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（資料出所：京都大学高等教育研究開発推進センター・電通育英会「大学生のキャリア意識調

査 2013」2013 年） 
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(2)  課外活動 
    ・大学でのサークル活動や部活動は、「参加している」学生が 49.0％とほぼ半数とな

っている。活動の頻度は「週 1 日」が 20.4％と最も多いが、「週 4 日以上」活発に

活動している学生も 21.6％いる。 
    ・「アルバイトをしている」学生は、63.7％となっている。頻度は、「週に 3 日程度」

が 32.1％ともっとも多い。 

 
【サークル活動・部活動の参加状況と参加日数】 

 
（資料出所：ベネッセ教育総合研究所「大学データブック 2012」50 頁 2013 年 3 月） 

 
 【アルバイトをしている学生の割合と日数】 

 

（資料出所：ベネッセ教育総合研究所「大学データブック 2012」69 頁 2013 年 3 月） 
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(3)  大学で力を入れたことと就職活動での活用 
     ・学生が、大学で「とても力を入れた」こととして多いのは、「卒業論文・卒業研究」

が 34.6％、「アルバイト」が 33.1％であり、「やや力を入れた」も含めるといずれ

も 70％程度になる。 
     ・就職活動で「活かされている」との回答が多いのは、「クラブやサークル活動」、

「アルバイト」で、経験者の 40％程度、「卒業論文・卒業研究」は 30％程度であ

る。 
 
 【大学で力を入れたことと就職活動での活用】 

 

（資料出所：ベネッセ教育総合研究所「大学データブック 2012」69 頁 2013 年 3 月） 
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 (1)  学部卒業生の進路状況 
   ・進学率は緩やかな上昇傾向にあったが、2010 年度（平成 22 年度）をピークに 4 年

連続低下し、2014 年度（平成 26 年度）は 12.6％（前年度より 0.4 ポイント低下）

となった。 
   ・就職率は、2010 年度（平成 22 年度）に急激に低下したが、その後 4 年連続で上昇

し、2014 年度は 69.8％（前年度より 2.5 ポイント上昇）となった。 
・2014年度（平成26年度）の就職者約39万人のうち、約2万人は「正規の職員   

等でない者」であり、卒業者に占める割合は、3.9％である。 
    ・「正規の職員等でない者」と「一時的な仕事に就いた者」、「進学も就職もし

ていない者を」合算すると、約11万人となり、卒業者に占める割合は18.6％で

ある。 
 
【状況別学部卒業者の推移】 

 
 
 

（資料出所：文部科学省「平成 26 年度学校基本調査（確定値）」2014 年 12 月） 
 

   

５ 進進路路（（就就職職））をを巡巡るる状状況況  
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(2)  男女別の進路状況 
    ・男子は、女子と比べて、「進学者」の比率と「就職も進学もしていない者」の占め

る割合が高くなっている。 
    ・女子は、男子と比べて、「正規の職員等」と「就職したが正規の職員でない者」の

占める割合が高くなっている。 
 
 【状況別学部卒業者の男女比較】 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料出所：文部科学省「平成 26 年度学校基本調査（確定値）」2014 年 12 月） 

<大学学部　男＞

③就職も進学もしていない者
13.1%

②一時的な仕事に就いた者
2.4%

専修学校・等入学者
外国の学校

1.5%
臨床研修医（予定者を含む）

1.9%

①正規の職員等でない者

2.6%

正規の職員等
63.2%

進 学 者

15.3%

安定的雇用に就いていないもの
（①＋②＋③）＝18.1％

＜大学学部　女＞

進 学 者
6.4%

正規の職員等
71.1%

①正規の職員等でない者
5.6%

臨床研修医（予定者を含む）
1.2%

専修学校・等入学者
外国の学校

1.5%

②一時的な仕事に就いた者
2.9%

③就職も進学もしていない者
11.3%

安定的雇用に就いていないもの
（①＋②＋③）＝19.8％
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(3)  分野別の卒業者の状況 

・人文・保健・家政・教育の学部卒業者は、「不安定就労者」の比率が高くなってい

る。 
・ 理学・工学・農学の学部卒業者は、「進学者」の比率が高く、「不安定就労者」

の比率が低くなっている。 
 
 
 【分野別の卒業者の状況】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（資料出所：文部科学省「平成 26 年度学校基本調査（確定値）」2014 年 12 月） 
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(4)  2013 年（平成 25 年）3 月学部卒業者の産業別就職者数 

    ・2013 年度（平成 25 年度）の就職者数の割合を産業別にみると、「卸売業、小売業」

が 17.9％で最も高く、次いで「医療・福祉」が 13.3％、「製造業」が 12.3％、「教

育、学習支援業」が 8.1％の順である。 
    ・男子は、「卸売業、小売業」が 18.6％で最も高く、次いで「製造業」が 15.6％、「情

報通信業」が 8.6％の順である。 
    ・女子は、「医療、福祉」が 20.3％、次いで「卸売業、小売業」が 17.1％、「教育、

学習支援業」が 10.6％等の順である。 

 
 【学部卒業者の産業別就職者数の比率と男女別の比率】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料出所：文部科学省「平成 26 年度学校基本調査（確定値）」2014 年 12 月） 

 

上記以外の
もの1.4%

公務（他に分
類されるもの

を除）, 5.9%

サービス業
（他に分類さ

れないもの）

4.5%

医療，福祉
3.4%

教育，学習
支援業8.0%

金融業，保
険業8.5%

卸売業，小
売業17.2%

情報通信業
7.6%

製造業
11.6%

建設業4.8%
男　　　　　　　　　　　　　　　　　女

上記以外のもの1.1%上記以外のもの1.7%

公務（他に分類されるも

のを除く） , 4.2%

公務（他に分類されるも
のを除く）7.5%

サービス業（他に分類さ

れないもの）3.9%

サービス業（他に分類さ

れないもの）5.1%

医療，福祉20.5%
医療，福祉6.5%

教育，学習支援業10.5%

教育，学習支援業5.6%

金融業，保険業9.7%

金融業，保険業7.3%

卸売業，小売業16.2%

卸売業，小売業18.1%

情報通信業6.0%

情報通信業9.1%

製造業8.4%

製造業14.7%

建設業2.4%

建設業7.1%
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【産業別就職者数】 

 
区          分 計 

平成 25 年３月 375,957 

平成 26 年３月 394,845 

農業，林業 1,126 

漁業 77 

鉱業，採石業，砂利採取業 113 

建設業 18,942 

製造業 45,864 

電気・ガス・熱供給・水道業 1,582 

情報通信業 29,835 

運輸業，郵便業 11,598 

卸売業，小売業 67,819 

金融業，保険業 33,490 

不動産業，物品賃貸業 11,314 

学術研究，専門・技術サービス業 13,497 

宿泊業，飲食サービス業 10,396 

生活関連サービス業，娯楽業 13,088 

教育，学習支援業 31,563 

医療，福祉 52,748 

複合サービス事業 5,013 

サービス業（他に分類されないもの） 17,952 

公務（他に分類されるものを除く） 23,344 

上記以外のもの 5,484 

（内訳） 

製造業 45,864 

食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 7,475 

繊維工業 2,319 

印刷・同関連業 2,364 

化学工業，石油・石炭製品製造業 6,869 

鉄鋼業，非鉄金属・金属製品製造業 4,478 
はん用・生産用・業務用機械器具製造業 6,251 

電子部品・デバイス・電子回路製造業 1,524 

電気・情報通信機械器具製造業 4,549 

輸送用機械器具製造業 4,529 

その他の製造業 5,506 
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区          分 

 
計 

 

卸売業，小売業 67,819 

卸売業 26,555 

小売業 41,264 

金融業，保険業 33,490 

金融業 26,249 

保険業 7,241 

不動産業，物品賃貸 11,314 

不動産取引・賃貸・管理業 9,019 

物品賃貸業 2,295 

学術研究，専門・技術サービス業 13,497 

学術・開発研究機関 529 

法務 506 

その他の専門・技術サービス業 12,462 

教育，学習支援業 31,563 

学校教育 26,090 

その他の教育，学習支援業 5,473 

医療，福祉 52,748 

医療業，保健衛生 34,203 

社会保険・社会福祉・介護事業 18,545 

サービス業（他に分類されないもの） 17,952 

宗教 859 

その他のサービス業 17,093 

公務（他に分類されるものを除く） 23,344 

国家公務 4,230 

地方公務 19,114 

      

    この表の就職者数には，進学しかつ就職した者を含む。 
 
 

（資料出所：文部科学省「平成 26 年度学校基本調査（確定値）」2014 年 12 月） 
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(5)  学部卒業者の職業別就職者数（男女別など） 
・就職者を職業別にみると、「専門的・技術的職業従事者」が 34.3％（うち「技術者」

12.4％、「保健医療従事者」9.9％、「教員」6.1％）で最も高く、次いで「事務従

事者」29.0％、「販売従事者」24.2％等の順である。 
・男女別にみると、男子は「専門的・技術的職業従事者」が 32.5％（うち「技術者」

19.4％、「保健医療従事者」4.8％等）、「販売従事者」28.1％、「事務従事者」25.6％
等の順であり、女子は、「専門的・技術的職業従事者」36.3％（うち「保健医療従

事者」15.3％、「教員」7.9％等）、「事務従事者」32.7％、「販売従事者」20.2％
等の順である。 

・2003 年（平成 15 年）3 月と 2013 年（平成 25 年）3 月の 10 年間の比較では、「専

門的・技術的職業従事者」の比率が増加（うち「保健医療従事者」が 5.3％から 9.9％
へ、「教員」が 4.2％から 6.1％へ増加し、反面、「技術者」が 18.2％から 12.4％
へ減少）している。「事務従事者」が 33.3％から 29.0％へ減少している。 

  
【学部卒業者の職業別就職者の比率（男女別と 10 年間の比較）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料出所：文部科学省「平成 26 年度学校基本調査（確定値）」2014 年 12 月） 
 

職業別就職者数の比率（学部）

その他11.0%

その他2.0%

販売従事者

23.1%

販売従事者
24.8%

事務従事者

33.3%
事務従事者

28.5%

その他の技術者

5.7%
その他の技術者

5.8%

保険医療技術者

5.8% 保険医療技術者
10.0%

教員4.3%
教員5.9%

技術者16.9% 技術者12.8%

平成16年3月　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 平成26年3月

専
門
的
・
技
術
的
職
業
従
事
者

専
門
的
・
技
術
的
職
業
従
事
者

男女別就職者数の比率
男　　　　　　　　女

その他1.8%その他2.2%

販売従事者
20.8%

販売従事者

28.8%

事務従事者
31.9%

事務従事者

25.1%

保険医療技術
者15.6%保険医療技術者

4.6%

その他の技術者
7.9%

その他の技術者

3.8%

教員7.8%

教員4.2%

技術者5.3%

技術者20.1%

専
門
的
・
技
術
的
職
業
従
事
者

専
門
的
・
技
術
的
職
業
従
事
者



第１章 日本の大学・大学生の理解 

 
 

無断複製・頒布を禁じます 20

 (6)  学部卒業時の「不安定就労」の状況 
    ・2014 年度（平成 26 年度）の「進学も就職もしていない者」約 7 万人（卒業者の 12.1％）

のうち、「進学準備中の者」は約 3 千人（同 0.5％）にとどまり、「就職準備中」

が約 4 万人（同 6.7％）、「その他」が 3 万人（同 5.0％）となっている。 

 
 【不安定就労者の状況】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料出所：文部科学省「平成 26 年度学校基本調査（確定値）」2014 年 12 月） 
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  (1)  求人総数及び民間企業就職希望者数・求人倍率の推移 
    ・2015 年（平成 27 年）3 月卒業予定の大学生・大学院生対象の大卒求人倍率は 1.61

倍であり、前年の 1.28 倍より+0.33 ポイントと大幅に上昇した。 
 
 【求人総数及び民間企業就職希望者数・求人倍率の推移】 

 
（資料出所：リクルートワークス研究所「第 31 回ワークス大卒求人倍率調査（2015 年卒）」

2014年4月） 
 
 
  (2)  従業員規模別の求人倍率 
    ・「従業員 300～999 人企業」の求人総数は 14.2 万人と、前年より 1.5 万人の増加

（+11.9%）。一方、民間企業就職希望者数は 11.9 万人と、前年より 0.4 万人の減

少（-3.6%）。求人倍率は、前年より 0.16 ポイント上昇の 1.19 倍となっている。 
・「従業員 1000～4999 人企業」の求人総数は 11.6 万人と、前年より 0.5 万人の増加

（+4.5％）。一方、民間企業就職希望者数は 13.7 万人となり、前年より 0.3 万人の

減少（-2.3%）。求人倍率は前年並み（0.79 倍）の 0.84 倍となっている。 
 
 【従業員規模別求人倍率の推移】     

 

（資料出所：リクルートワークス研究所「第31回ワークス大卒求人倍率調査（2015年卒）」2014年4月） 

６ 大大学学生生・・大大学学院院生生へへのの求求人人倍倍率率（（22001155年年33月月卒卒業業予予定定者者））  
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  (3)  従業員規模詳細別の求人数・就職希望者数・求人倍率の推移 
従業員規模別に、求人数の対前年増減率を見ると、300 人未満企業では+44.5%（前

年は-1.4%）である一方、5000 人以上企業では+5.0%（前年は-5.4%）にとどまる。 
中小企業においても業績の回復基調が見られることと、これまで採用を抑制してい

たことの反動により採用意欲が高まっている。また、300 人未満企業において、新卒

採用の実施企業割合は前年の 10.1%から 14.3％まで上昇しており、前年は新卒採用を

実施しなかったが今年に入り実施予定のある企業が少なからず見られる。 
 

【従業員規模詳細別の求人数・民間企業就職希望者数・求人倍率の推移】 

 

（資料出所：リクルートワークス研究所「第31回ワークス大卒求人倍率調査（2015年卒）」2014年4月） 
 
(4)  業種別求人倍率の推移 

    ・「建設業」の求人総数は 8.4 万人と、前年より 2.3 万人の増加（+38.0%）。一方、

民間企業就職希望者数は 1.5 万人と、前年より 0.2 万人の増加（+17.3％）。求人倍

率は、前年より 0.84 ポイント上昇の 5.61 倍となっており、他の業種と比べて高い

倍率となっている。 
・「製造業」の求人総数は 23.7 万人と、前年より 4.7 万人の増加（+24.9%）。一方、

民間企業就職希望者数は 14.9 万人と、前年より 0.4 万人の増加（+2.6％）。求人倍

率は、前年より 0.28 ポイント上昇の 1.59 倍となっている。     
・「金融業」の求人総数は 1.2 万人と、前年より 0.2 万人の増加（+18.4%）。一方、

民間企業就職希望者数は 5.3 万と、前年より 0.3 万人の減少（-6.1％）。求人倍率は、

比較可能な時期において最低水準であった前年の 0.18 倍より 0.04 ポイント上昇の

0.22 倍となっているが、依然として厳しい就職状況が続いている。 
・ 「サービス・情報業」の求人総数は 8.6万人と、前年より 1.7万人の増加（+23.9％）。

一方、民間企業就職希望者数は 15.9 万人と前年より 0.8 万人の減少（-5.0%）。

求人倍率は前年より 0.13 ポイント上昇の 0.54 倍となっている。  
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【業種別求人倍率の推移】 

 
（資料出所：リクルートワークス研究所「第31回ワークス大卒求人倍率調査（2015年卒）」2014年4月） 

 
 
 
 
 (1)  新規学卒就職者の在職期間別離職率の推移（短大・大学） 

    ・短大・大学新規学卒者の在職期間別離職率（3 年以内）は、2004 年度（平成 16 年

度）卒業者をピーク（短大卒 44.8％、大学卒 36.6％）に低下していたが、2010 年

（平成 22 年）3 月卒業者から上昇に転じ、2011 年（平成 23 年）3 月卒業者は短大

卒が 41.2％、大学卒が 32.4％であった。 
 
 【新規学卒就職者の在職期間別離職率の推移（短大・大学）】

 

（資料出所：厚生労働省「新規学卒就職者の在職期間別離職率の推移」2014 年 11 月） 

７ 新新規規大大学学等等卒卒業業就就職職者者のの産産業業別別離離職職状状況況  
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(2)  新規大学卒業就職者の産業別離職状況 
   ・2011 年（平成 23 年度）3 月大卒者の入社後 3 年目までの離職率は、全産業平均で

32.4%であるものの、業種ごとの差異が大きく、「教育、学習支援業」が 48.5%、「宿

泊業、飲食サービス業」が 52.3%、「生活関連サービス業、娯楽業」が 48.6%等、「サ

ービス業」が軒並み高い離職率を示している。 
・「製造業」での離職率は 18.7%、「電気・ガス・水道等」が 10.6%等と低い数字にな

っている。 
 
【新規大学卒業就職者の産業別離職状況（2008 年 3 月卒～2011 年 3 月卒）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料出所：厚生労働省「新規大学卒業就職者の産業別離職状況」2014 年 11 月） 
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(1) 日本経済団体連合会 
 
           採用選考に関する指針 
                           2013 年 9 月 13 日改定 

                           日本経済団体連合会 
       

       

     企業は、大学卒業予定者・大学院修士課程修了予定者等の採用選考にあたり、下記の

点に十分配慮しつつ自己責任原則に基づいて行動する。なお、具体的に取り組む際は、本指針

の手引きを踏まえて対応する。 
記 

１．公平・公正な採用の徹底 

公平・公正で透明な採用の徹底に努め、男女雇用機会均等法や雇用対策法に沿った採用選考活

動を行い、学生の自由な就職活動を妨げる行為(正式内定日前の誓約書要求など)は一切しない。

また、大学所在地による不利が生じないよう留意する。 

２．正常な学校教育と学習環境の確保 

在学全期間を通して知性、能力と人格を磨き、社会に貢献できる人材を育成、輩出する高等教

育の趣旨を踏まえ、採用選考活動にあたっては、正常な学校教育と学習環境の確保に協力し、

大学等の学事日程を尊重する。 

３．採用選考活動早期開始の自粛 

学生が本分である学業に専念する十分な時間を確保するため、採用選考活動の早期開始を自粛

する。 
具体的には、政府が閣議決定（平成 25 年 6 月 14 日）した「日本再興戦略」において示されて

いる開始時期より早期に行うことは厳に慎む。 

広報活動 卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降 

選考活動 卒業・修了年度の８月１日以降 

なお、これらの開始時期に関する規定は、日本国内の大学・大学院等に在籍する学生を対象と

するものとする。 

４．採用内定日の遵守 

８ 採採用用選選考考、、就就職職活活動動にに関関すするる倫倫理理とと指指針針  
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正式な内定日は、卒業・修了年度の 10 月 1 日以降とする。 

５．多様な採用選考機会の提供 

未就職卒業者への対応を図るため、多様な採用選考機会の提供（通年採用等の実施）に努める。 

※本指針の内容は、2016 年度入社以降の採用選考活動を対象としている。2015 年度入社まで

の採用選考活動については、2011 年 3 月 15 日改定の「倫理憲章」及び「参考資料」を参照さ

れたい。 
以上 

 

 
「採用選考に関する指針」の手引き 

１．広報活動について 

（１）広報活動とは 

企業が行う採用選考活動は、一般に広報活動と選考活動に大別することができる。 
広報活動とは、採用を目的として、業界情報、企業情報などを学生に対して広く発信していく

活動を指す。本来、こういった情報は可能な限り速やかに、適切な方法により提供していくこ

とが、ミスマッチによる早期離職の防止のためにも望ましいものである。しかし、早期化ゆえ

の長期化の問題に鑑み、開始時期以前においては、不特定多数向けの情報発信以外の広報活動

を自粛する。 
広報活動の実施に際して留意すべきことは、それが実質的な選考とならないものとすることで

ある。また、会社説明会などのように、選考活動と異なり学生が自主的に参加または不参加を

決定することができるイベントなどの実施にあたっては、その後の選考活動に影響しない旨を

明示するとともに、土日・祝日や平日の夕方開催に努めるなど、学事日程に十分配慮する。 

（２）広報活動の開始時期について 

広報活動の開始期日の起点は、自社の採用サイトあるいは就職情報会社の運営するサイトで学

生の登録を受け付けるプレエントリーの開始時点とする。それより前には、学生の個人情報の

取得や個人情報を活用した活動は一切行わないこととし、大学が行う学内セミナー等への参加

も自粛する。 
また、広報活動の開始日より前に行うことができる活動は、ホームページにおける文字や写真、

動画などを活用した情報発信、文書や冊子等の文字情報によるＰＲなど、不特定多数に向けた

ものにとどめる。なお、広報活動のスケジュールを事前に公表することは差し支えない。 
 



PART1 大学におけるキャリア形成支援とキャリア教育 

無断複製・頒布を禁じます 27

（３）広報活動であることの明示について 

広報活動の実施にあたっては、学生が自主的に参加の可否を判断できるよう、その後の選考活

動に影響を与えるものではないことを十分周知する。具体的には、広報活動を行う際の告知・

募集の段階と実施時の段階の双方において、当該活動が広報活動として行われる旨を、ホーム

ページや印刷物への明記、会場での掲示や、口頭による説明などの形で学生に周知徹底する。 
なお、広報活動であることを示す場合の内容としては、以下のような例が考えられる。 

【会社説明会の場合の明示例】 

○明示する場面  

1. 開催の告知・募集段階  
2. 開催当日の案内（口頭、会場における掲示など）  

○具体例  
例１）「この説明会は、学生の皆さまに今後の就職活動を行う上での参考として、当社や

業界の状況をご理解いただくための広報活動の一環として開催するものであり、本説

明会への参加の有無が今後の採用選考のプロセスに影響するものではありません」 
（あるいは、下線部分に替えて） 
本説明会に参加しなかったからといって、今後の採用選考上不利に働くことはありま

せん 

例２）「この説明会は、広報活動の一環として、当社の事業やＣＳＲへの取組みなどにつ

いて理解を深めていただくために行うものです。説明会への参加は任意であり、参加

者の方々を対象に選考を行うことはいたしません」 

２．選考活動について 

（１）選考活動とは 

選考活動とは、一定の基準に達した学生を選抜することを目的とした活動を指す。 

（２）選考活動の開始時期について 

選考活動は、活動の名称や形式等を問わず、実態で判断すべきものである。具体的には、(1)
選考の意思をもって学生の順位付けまたは選抜を行うもの、あるいは、(2)当該活動に参加しな

いと選考のための次のステップに進めないものを言う。こうした活動は、時間と場所を特定し

て学生を拘束して行う面接や試験などの「狭義の選考活動」と、エントリーシートによる事前

スクリーニングなど多様な方法を含む「広義の選考活動」に分類することができる。 
このうち、ウェブテストやテストセンターの受検、エントリーシートの提出など、日程・場所

等に関して学生に大幅な裁量が与えられている「広義の選考活動」に開始時期の制限を課すこ

とは、効率的な選考に支障が生じることや、学事日程への影響も少ないことなどを考慮すると
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適当ではない。そこで、開始時期（卒業・修了年度の８月１日）より前に自粛すべき活動は、

面接と試験のみとする。 

３．インターンシップについて 

インターンシップは、産学連携による人材育成の観点から、学生の就業体験の機会を提供する

ものであり、社会貢献活動の一環と位置付けられるものである。したがって、その実施にあた

っては、採用選考活動とは一切関係ないことを明確にして行う必要がある。 
企業の広報を含むプログラムを行う場合は、広報活動の開始日以降に実施すべきであり、混乱

を避けるためにも、プログラム名としてインターンシップの呼称を使わないことが望ましい。 
広報活動の開始日より前に実施するインターンシップは、「インターンシップの推進に当たっ

ての基本的考え方（平成９年９月 18 日文部省・通商産業省・労働省）」、「インターンシッ

プの導入と運用のための手引き（平成 21 年７月文科省）」等を踏まえ、以下のような条件を

満たしたプログラムであることが求められる。 

【就業体験としてのインターンシップの在り方】 

学生の就業体験の提供を通じた産学連携による人材育成を目的とすることに鑑み、当該

プログラムは、５日間以上の期間をもって実施され、学生を企業の職場に受け入れるも

のとする。 
就業体験の提供であることを明確化するために、実施の際には、採用選考活動と関係な

い旨をホームページ等で宣言した上で、以下の取り組みを併せて行うことが求められる。 

 採用選考活動と明確に区別するため、告知・募集のための説明会は開催せず、また、

合同説明会等のイベントにも参加しない。また、告知・募集は、ホームページなどウェ

ブ上や、大学等を通じて行う。  
 募集から実施までを通して、当該活動が就業体験の提供であり、採用選考活動とは

無関係である旨の周知徹底を図り、参加する学生から活動の趣旨について書面等での了

解を得る。  
 学生の就業体験の提供を通じた産学連携による人材育成を目的としていることが

分かるよう、可能な限り詳細にプログラム内容を一般に公開する。  
 インターンシップに際して取得した個人情報をその後の採用選考活動で使用しな

い。  
 大学等のカリキュラム上、特定の年次に行う必要がある場合を除き、募集対象を学

部３年／修士１年次の学生に限定しない。  

４．その他 

（１）夏季における服装について 

採用選考活動の実施期間において、クールビズ等の取り組みを実施している場合、学生に対し

て服装の取り扱いを周知する。 
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（２）卒後３年以内の未就業者について 

卒後３年以内の未就業者の取り扱いについては、2010 年 11 月に改正された「青少年の雇用機

会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」の趣旨を踏まえつつ、自社の実情や

採用方針に則り、適切な対応に努める。 

（３）高校卒業予定者について 

高校卒業予定者については教育上の配慮を最優先とし、安定的な採用の確保に努める。 

（４）指針及び手引きの見直しについて 

採用選考に関する指針及び手引きは、活動の実態や、取り巻く環境の変化等を踏まえて、適宜、

必要な見直しを行う。 
 

以上 

 

 

 

（２）就職問題懇談会 
（就職問題懇談会：日本私立大学団体連合会、国立大学協会、公立大学協会、全国

公立短期大学協会、日本私立短期大学協会、国立高等専門学校機構、全国公立高

等専門学校協会、日本私立高等専門学校協会の大学等関係団体で構成。） 

 
 

大学・短期大学・高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について(申合せ) 
 

平成 25 年 9 月 27 日 
就職問題懇談会 

 

大学、短期大学及び高等専門学校（以下「大学等」という。）は、学生に高い学力と豊

かな人間性を身につけさせた上で卒業生・修了生として、グローバル化を始め複雑多様

化した社会に送り出す社会的使命を負っている。この本来果たすべき使命と責任を十分

に認識し、その責務を果たすため、就職・採用活動の秩序を維持するとともに、正常な

学校教育と学生の学修環境を確保することが重要である。 
 特に、学生の就職・採用活動の早期化・長期化の是正については、これまで、国公私

立大学等で構成する就職問題懇談会においても、大学等関係団体の総意として、経済団

体等に対し要請を行ってきたところであるが、平成 25 年 4 月 19 日に内閣総理大臣より

経済団体に対し、平成 27 年度卒業・修了予定者から、広報活動の開始時期は卒業・修

了前年度 3 月、採用選考活動の開始時期は卒業・修了年度の 8 月に変更するよう要請（以

下「総理要請」という。）された。 
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 また、大学等に対しては、平成 25 年 4 月 22 日に文部科学大臣より、大学改革の着実

な実行とともに、今般の就職・採用活動開始時期の変更の円滑な実施に向け、学生に不

安と混乱が生じないよう、きめ細かく丁寧な対応を行うよう要請されたところである。 
 我々大学等は、これらの要請の趣旨を踏まえ、学生の学修時間の確保や留学などの多

様な経験を得る機会を確保するとともに、学生が大学等で身に付けた資質能力を十分に

生かして、社会に貢献することのできる適切な職業選択を行う機会を確保することを責

務の一つとして取り組む必要がある。 
 このたび、就職問題懇談会は、その責務を果たすため、平成 27 年度以降卒業・修了

予定者の就職・採用活動について、下記のとおり申し合わせる。各大学等においては、

全教職員が協力し、全学的にこれを実行することを確認する。 
 なお、平成 26 年度卒業・修了予定者の就職・採用活動については、従前の申合せの

とおりとすることを確認する。 

  

1.就職・採用活動開始時期変更の円滑な実施について 

（1）初年次からのキャリア教育・職業教育の充実について 
 学生の職業観や勤労観を涵養（かんよう）し、個々人の個性や適性に応じた職業を学

生自ら選択できる能力の育成や学修意欲を高めるため、初年次からのキャリア教育・職

業教育の充実を図る。 
キャリア教育の実施に当たっては、後述の「企業説明会」とは明確に区分した上で、幅

広く企業等の協力を得つつ、積極的な取組を行う。 
（2）「企業説明会」の取扱いについて 
 卒業・修了前年度 3 月 1 日より前は、学内及び学外で企業等が実施する「企業説明会」

（「企業説明会」「会社説明会」「学内セミナー」等の名称に関わらず、採用を目的と

して事前に採用予定数や選考スケジュールなどの採用情報を広く学生等に発信するため

の説明会を指す。）に対して会場提供や協力を行わない。 
卒業・修了前年度 3 月 1 日以降、「企業説明会」を大学等の協力の下に実施する場合は、

参加の有無がその後の選考に影響しないことを学生に対して明示する。また、実施に当

たっては、土日祝日や平日の夕方以降の実施など、可能な限り学事日程に配慮する。 
（3）学校推薦の取扱いについて 
 学校推薦は、原則として卒業・修了年度 8 月 1 日以降とする。 
（4）正式内定開始について 
 正式内定日は、卒業・修了年度 10 月 1 日以降である旨学生に徹底する。正式内定に

至るまでの間においては、複数の内々定の状態が継続しないよう、学生を指導するとと

もに、9 月 30 日以前の内々定は学生を拘束しないものである旨徹底する。 
（5）就職関連情報の積極的な提供について 
 学生が進路選択する際の検討に資するため、各大学等の学部・分野別の就職実績等や

各大学等の職員採用についての採用方針や採用実績等の就職関連情報の積極的な提供に

努める。 
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2.就職・採用活動の公平・公正の確保について 

 （1）学生の応募書類について 
 学生の応募書類は、「大学等指定書類（『履歴書・写真・自己紹介書』、『成績証明

書（卒業見込み証明書を含む）』）」とし、企業に対して、就職差別につながる恐れの

ある項目を含む「会社指定書類」（エントリーシート等を含む）、「戸籍謄（抄）本」、

「住民票」等の提出を求めないよう要請する。 
（2）男女雇用機会均等について 
 就職・採用活動は、男女雇用機会均等法及びその指針の趣旨にのっとって行われるべ

きであり、その旨を企業側に徹底するよう要請する。特に、総合職採用における女子学

生への配慮を要請する。 

3.その他の事項について 

（1）各大学等における職員採用の対応について 
 企業等への就職・採用活動のみならず、各大学等における職員採用においても、総理

要請の趣旨に添った対応を行う。 
（2）学生の健康状態への配慮について 
 夏季に選考活動が開始することに鑑み、学生の健康状態に留意するとともに、企業等

に対し、クールビズなど必要な配慮を行うよう求める。 
（3）「申合せ」の周知について 
 各大学等は、学内の教職員はもとより、学生への周知徹底を図り、学生に不安と混乱

が生じないよう適切に対応するとともに、企業等に求人依頼文書を発送する際、この「申

合せ」を添付し、その趣旨の理解を図る。 
 また、企業等に対し、総理要請の趣旨を遵守するよう求める。 
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第２章 

 
～キャリア形成支援とキャリア教育の理解～ 

 
 
 

(1) キャリア形成支援の取組み内容 
    ・大学におけるキャリア形成支援の取組みとしては、「インターンシップ制度の実施」

が最も多く、「キャリア形成に関する相談」「正課外のキャリア形成に関する講座

やセミナー等」の多くの取組みについて、半数以上の大学で実施されている。 
    ・「卒業生に対するサポート（就職・転職・仕事上の相談等）」「キャリア形成支援・

就職支援施策を利用しない学生に対する働きかけ」「保護者に対するサポート（情

報提供、相談、講演会等）」「キャリア形成や就職の支援担当者に対する研修の実

施」等も多くの大学で実施されている。 
 
  

１ キキャャリリアア形形成成支支援援  
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【実施しているキャリア形成支援・就職支援、特に重視しているキャリア形成支援・就職支援】 

 

 

（資料出所：厚生労働省『キャリア・コンサルティング研究会』報告書 2011 年 3 月） 
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  (2)  教育領域でキャリア・コンサルタントが活用されている分野 
    ・教育領域でキャリア・コンサルタントが活用されている分野として、「就職活動に関

する相談」が最も多く、次いで、「履歴書等の作成指導」「模擬面接の実施」「キャリ

ア形成に関する相談」「未内定者に対する支援」となっている。 
    ・今後、キャリア・コンサルタントの活用が期待される分野として、「就職活動に関す

る相談」「キャリア形成に関する相談」「未内定者に対する支援」「キャリア形成支援・

就職支援施策を利用しない学生に対する働きかけ」等が多い。 
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【教育領域におけるキャリア・コンサルタントの活用分野と期待分野】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料出所：厚生労働省「キャリア・コンサルティング研究会」報告書 2011 年 3 月） 
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 (3) キャリア形成支援の担当者 
・学生のキャリア形成に関する正課の授業は「キャリア形成を専門としない教員が担

当しているものが多い」が 37.0％であり、「キャリア形成を専門とする教員が担当

しているものが多い」というものも 25.1％ある。 
・正課外の講座やセミナー等では、「外部の専門機関への委託によるものが多い」が

46.8％と最も多く、次いで、「キャリア形成支援のための専門組織の教職員が担当し

ているものが多い」となっており、学外の専門機関や学内の専門組織が担当してい

る大学等が多い。 
  
【キャリア形成支援の担当者】 

 
（資料出所：厚生労働省「キャリア・コンサルティング研究会」報告書 2011 年 3 月） 

 

 
 

(1)  キャリア教育の系譜・定義 
    ・キャリア教育とは、「学校教育と職業生活の円滑な接続を図るため、望ましい職業観・

勤労観及び職業に関する知識や技能を身に付けさせるとともに，自己の個性を理解

し，主体的に進路を選択する能力・態度を育てる教育」をいう（中央教育審議会「初

等中等教育と高等教育との接続の改善について」（答申）1999 年 12 月）。 
    ・キャリア教育とは、「児童生徒一人一人のキャリア発達を支援し，それぞれにふさわ

しいキャリアを形成していくために必要な意欲・態度や能力を育てる教育」、端的に

は「児童生徒一人一人の勤労観，職業観を育てる教育」をいう（文部科学省「キャ

リア教育の推進に関する総合的調査研究協力者会議」（報告書）2004 年 1 月）。 
    ・キャリア教育とは、「望ましい職業観・勤労観及び職業に関する知識や技能を身に付

けさせるとともに，自己の個性を理解し，主体的に進路を選択する能力・態度を育

てる教育」をいう（キャリア教育等推進会議「キャリア教育推進プラン」2007 年 5
月）。 

    ・キャリア教育とは、「一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力

や態度を育てることを通して、キャリア発達を促す教育」をいう（中央教育審議会

「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方」（答申）2011 年 1 月）。 

２ キキャャリリアア教教育育のの理理解解  
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  (2)  大学におけるキャリア教育の目標（「社会的・職業的自立、学校から社会・

職業への円滑な移行に必要な力」の育成） 
    ・社会的・職業的自立、学校から社会・職業への円滑な移行に必要な力に含まれる要

素としては、基礎的・基本的な知識・技能、基礎的・汎用的能力、論理的思考力、

創造力、意欲・態度及び価値観、専門的な知識・技能等がある。 
    ・社会的・職業的自立、学校から社会・職業への円滑な移行に必要な力は、人の生得

的な力ではなく、義務教育から高等教育までの学校教育において育成することがで

きる力である。 
 
  【「社会的・職業的自立、学校から社会・職業への円滑な移行に必要な力」の要素】 

 
（資料出所：中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」（答申）2011年1月） 

 

  
 
 

(1)  大学におけるキャリア教育 
・大学等においては、高校までにおけるキャリア教育の目標である生涯にわたる多様な

キャリア形成に共通して必要な能力や態度の育成と、これらの育成を通じた勤労観・

職業観等の価値観の自らの育成・確立を基礎として、大学等の高等教育機関がわが国

の多くの若者にとって社会に出る直前の教育段階であることを踏まえ、学校から社

３ 大大学学ににおおけけるるキキャャリリアア教教育育のの実実施施  
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会・職業への移行を見据えたキャリア教育の充実を目指すことが必要である。 
（出典：中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方につ

いて」（答申）2011 年 1 月） 

・「大学は、当該大学及び学部等の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資質を向上

させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程の実施及び厚生補

導を通じて培うことができるよう、大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体

制を整えるものとする」（大学設置基準第 42 条の 2（短期大学設置基準第 35 条の２

も同様））。 

  (2) 大学におけるキャリア教育の取組み 
    ・2009 年度（平成 21 年度）の取組みとして、72.4％の大学が、キャリアセンター主

体で「職業観育成のためのガイダンス」を正課外の講座として実施しており、その

うち約半数の 54.3％が「1 年生」から実施している。 
    ・教学（学部・学科）主体の取組みでは、47.3％の大学が「職業観育成のためのガイ

ダンス」を正課の科目として実施しており、学年別では「2 年生」で実施が 64.6％
と最も多い。 

 【キャリア教育の実施状況】 

 
（資料出所：ベネッセ教育総合研究所「大学データブック 2012」72 頁 2012 年 3 月） 
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 (3) 大学等が必修科目として設定したキャリア科目の開設状況 
・必修科目として設定したキャリア科目を開設しているのは、「大学全体」で 49.5％
であるが、「国立大学」が 42.4％、「私立大学」が 53.6％と高く、「公立大学」が 27.3％
と低い。 

・対象は、大学全体では「全学」が 47.0％と最も高く、次いで「学部単位」が 34.8％
であった。内訳としては、全学は「私立大学」が 50.0％で最も高く、「公立大学」

が 41.2％であった。学部単位は、「国立大学」が 48.4％で最も高く、「私立大学」が

33.3％であった。 
・実施学年は、国立大学・私立大学とも「1 年」が多いが、公立大学は「3 年」「1 年」

の順で多い。大学全体では、キャリア科目は、1 年次に開設する傾向がある。 
     ・キャリア科目の名称としては、「キャリアプランニング」「キャリアデザイン」「キャ

リアガイダンス」「キャリア開発」「キャリアクリエイト」「職業とキャリア」「働く

ことの意味」「人と職業」「仕事と人生」「仕事と自己実現」「女性と仕事」等がある。 
 
 【大学が必修科目として設定したキャリア科目の開設状況】 

 

（資料出所：日本学生支援機構「大学等における学生支援の取組状況に関する調査 
（平成 25 年度）」11 頁 2014 年 12 月） 
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【大学が必修科目として設定したキャリア科目の実施対象と実施学年】 

 
（資料出所：日本学生支援機構「大学、短期大学、高等専門学校における学生支援の取組状況

に関する調査（平成 22 年度）41 頁 2011 年 6 月」） 
 
 
 (4) キャリア教育に関する特別な相談窓口のアドバイス体制について 

    ・キャリア教育に関する特別な相談窓口の担当者としては、大学全体では「職員（常

勤）」が 68.0％と最も高い。内訳は、「私立大学」が 75.6％と高いのに対し、「公

立大学」が 48.1％、「国立大学」が 34.5％と低くなっている。 
    ・次いで、「教員（常勤兼務）」が多く、「大学全体」では 27.8％であった。内訳は、

「国立大学」が 31.0％で最も高く、「私立大学」が 27.7％、「公立大学」が 24.7％
の順になっている。 
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【キャリア教育に関する特別な相談窓口のアドバイス体制】 

 
（資料出所：日本学生支援機構「大学、短期大学、高等専門学校における学生支援の取組状況

に関する調査（平成 22 年度）88 頁 2011 年 6 月」） 

 
 

 
 

 
(1) 大学におけるキャリア教育の推進方策 

①キャリア教育の方針の明確化と教育課程の内外を通じた体系的・総合的なキャリア

教育の推進 
     ・各大学の教育機能や教育方針を踏まえ、キャリア教育の方針を明確化し、教職員

の理解の共有を図った上で、学生一人ひとりの状況にも留意しながら、教育課程

の内外を通じて、全学で体系的・総合的にキャリア教育を展開すること。 

４ 大大学学ににおおけけるるキキャャリリアア教教育育のの方方向向性性  



第２章 キャリア形成支援とキャリア教育の理解 

 

無断複製・頒布を禁じます 42

     ・教育方法としては、受動的な講義主体の学習ではなく、例えばグループワーク・

ゼミ形式の授業、調査・実習・発表重視の授業、課題対応型学習、インターンシ

ップ等を活用するとともに、教育課程内外の活動を効果的に組み合わせて実施す

ることが重要である。 
    ②体験的な学習活動の効果的な活用 
     ・大学におけるインターンシップや課題対応型学習等の体験的な学習活動は、学生

の能動的な学習を促進し、学校から社会・職業への移行を見据えて、社会的・職

業的自立の意識を確立させることが中心的な課題となる。 
・キャリア教育の視点だけでなく、具体的な職業・業種を意識した専門教育の中で、

職業へ円滑に移行するための専門的知識・技能の育成が求められる。 
    ③大学におけるキャリア教育推進のポイント 
     ・教育課程を通じたそれぞれの個性・特色や学問分野に応じた取組みのほか、厚生

補導を通じた各種の職業意識の形成や就職支援は、単に卒業時点の就職を目指す

ものではなく、生涯を通じた持続的な就業力の育成を目指し、豊かな人間形成と

人生設計に資することを目的として行われるものである。そうした中で、職業の

種類や企業などの業種・規模・業務内容などの多様化を踏まえ、社会人・職業人

としての基礎能力をもち、産業構造などの変化に対応できる柔軟な専門性と創造

性の高い人材を育成することが強く要請されている。 
     ・現今の厳しい雇用情勢や学生の多様化に伴う卒業後の移行支援の必要性等を踏ま

え、学生等がそれぞれの専門分野の知識・技能とともに、職業を通じて社会とど

のようにかかわっていくのか、明確な課題意識と具体的な目標をもち、それを実

現するための能力を身に付けられるようにすることが課題である。 
     ・2010 年（平成 22 年）の大学設置基準・短大設置基準の改正は、すべての大学・

短大において、教育課程の内外を通じて社会的・職業的自立に向けた指導等に取

り組むための体制を整えることとしたものである。 
（参照：中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」

（答申）2011 年 1 月） 
 

(2) 大学のキャリア形成支援をめぐる今後の方向性 
    従来の「大学と職業との接続」が、大学での学習成果と職業上必要とされる能力との

接続ということを閑却してきたために、学生は、大学教育を通して自身が身に付けた職

業能力を殆ど主張できない状況で、しかも、不首尾に終わった場合のセーフティネット

もないままに、厳しい就職活動に臨むことを余儀なくされている。 
① 大学教育における職業的意義に関する支援 
・産業・企業構造の変化に伴って企業が求める能力が質的に変化し、かつ高度になっ

てきている。その結果、「学士力」等、大学で学んだ専門的な知識や理解、方法論を

活用して、広く職業生活一般において汎用的に活用することが可能な能力（ジェネ

リックスキル等）の養成が必要である。 
・職業人としての倫理観や自律性、自他の権利を守るための法律等の知識と実践方法、

主体的に社会を変革する意識と行動等を培う。 
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・大学におけるキャリアガイダンスは、大学の教育課程全体が専門性の形成や職業上

の意義を高め、学生の専門的・職業的能力を育成する教育力を強めることと相携 
えて行われるべきである。 

   ② 大学から企業への円滑な移行のための支援 
・近年、「日本的雇用システム」が動揺と縮減をし始め、「大学と職業との接続の機能

不全」が生じた。今後は、職業における専門性を適切に位置づけることが一層重要

になるとともに、大学教育においてもそのことを自覚的に対応していく必要がある。 
   ③ 就職できない若者への支援 
    ・安定した雇用機会の提供が安心して暮らせる社会のベースであることを考えると、

長期勤続が可能となる雇用形態を望ましいものと位置づけ、それ以外の雇用形態に

ついても、持続的な能力開発やキャリアの継続が可能となる仕組み作りを行うこと

が求められる。 
・就職できない若者に対する職業能力開発支援など、積極的に雇用の場に送り届ける

ことまでを含む、社会の新しい「セーフティネット」構築が求められる。 
・個人の自助努力のみで雇用機会を確保することには限界があるから、大学は、卒業

後最低 3 年程度は在学生と同様にキャリア・コンサルティングや就職斡旋の対象と

する等、卒業者の進路決定に対し支援を提供すべきである。 
・大学とハローワークの連携や、民間需給調整機関が行う職業紹介・派遣事業、非営

利組織等が行う無料職業紹介機能と大学とが就職斡旋について協力することで、就

職できない若者の雇用機会のマッチング機能を充実すべきである。 
④ 若者の学び直し・リカレント教育の支援 
・必要に応じて何度も学び直せるリカレント学習の拡大等も必要であり、大学が社会

人の学び直しの機会を提供し、企業の人材育成機能を補完することが求められる 
（参照：日本学術会議「大学教育の分野別質保証の在り方について」2010 年 7 月）
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第３章 
 

～学生との面談スキル～ 

 
 
 

(1) 大学生の社会観 
   ・「とてもそう思う」と「まあそう思う」の合計（該当率）が高いのは、「いい友だちが

いると幸せになれる」であり、2008 年（平成 20 年）調査と 2012 年（平成 24 年）

調査とも、90％を超えており、経年の変化もみられない。ただし、「いい友だちがい

ると幸せになれる」に対して「とてもそう思う」と回答した学生はこの間で、8.3 ポ

イント低下している。 
   ・該当率が低いのは、「いい大学を卒業すると将来幸せになれる」が約 40％、「日本は

努力をすれば報われる社会である」が約 45％である。 
 
 【大学生の社会観（経年比較）】 

 

（資料出所:ベネッセ教育総合研究所「第 2 回大学生の学習・生活実態調査」131 頁 
2013 年 4 月） 

 

１ 大大学学生生のの状状況況（（社社会会観観・・就就労労観観、、将将来来へへのの展展望望ななどど））  
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 (2) 大学生の就労観 
   ・該当率が高いのは、「仕事を通じて社会に貢献することは大切なことだ」で、2008

年（平成 20 年）調査と 2012 年（平成 24 年）調査とも 80％を超えている。 
   ・2012 年（平成 24 年）調査時に新たに設定した項目で高い該当率を示したのは、「で

きれば一つの会社で定年まで働きたい」が 67.6％、「安定した仕事につくことよりも、

自分のやりたい仕事にこだわりたい」が 64.3％である。 

 
 【大学生の就労観（経年比較）】 

 
（資料出所:ベネッセ教育総合研究所「第 2 回大学生の学習・生活実態調査」131 頁 

2013 年 4 月） 
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(3) 保護者との関係 
・2008 年（平成 20 年）調査と 2012 年（平成 24 年）調査とを比較すると、「保護者

のアドバイスや意見に従うことが多い」が 5.8 ポイント増え、「困ったことがあると

保護者が助けてくれる」が 7.2 ポイント増える等、保護者への依存度が高まってお

り、自分でものごとを決めたり、問題を解決したりする学生が減少していることが

うかがえる。 
・2012 年（平成 24 年）調査では、「進路や就職に関して保護者の方から希望や意見

を言われる」が 38.2％であるのに対して、「進路や就職に関して自分の方から保護

者に話をしたり相談をする」が 61.9％となっている。このことから、保護者に干渉

されていると感じる学生よりも、自分から積極的に保護者に相談しているという意

識を有する学生の方が多いと考えられる。 
・「進路や就職に関しては、保護者の意見によらず自分の考えで決めたい(決めた)」学

生が 78.7％となっており、大半の学生は自分の進路については自分の意思で決めた

いという考えをもっている。 

 
 【保護者との関係（経年比較）】 

 
（資料出所:ベネッセ教育総合研究所「第 2 回大学生の学習・生活実態調査」135 頁 

2013 年 4 月） 
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(4)  大学生が卒業後の将来の進路について考える時の気持ち 
   ・大学卒業後の将来の進路について考えるとき、「楽しい気持ち」と「どちらかという

と楽しい」（以下、「楽しい・計」）は、23.5％で、「不安な気持ち」と「どちらかと

いうと不安な気持ち」の合計（以下、「不安・計」）58.3％と比較すると、34.8 ポイ

ント低い。 
   ・男女の合計では、女性「不安・計」が 61.6％で、男性 55.1％と比べると 6.5 ポイン

ト高い。 
   ・学年別では、大学 4 年生「楽しい・計」が 31.3％で、大学 1～3 年生と比べ 8 ポイ

ント以上高い。 

 
【将来の進路を考えるときの気持ち】 

(資料出所:リクルートキャリア・就職みらい研究所「大学生の将来イメージ」6頁2013年4月) 
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(5)  大学卒業後の将来の進路について考える時の気持ち（「楽しい」と思う理由） 
   ・大学卒業後の将来の進路について、「楽しい」と思う理由は、「新しいことをたくさ

ん経験できそうだから」が 73.5％、「仕事を通して学べることが多そうだから」が

65.7％、「自分の可能性の広がりを感じられるから」が 64.1％等であった。 
   ・男女別では、女性は「仕事を通して学べることが多そうだから」と思う割合が、男

性と比べて 11.6 ポイント高い。他方、男性は「新しいことをたくさん経験できそう

だから」と思う割合が、女性と比べて 1.1 ポイント高い。 
   ・学年別では、「新しいことをたくさん経験できそうだから」「たくさんの人との出会

いが待っているから」「自分で収入を得られるようになるから（自立できる）」と思

う大学 4 年生が、大学 1～3 年生と比べて 8 ポイント以上高い。 
 
【将来の進路について考える時の気持ち（「楽しい」と思う理由）】 

 
  (資料出所:リクルートキャリア・就職みらい研究所「大学生の将来イメージ」9頁2013年4月) 
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(6)  大学卒業後の将来の進路について考える時の気持ち（「不安」と思う理由） 
   ・大学卒業後の将来の進路について、「不安」と思う理由は、「仕事に就くことができ

るかどうか（就職できるか）心配だから」が 81.0％、「社会・経済情勢が不安定だ

から」が 54.3％、「社会人になる自信がないから」が 48.9％、「社会での人間関係が

難しそうだから」が 46.4％等であった。 
   ・男女別では、女性は「社会人になる自信がないから」「社会での人間関係が難しそう

だから」と思う割合が、男性と比較して 8 ポイント以上高い。他方、男性は「就職

してもいつ解雇されるかわからないから」と思う割合が、女性と比較して 5 ポイン

ト高くなっており、性別によって差異がみられた。 
   ・学年別では、「不安・計」と思っている大学 1～3 年生の 90％近く、大学 4 年生で

も 55.3％が「仕事に就くことができるかどうか（就職できるか）心配だから」とし

ている。 
 
 【将来の進路について考える時の気持ち（「不安」と思う理由）】 

 
  (資料出所:リクルートキャリア・就職みらい研究所「大学生の将来イメージ」8頁2013年4月) 



第３章 学生との面談スキル 

 

無断複製・頒布を禁じます 50

 
 
 (1)  就労意識 
   ・2014 年度（平成 26 年度）の新入社員調査（2014 年度（平成 26 年度）新入社員

2,203 人を対象とした）では、「社会や人から感謝される仕事がしたい」「仕事を通

じて人間関係を広げていきたい」等、総じてポジティブないし積極的な態度が上位を

占めているのに対し、「職場の同僚、上司とは勤務時間以外つきあいたくない」「仕事

はお金を稼ぐための手段であり面白いものではない」「いずれ会社が倒産、破綻する

んではないかと不安だ」等、ネガティブないし消極的な態度が下位を占める傾向にあ

る。「仕事をしていくうえで人間関係に不安を感じる」も 66.6％あることから、職場

の人間関係が新入社員にとって大きな関心事であることが分かる。 
 
 【就労意識のランキング】 

 

＊右欄の数字は、就労意識に関する質問項目につき「そう思う」と「ややそう思う」の合計 
 

（資料出所：日本生産性本部・日本経済青年協議会「平成 26 年度新入社員の 
『働くことの意識』調査結果」2014 年 6 月） 

２ 新新入入社社員員のの意意識識  
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 (2)  就職する会社を選択した理由 
   ・新入社員が入社する会社を選択する際に最も重視した要因について、最も多かった

回答は「自分の能力、個性が活かせるから」で 35.8％であり、次いで「仕事がおも

しろいから」が 22.3％、「技術が覚えられるから」が 8.9％等の順となっている。 
   ・勤務先の企業に関する項目では、「経営者に魅力を感じたから」が 5.2％、「一流会

社だから」が 4.5％、「福利厚生が充実しているから」が 2.2％などと、軒並み低い

数値になっている。 
   ・約 40 年前の昭和 46 年度には 27％でトップであった「会社の将来性」は、4 年連続

で 10％以下となっている（2010 年（平成 22 年）が 8.3％、2011 年（平成 23 年）

が 7.7％、2012 年（平成 24 年）が 7.8％、2013 年（平成 25 年）が 7.6％）。 
 
 【会社の選択基準】 

 
（資料出所：日本生産性本部・日本経済青年協議会「平成 25 年度新入社員の 

『働くことの意識』調査結果」2013 年 6 月） 
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  (1)  キャリア・センターが感じている学生の課題 
    ・就職支援活動を通して、キャリア・センターが感じている学生の問題点・課題は、

「エントリーシートの作成に必要な文章力が不足している」を「とても思う」と「や

や思う」と感じる合計（以下、この項で同じ。）が 82.5％（「とても思う」のみでも

約 42％）ある。 
    ・「複数の内定を獲得する学生と、内定が決まらない学生が二極化している」が 70.3％、

「就職活動に向けて、自ら動き出そうとしない学生が増えたこと」が 53.0％等とな

っている。 
 【就職支援活動における学生の問題点・課題】 

 
（資料出所：ベネッセ教育総合研究所「大学データブック 2012」74 頁 2012 年 3 月） 

３ 大大学学かからら社社会会へへのの移移行行支支援援  
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 (2)  キャリア教育・就職支援体制の課題 
    ・キャリア教育・就職支援体制における今後の課題としては、「キャリアセンターと学

部教員の協力関係を深めることが重要である」が最も高い（「とても思う」とする回

答が 68.3％に上る）。次いで、「就業力の基礎となる汎用的能力（思考力、表現力、

討議力等の育成を通じた課題解決力）の育成が重要である」を「とても思う」とす

る回答が 51.0％となっている。 
    ・「キャリアセンター職員の専門能力を高めること」を「とても思う」が 46.6％、「キ

ャリア教育と就職支援の一体的な企画・運用が重要である」が同 44.4％、「低学年

時からの指導の拡大が必要である」が同 42.9％等となっている。 

 
 【キャリア教育・就職支援体制の課題】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（資料出所：ベネッセ教育総合研究所「大学データブック 2012」75 頁 2012 年 3 月） 

 
 

 
 

(1)  学生の就職活動とメンタルヘルスの社会的背景 
・近年，学生の就職活動の開始時期が早まっているにも関わらず，早期に内定を取れ

ない学生が増加し，就職活動の期間が長くなっている傾向が指摘されている。 

４ 学学生生のの就就職職活活動動ととメメンンタタルルヘヘルルスス  



第３章 学生との面談スキル 

 

無断複製・頒布を禁じます 54

⇒「就活うつ（就職活動を早期から始めているにも関わらず内定がとれないため，

『就職活動の失敗』を自己否定されたように認識し，うつになる傾向）」の危険 
・学生が多くの企業にエントリーするのは、現実の就職，雇用環境の厳しさから来る

「不安」が背景にあるといわれている。 
⇒「本人の適性を無視した就活」の危険 

  （出典：日本学術会議「大学教育の分野別質保証の在り方について」2010 年 7 月 22 日） 

 
・学生は入学当初から「絶対に資格をとりなさい」「これだけ手厚い指導があるのだ

から（怠けないかぎり）就職できるに違いない」という保護者の期待を背負ってい

る。それにもかかわらず（卒業はできても）資格が取得できない状況になった場合

や、同じ資格を持っているのに自分だけが就職できないように認識した場合、学生

にかかるプレッシャーは大きくなり、うつ状態に追い込まれる学生が増加する。 
・学生がおかれたプレッシャー状況を考慮すると、不安からとはいえ、多くの企業に

エントリーしてしまう学生の行動も理解できるところであり、就活の失敗を自己否

定のように捉えることも、単純な考えすぎではなく、保護者の期待に応えられない

慙愧の念が学生の心理のうちに隠されていることも多いことが指摘されている。就

活うつの学生への初期対応は，学生がおかれたプレッシャー状況に理解を示し、共

感することが有効である。 
・構造的なうつの背景には構造的な対策が求められる。就活うつの構造を学生に周知

し、就活の失敗の原因を性格等の「変化しづらい要因」に求めるのではなく、コミ

ュニケーションスキルなどの「努力次第で向上させることができる要因」に求める

ような指導が必要である。大学全体の傾向としては、キャリアにつながるコミュニ

ケーションスキルの学びが、初年次からカリキュラム化されるケースも増えている。 

 
(2)  メンタルヘルスの３つのカテゴリー 

・就職活動に支障が生じている学生の中には、特別な配慮を要する者もいる。ここで

は３つのカテゴリーでそれを説明する。 
①発達障害 
・発達障害とは、生まれつき脳の発達が通常と異なっているために、幼児から症状が

現れるとともに、成長するにつれ、自分自身の持つ不得意な部分に気づき、生きに

くさを感じることもある障害である（参考：厚生労働省 HP「発達障害」）。 
・発達障害はいくつかのタイプに分類されており、通常「自閉症・高機能自閉症（ア

スペルガー障害）・注意欠陥多動性障害（ADHD）・学習障害（LD）・チック障害」

等が含まれる。その症状は多様だが，①対人関係が苦手、②コミュニケーションが

苦手、③行動の偏り（こだわりの強さ）が共通している。 
    ・これら発達障害が他の障害と異なる点の一つは、思春期、青年期に障害があること

を認識するケースが多いことである（したがって、療育や診断は受けていない）。大

学生の場合、就職活動期にそれと気づくケースも珍しくない。 

 
   【キャリア・コンサルタントの対応】 

ⅰダブルタスクへの対策（一度に二つの仕事をこなせるか）：ダブルタスクとは、例え

ばコピーをしながら電話を受けるなど、一度に二つの指示が出ている状況を指す。
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発達障害があってもワンタスクであれば高い能力を示す者は多い。しかし現場で混

乱する原因の多くはダブルタスク，トリプルタスクの処理である。インターンシッ

プ等であらかじめ想定されるダブルタスクには、行動リハーサルをしておくと良い。 
ⅱ「空気が読めない」ことへの対策：発達障害を持つ学生にとって「空気を読む」こ

とがとても難しいことがある。それは短期間に変わるものではなく、むしろ周囲が

彼ら・彼女らを理解し、時間をかけて変化を促すものである。キャリアセンター職

員やキャリア・コンサルタントとして「空気が読めない」ことをフォローする場合、

時間的展望を確認すると落ち着くケースが多い。発達障害がある者が混乱をするの

は、その日がどういう流れで、何時に何があり、仕事をどの順番で、どこでやれば

よいのかといった見通しが持てないことであることから、朝のうちにこれらの見通

しを持つ習慣をもつことが大きな齟齬を生まないためのコツである。また指示をす

る側も「など」「みたいな」「だいたい」「～ぐらい」という曖昧な表現はなるべく避

けた話し方を心がけることは、彼ら・彼女らとのコミュニケーションをスムーズに

進めるためのコツである。 
ⅲ細かいミスが多い場合の対策：書類づくりや電話の対応等で大きな失敗ではないが、

ケアレスミスが多発するケースがある。注意や指示は理解していても、やらせてみ

ると細かいミスがでるような場合、モノのみえ方に不得手があり書類を部分的に読

み飛ばしていたり、短期的な記憶の齟齬が大きく、言葉の注意が記憶に残りづらい

タイプであることも考えられる。こうした場合、モノの見え方や短期記憶の集中に

役立つビジョン・トレーニングという方法が開発されている。 
（参考：北出勝也『1 日 5 分 大人のビジョン・トレーニング』講談社 2012 年、 

斎藤富由起・守谷賢二（編）『児童期・思春期のＳＳＴ－特別支援教育編－』 
三恵社 2011 年） 

 
②精神疾患 
・年齢的に統合失調症の多発期に入るので、幻聴や幻覚、妄想などが会話に入った

場合は、速やかに保健室または医療機関と連携し、リファーすべきである。うつ

については就活うつのほか、青年期の女性に多いとされる非定型うつに留意する

必要がある。 
・これまでのうつは朝方に調子が悪くなり、疲労感が増して、何もしたくなくなる

のに対して、非定型うつは夕方から調子が悪くなるものの、好きなこと（買い物

や外出）は可能で元気な姿を見せる。他方、嫌なことには周囲が困惑するほどの

回避姿勢を呈する。単位取得が難しくなったり、「わがまま」と認識され対人トラ

ブルが絶えなかったりする青年層に隠れている。頑張れという励ましは従来うつ

には禁句だが、非定型うつでは文脈によっては励ましも有効な場合がある。 

 
   【キャリア・コンサルタントの対応】 

ⅰ非定型うつの場合、本人に病識はないが、自分自身のあり方に自分も困っている傾

向がある。境界性パーソナリティ障害のように相談枠組みを極端に嫌うわけでもな

い。 
ⅱ関わりの最初に病院に行くことを急かしたりせず、決して「わがまま」とは見てい

ないこと、病気かどうかはともかく、自分で自分を持て余して焦っている点に共感
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しながら定期的な相談を優先すると、医療機関にもつながりやすく、生活習慣の立

て直しもスムーズになる。深夜 2 時あたりのパニック発作（わけも泣く涙があふれ

るなど）の有無を聴いておくことも、非定型うつのアセスメントに役立つ。 
 
③人見知りやコミュニケーションスキル不足 
・発達障害や精神障害ではないにせよ、生育歴を背景に「人見知りが激しい」「コミュ

ニケーションが下手」などの社会性の未熟な青年層も増えている。とても良い内面

性を持っていてもそれを伝えるスキルに欠けている青年層は多く、キャリア形成支

援やキャリア教育を考える際、就活でハイリスク群になるのはこのタイプの青年層

と思われる。この青年層は単純なビジネスマナー講座や就活スキルでは足りず、ま

たそういう講座に継続的に参加することも難しい。 

 
【キャリア・コンサルタントの対応】 

    ⅰこのタイプの学生たちに必要なことは、スキルの学び以前に、自分が安心して話せ

る場の確保である。学生相談室や学習支援室、キャリア相談室等では、近年、カウ

ンセラーやコンサルタントがファシリテーターとなって一定の時間内であれば誰で

も参加でき、温かい雰囲気で話しあえる居場所づくりを行っているところが多いが、

こういう居場所づくりはこれらの青年層には特に効果的である。 
�居場所があり、初めはカウンセラーと 2 人でしか話せないかもしれないが、その後、

カウンセラーのファシリテートのもとで、同世代の青年たちと忌憚なく話せたとい

う経験があると、その後のスキルの学びが促進される。このタイプの学生のキャリ

ア形成にとって、学生相談室やキャリア相談室などの果たす役割が大きいことにな

る。 

 
(3)  予防としてのキャリアセルフエフィカシー 

学生のメンタルヘルスを考えれば、うつや不安に襲われる前に、メンタルヘルスを維

持しながら学生が就職活動に臨める体制をつくる必要がある。そのためには、キャリ

ア教育を担当する部署が、次の 5つを構成要素とするキャリアセルフエフィカシー（学

生が自分自身のキャリアを自分自身でつくっており，就職活動でもうまくやれるだろ

うと確信できる度合い）を指針とした教育体系をつくることが望ましい。 
�キャリアディシジョン 

「自分の興味関心、能力に合う職業を見つけられると確信できる度合い」であり、

適性検査やインターンシップ、さらにさまざまな職種について広く知るための学習

によって高められる。 
�キャリアコーピング 

「欲求不満を感じても上手に処理して、就活を続けることができると確信できる

度合い」であり、失敗した原因の帰属を「性格」や「才能」という固定したものに

求めず、スキル不足のような変化しやすいものに帰属する習慣をつけたり、自分な

りのストレス対処法を自覚的に習慣化させることによって高められる。 
�キャリアデザイン 

「就職への準備を学生生活の中で位置付けて、計画的に行なうことができると確

信できる度合い」であり、主に、就職課やキャリア教育担当部署との積極的な関わ
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りを意味する。近年、キャリア教育担当部署がさまざまな企画を立て積極的にキャ

リア教育を主導する試みが行なわれているが、参加する学生層が固定化される場合

は、学校全体として入学初期に学生をグルーピングして、少数グループではあるが、

全員参加のキャリア教育の企画を立てることが有効である。 
�キャリアアクションリサーチ 

「職業選択のための情報を集められると確信できる度合い」であり、主として交

友関係が広い学生は高くなり、狭い学生は低くなる傾向がある。IT 機能を利用した

定期的なキャリア教育の情報発信が求められる。 
�キャリアレディネス 

「就活に向けてダブルスクールをしたり、両親と話し合うことができると確信で

きる度合い」を意味する。学生生活の中で、当初の目標が変化することはしばしば

見られる。その時、入学時の保護者からのプレッシャーを考慮して本当はやりたい

職業を抑えてしまう場合、キャリア教育や就職活動へのモチベーションが下がるこ

とは自明である。また、ダブルスクールを考えたいが、保護者の経済事情を考えて

相談できないため、目標を達成できないと思いこんでいる場合もある。 
（参照：小野淳・斎藤富由起・社浦竜太「四年制大学におけるキャリアセルフエフィカ

シー尺度開発の試み」千里金蘭大学紀要 2008 年） 
 
 
 

 
 

(1)  個別相談の領域で求められる能力 
   ・個別相談の領域では、キャリア・コンサルタントは、各相談者のニーズを的確に把

握し、必要な助言や情報提供等を行っていく役割が期待されている。 
   ・この領域では、個別相談のスキルが必要である。学生目線での相談、短期的なテク

ニカルな就職支援にとどまらない長期的な視野から支援を行うこと、グループアプ

ローチ・スキルも求められる。 
   ・学生と一緒に問題点を整理し、学生の潜在的な思いや強み、仕事に係る価値観等に

気づかせ、必要な助言や情報提供等を行い、学生の気づき、後押しを行っていくス

キルが求められる。 
   ・必要に応じて、エントリーシートやジョブ・カード、大学が導入しているキャリア

シート等も活用しながら、支援のプロセスを蓄積・整理し、これを活かしていく能

力も必要である。 
   ・企業等から情報を収集する能力、個々の学生のニーズに応じて適切な情報をタイミ

ングよく提供する能力、企業にアプローチして求人を開拓する能力も求められる。 
   ・問題を抱える学生や発達障害の可能性のある学生等、特に支援が必要な「ハイリス

ク層」に対して、的確に見立てを行い、学内・学外の機関や専門家に適切にリファ

ーする力も必要となる。 
   ・知識面では、情報提供・業界情報や、求人情報についての最新の知識・理解が必要

である。さらに、企業の募集採用活動や学生の就職活動状況についての理解、大卒

５ 大大学学等等ででキキャャリリアア形形成成支支援援・・キキャャリリアア教教育育をを実実施施すするるたた

めめにに必必要要ななススキキルルとと知知識識  
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就職に係るルールや就職支援策についての知識、学生に対し基本的な労働法制度に

ついて説明するための知識等も必要である。 

 
 【個別面談の領域において主に求められる能力】 

 

 
 
 
（資料出所：厚生労働省「平成 23 年度キャリア・コンサルティング研究会 

―大学等キャリア教育部会」報告書 2012 年 3 月） 
 
 
 (2)  インターンシップ・セミナー・ガイダンスの領域で求められる能力 

    ・キャリア・コンサルタントには、有意義なインターンシップを行わせるために、学

生に必要な準備を行わせたり、インターンシップ先の選定を支援したりする役割や

セミナー等の場において、学生の自己理解・業界研究・企業研究の支援を行うこと、

OB・OG 講話、ビジネスマナー講座、試験対策講座等のセミナー、各種ガイダンス

等を企画・運営する能力が求められる。 
    ・セミナー講師を外部に求める場合には、的確な人に依頼する力が求められ、自ら説

明を行う場合には、わかりやすく説明する力が求められる。 
    ・企画を行うに当たっては、参加団体（企業等）の協力を得ることが必要なほか、大

学組織に働きかける力、大学等のカリキュラムとの関係について必要な配慮を行う

こと、企画を学生に周知することも求められる。 
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    ・セミナーの場では、ファシリテートしたり、コーディネートしたりするスキルの他、

グループワーク等の手法を活用するスキルも必要である。 
    ・セミナーを運営していくためには、職業情報・業界情報についての知識・理解が不

可欠である。 
    ・キャリア形成・就職に係るカリキュラムに関する知識のほか、学生についての理解

も必要である。 
    ・学生の募集・採用に関するルールのほか、労働法制度についての理解も求められる。 
 
 【インターンシップ・セミナー・ガイダンスの領域において主に求められる能力】 

 
（資料出所：厚生労働省「平成 23 年度キャリア・コンサルティング研究会 

―大学等キャリア教育部会」報告書 2012 年 3 月） 

 
 

 (3)  キャリア教育科目の領域で求められる能力 
    ・この領域では、「キャリアデザイン」等、キャリア形成支援、職業意識の形成を目的

とする正課の一般教養科目または専門教育科目の授業を担当する教員として、授業

カリキュラムの作成及び授業の運営の役割が期待される。 
    ・授業を担当するに当たっては、授業の全体（１セメスター：15 回）を担当教員とし

て担当するケースだけでなく、1 コマないし数コマを担当する等、授業の一部を担

当するケースの両方が考えられる。 
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    ・授業を企画・運営し、実施するスキルが求められる。その際、授業によっては、教

材の作成や選定を行う必要もあるほか、グループワーク等の手法を活用することが

求められる場合もある。 
    ・授業を適切に行うことができるよう、大学組織（経営組織・教学組織等）に対して

必要な働きかけを行う力も求められる。 
    ・キャリア形成支援、職業意識の形成を目的とする授業を行う際には、学生の理解度

にあわせて、職場の実態に関する情報や、職業情報・業界情報を適切に提供するほ

か、働くことの実態について考えさせたり、学生の自己理解・自己分析を支援した

りしていくことが求められる。 
    ・授業の全体を担当教員として行う場合には、授業プログラム作成、教材作成、成績

評価、教員として授業を行うためのスキルが必要になる。 
    ・知識面では、キャリアについての授業をするために必要な知識（働くことについて

の理解、働き続ける中では人間関係や仕事と家庭の両立等様々な課題があることに

ついての知識・理解、職業情報・業界情報についての知識・理解、労働法制度につ

いての理解等）が求められる。 
    ・キャリア形成・就職に係るカリキュラムに関する知識のほか、当該大学等の教育課

程に対する理解、カリキュラムの作成方法等の理解、大学等組織運営の実態につい

ての理解等も必要である。 
    ・授業を行う上では、教育現場に関する理解、学生・若者文化への理解、当該大学等

の学生の特徴についての理解も必要となる。 
 
 【キャリア教育科目の領域において主に求められる能力】 

 

（資料出所：厚生労働省「平成 23 年度キャリア・コンサルティング研究会 
―大学等キャリア教育部会」報告書 2012 年 3 月） 
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 (1)  カウンセリング・スキル 
   ・キャリア・コンサルティングの進め方を体系的に理解した上で、キャリア・コンサ

ルタントとして、相談者に対する受容的・共感的な態度および誠実な態度を維持し

つつ、様々なカウンセリングの理論とスキルを用いて相談者との人格的相互関係の

中で相談者が自分に気づき、成長するよう相談を進めることができること。 
・相談者との関係構築を踏まえ、情報提供、教示、フィードバック等の積極的関わり

技法の意義、有効性、導入時期、進め方の留意点等について理解し、適切にこれら

を展開することができること。 
 

 (2)  グループアプローチ・スキル 
   ・グループを活用したキャリア・コンサルティングの意義、有効性、進め方の留意点

等について理解し、それらを踏まえてグループアプローチを行うことができること。 
・若者の就業意識の啓発や社会的・基礎的能力の習得支援、自己理解・仕事理解等を

効果的に進めるためのグループアプローチを行うことができること。 
 

 (3)  キャリアシートの作成指導・活用スキル 
   ・キャリアシートの意義、記入方法、記入に当たっての留意事項等の十分な理解に基

づき、相談者に対し説明できるとともに適切な作成指導ができること。 
・キャリアの方向性の整理や意思決定の確認ができるよう、ジョブ・カードなどの作

成支援や必要な情報提供ができること。 
 
 (4)  相談過程全体のマネジメント・スキル 
   ・相談者が抱える課題の把握を適切に行い、相談過程のどの段階にいるかを常に把握

し、各段階に応じた支援方法を選択して適切に相談を進行・管理することができる

こと。 
（参考：厚生労働省「キャリア・コンサルティング実施のために必要な能力体系」2011年3月） 

 
 
 

 
 (1)  相談場面の設定 

    ・物理的環境の整備：相談を行うにふさわしい物理的な環境、相談者が安心して積極

的に相談ができるような環境を設定することができること。 
・心理的な親和関係（ラポール）の形成：相談を行うに当たり、受容的な態度（挨拶、

笑顔、アイコンタクト等）で接することにより、心理的な親和関係を相談者との間

で確立することができること。 
・ キャリア形成及びキャリア・コンサルティングに係る理解の促進：主体的なキャ

リア形成の必要性や、キャリア・コンサルティングでの支援の範囲、最終的な意

思決定は相談者自身が行うことであること等、キャリア・コンサルティングの目

的や前提を明確化することの重要性について、相談者の理解を促すことができる

こと。 

６ キキャャリリアア・・ココンンササルルテティィンンググのの基基本本的的ススキキルル  

７ キキャャリリアア・・ココンンササルルテティィンンググのの過過程程ににおおいいてて必必要要ななススキキルル  
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・相談の目標、範囲等の明確化：相談者の相談内容、抱える問題、置かれた状況を傾

聴や積極的関わり技法等により把握・整理し、当該相談の到達目標、相談を行う範

囲、相談の緊要度等について、相談者との間に具体的な合意を得ることができるこ

と。 
 

 (2)  自己理解支援 
    ・自己理解への支援：職業興味や価値観等の明確化、キャリアシート等を活用した職

業経験の棚卸し、職業能力の確認、個人を取り巻く環境の分析等により、相談者自

身が自己理解を深めることを支援することができること。 
・アセスメント・スキル：年齢、相談内容、ニーズ等、相談者に応じて適切な時期に

適切な職業適性検査等の心理検査を選択・実施し、その結果の解釈を適正に行うと

ともに、心理検査の限界も含めて相談者自身が理解するよう支援することができる

こと。 
 

 (3)  仕事理解支援 
    ・相談者がキャリア形成における仕事（職業だけでなく、ボランティア活動等の職業

以外の活動を含む。）の理解を深めるための支援をすることができること。 
・インターネット上の情報媒体を含め、職業や労働市場に関する情報の収集、検索、

活用方法等について相談者に対して助言することができること。 
 
 (4)  啓発的経験支援 

    ・インターンシップ、職場見学、トライアル雇用等により職業を体験してみることの

意義や目的について相談者自らが理解できるように支援し、その実行について助言

することができること。 
    ・相談者がそれらの経験を自身の働く意味・意義の理解や職業選択の材料とすること

ができるように助言することができること。 
 
  (5)  意思決定支援 
    ・キャリア・プランの作成支援：自己理解、仕事理解及び啓発的経験をもとに、職業

だけでなくどのような人生を送るのかという観点や、自身と家族の基本的生活設計

の観点等のライフプランを踏まえて、相談者のキャリア・プランの作成を支援する

ことができること。 
    ・具体的な目標設定への支援：相談者のキャリア・プランをもとにした中長期的な目

標や展望の設定とそれを踏まえた短期的な目標の設定を支援することができること。 
    ・能力開発に関する支援：相談者の設定目標を達成するために必要な自己学習や職業

訓練等の能力開発に関する情報を提供するとともに、相談者自身が目標設定に即し

た能力開発を行うためのプランの作成及びその継続的見直しについて支援すること

ができること。 
 
  (6)  方策の実行支援 
    ・相談者に対する動機づけ：相談者が実行する方策（進路・職業の選択、就職、転職、

職業訓練の受講等）について、その目標、意義の理解を促し、相談者が自らの意思

で取り組んでいけるように働きかけることができること。 
    ・方策の実行のマネジメント：相談者が実行する方策の進捗状況を把握し、相談者に

対して現在の状況を理解させるとともに、今後の進め方や見直し等について、適切

な助言をすることができること。 
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  (7)  新たな仕事への適応支援 
    ・方策の実行後におけるフォローアップも、相談者の成長を支援するために重要であ

ることを十分に理解し、相談者の状況に応じた適切なフォローアップを行うことが

できること。 
   
  (8)  相談過程の総括 
    ・適正な時期における相談の終了：キャリア・コンサルティングの成果や目標達成具

合を勘案し、適正だと判断できる時点において、相談を終了することを相談者に伝

えて納得を得たうえで相談を終了することができること。 
    ・相談過程の評価：相談者自身が目標の達成度や能力の発揮度について自己評価でき

るように支援することができること。また、キャリア・コンサルタント自身が相談

支援の過程と結果について自己評価することができること。 
(出典：厚生労働省「キャリア・コンサルティング実施のために必要な能力体系」2011年3月) 

 
 
 

 
  ①相談者との関係構築：相談者に対する受容的・共感的な態度を維持しながら、傾聴を通

じて、相談者が安心して話ができる信頼関係（ラポール）を形成する。 
②相談者の抱えている問題（相談者が訴えている問題及びキャリア・コンサルタントの視

点からみた相談者の問題）の把握：相談者の話す内容や話し方、相談者の態度等から、

相談者の問題が何であるかを理解する。さらに、キャリア・コンサルタントの視点から、

相談者自身では気づいていない相談者の問題についても把握する。 
③その問題を解決するための目標の設定：解決すべき問題を把握したら、相談者の悩みや

阻害要因に気づかせ、次に、問題を解決するためのいくつかの具体的な方策を選択し、

それを一連の行動ステップに組み立てる。 
④目標を達成するための具体的方策の立案とその展開：選択した方策について、意思決定、

学習、自己管理というやり方で実行する。 
（参照：木村周「キャリア・コンサルティング理論と実際」281 頁以下 

雇用問題研究会 2010 年）

８ キキャャリリアア・・ココンンササルルテティィンンググ面面接接ののププロロセセスス  
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第４章 
 

～業界情報・職業情報の入手と活用～ 

 
 
 

(1)  学生の就職活動の情報源 
   ・就職活動に際して、インターネットの就職情報サイトや企業ホームページ閲覧を通じ

て企業の求人情報や企業情報を入手する方法を取る学生の比率が高い。 
   ・2013 年 4 月に入社した新入社員のうち、4 年制大学卒業者は、「就職関連サイト」に

ついては 95.8％が、「企業ホームページ」については 92.5％が利用しており、特にイ

ンターネット情報の重要性が非常に高くなっている。 
   ・大卒の新規学卒者の採用を実施している企業は、約 7 万社とされているところ（経済

産業省「人材ニーズ調査」等を参照）、新規学卒者の就職情報サイトの最大手といわれ

るところ（マイナビ 2015）でも、掲載企業数は 14,963 社（2015 年 3 月卒業予定者

に対する 2015 年 2 月時点の数値）である 
 【学生の就職活動の情報源】 

 
（資料出所：日本生産性本部・日本経済青年協議会「平成 25 年度新入社員の『働くことの意識』

調査結果」2013 年 6月） 

１ 学学生生のの就就職職活活動動のの方方法法  
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 (2)  学生のコミュニケーションツール 
・よく利用する SNS（ソーシャル・ネットワーク・システム）は、Facebook、LINE、

Twitter の三つ巴となっている。特に、LINE が 89.7%（対前年比＋5.3%）、Twitter 
が 67.5%（対前年比＋2.6%）と前年より割合を伸ばした。しかし、Facebook は割

合を下げた（55.5%、対前年比－3.5%）。 
・2016 年卒業予定で就職を目指している大学生・大学院生のうち、スマートフォン（高

機能携帯電話）保有者の割合は 9 割を超える。「就職活動のどのような場面で有効

か？」との問いには、「企業セミナーの予約、確認」「地図の閲覧（企業訪問やセミ

ナー会場に利用）」「企業からのメッセージ」の確認が回答の上位。 
（参照：株式会社マイナビ「2016年卒マイナビ大学生のライフスタイル調査」2015年1月） 

 

(3) SNS を利用した就職活動 
・就職活動において、ここ数年注目されている SNS の利用率は、2013 年 3 月卒者で

「ツイッターやフェイスブック等のソーシャルメディアで知人や友人から情報を収

集」が 9.7％、「ツイッターやフェイスブック等のソーシャルメディアで企業や業界

に関する情報収集」は 8.4％と、まだ低い状態である。 
（参照：MMD 研究所「就職活動に関する実態調査」2013 年 6 月 14 日） 

・SNS を利用した就職活動によるメリット 
・業界研究のサポート（採用 HP や求人サイトにはない最新の情報が手に入るこ

とがある）。 
・OB 訪問のサポート（出身地、出身校、勤務先等を多角度から検索できる）。 
・説明会やセミナーのサポート（同じ業界を目指すグループ等、特定のコミュニ

ティを作ることができる）。 
（参照：「Facebook を最大限活かす就活術！」 

（http://f-navigation.jp/column/063.html）） 
・SNS を利用した就職活動によるデメリット 

・「なりすまし」のリスク（第三者が偽りの採用ページを立ち上げたり、偽アカウ

ントを使って企業の社長やリクルーター社員になりすますことがある）。 
・不用意発言をしてしまうのでは、と不安になる。 
・プライベート情報などを気軽に書き込めなくなる。 

（参照：「実はリスクがいっぱい！？SNS を使った『ソーシャル就活』が急増中」 
http://www.dreamgate.gr.jp/knowhow/legal/id=2176） 

（参照：電通パブリックリレーションズ「就職活動中の大学3年生に聞く第2回ソーシャ

ルリクルーティング調査」 
（http://www.dentsu-pr.co.jp/wp-content/themes/dpr_themes/release/20130

205_report.pdf#search='%E5%B0%B1%E8%81%B7%E6%B4%BB%E5%8
B%95%E4%B8%AD%E3%81%AE%E5%A4%A7%E5%AD%A63%E5%B
9%B4%E7%94%9F%E3%81%AB%E8%81%9E%E3%81%8F'） 
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(1)  業界動向を理解する検索サイト（主要なもの） 
   ①国立国会図書館：業界動向の調べ方（シェア、ランキング等）： 
      http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-102076.php 
   ②帝国データバンク業界動向：http://www.tdb.co.jp/report/industry.html 

③業界動向サーチ COM：http://gyokai-search.com/2nd-genre.htm 
④日本の業界研究・業界地図・業界動向：http://www.gyoukaimap.com/ 

   ⑤日本の業界・業界地図：http://www.marinehero.com/gy/ 
⑤経済レポート情報 経済レポート専門 NEWS：http://www3.keizaireport.com/ 

   ⑥矢野経済研究所：http://www.yano.co.jp/ydb/ 
 

(2)  業界動向全般を理解する書籍（主要なもの） 
   ①業種別審査事典（金融財政事情研究会 不定期刊） 
     1 千以上の業種について、業種の特色、業界動向、業界知識、業界の課題と展望、

関連法規、業界団体などを記述しているほか、統計を始めとする図表類も掲載され

ている。 
   ②TDB 業界動向（TDB レポート）（帝国データバンク 隔月刊） 
     国内の主要産業ごとに、業界全体の動向と今後の見通し、主要企業の動向、最近

1 年の出来事等を各種統計とともに解説しているほか、業界天気図などを掲載して

いる分野もある。 
   ③業種別業界情報（経営情報出版社 年刊） 
     業界のあらましと現状、業界の仕組みと特性、経営の動向と問題点、業界の悩み

と今後の方向等をまとめている。 
   ④日経業界地図（日本経済新聞社 年刊） 
   ⑤会社四季報業界地図（東洋経済新報社） 
   ⑥帝国データバンクのパッとわかる業界地図（帝国データバンク） 
   ⑦最新業界地図（成美堂出版） 
   ⑧図解革命！業界地図最新ダイジェスト（高橋書店） 
   ⑨図解業界地図が一目でわかる本（知的生き方文庫 三笠書房） 

 
(3)  市場規模やマーケットシェア、経営指標（主要なもの） 

   ①日経シェア情報（日本経済新聞出版社 年刊） 
      製造品やサービスについて、国内と世界の市場規模・国内シェアを収録している。

各分野について、現状を解説しているだけでなく、今後の展望等を分析している。 
   ②産業別財務データハンドブック（日本経済研究所 年刊） 
     東京・大阪・名古屋の 3 証券取引所の 1 部、2 部のいずれかに 11 年以上上場を続

けている企業のうち、約 2500 社(金融・保険を除く）の財務データを掲載している。 
   ③全国企業財務諸表分析統計（帝国データバンク 年刊） 
     約 10 万社（金融・保険を除く）の経営指標を業種別に分析した資料である。大

企業と中小企業も含めた網羅的な情報を得ることができる。 

２ 業業界界情情報報・・企企業業情情報報へへののアアププロローーチチ・・検検索索  
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   ④TKC 経営指標（TKC 全国会 年刊） 
     国内中小企業のうち約 22 万社の監査結果を集約した分析統計表で、都道府県別

のデータも掲載されている。 
   ⑤小企業の経営指標調査（日本政策金融公庫） 

http://www.jfc.go.jp/n/findings/sme_findings2.html 
     従業員 50 人未満の企業を対象に調査を行い、業種ごとに経営指標を分析してま

とめている（2014 年版 7 業種、2013 年版 2 業種）。 
 

(4)  個別企業の経営指標 
   ①日経経営指標 全国上場会社版（日本経済新聞社） 
     上場企業（外国企業を除く）を調査対象として、企業別と業種別平均値を掲載し

ている。 
   ②有価証券報告書 
     上場企業と一部の未上場企業が金融庁に提出する有価証券報告書には、財務諸表

と主要な経営指標が掲載されている。この有価証券報告書は、EDINET(有価証券報

告書等の開示書類を閲覧できるホームページ：http://info.edinet-fsa.go.jp/)で全文を

見ることができる。 
 

(5)  中小企業（未上場企業）の経営指標 
     2006 年に施行された会社法の規定では、株式会社に対して、貸借対照表、損益計算

書、事業報告、株主資本等変動計算書等の各種計算書類の作成、保存、株主への提供

等を義務付けている。大会社については貸借対照表と損益計算書を、それ以外の会社

については貸借対照表を公告することを義務付けているため、「決算公告」として閲

覧・入手することが可能である。 
決算公告の公表時期は、ほとんどの場合、株主総会が開かれた翌日である。3 月決

算の会社の多くは、6 月末日に株主総会を開催するため、この時期に多数の決算公告

が官報または日刊新聞（日本経済新聞に掲載されることがほとんど）に掲載される。 
   ①官報に掲載された決算公告の調べ方 
     官報に掲載された決算公告を検索するための資料として、官報総索引（文化図書 

年刊）は、1 年間に官報に掲載された記事について省庁別及び事項別に検索を行い、

掲載年月日と掲載ページを調べるための資料であり、「会社決算公告」という項目も

ある。ただし、会社名からの検索はできないので、掲載日順に配列されている「会

社決算公告」の中から探し出す。 
   ②日本経済新聞に掲載される決算公告の調べ方 
     日本経済新聞に掲載された過去の決算公告を閲覧するためには、同紙の「縮刷版」

が便利である。縮刷版の巻末には記事索引が付されているので、その中の「会社決

算公告」の項目を見ると掲載日と掲載面を知ることができる。 
   ③決算公告情報を掲載する主要なインターネットサイト 
    ・帝国データバンク：TDB 企業サーチで、帝国データバンクが提供する「インター

ネット決算公告サービス」に登録している企業の決算情報を PDF ファイルで参

照することができる。 
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・TKC 全国会：TKC 全国会の TKC 決算書類公開データベースでは、会員（約 9500
人） 

の関与先企業が決算書類を公開している。 
    ・全国中小企業団体中央会：株式会社決算書類公開システムにおいて、貸借対照表

を公開している。 
    ・株式会社 Direction Partners：決算公告 mall―電子決算公告サイトで、情報通信

業・サービス業等の企業について、貸借対照表を参照することができる。 
   ④会社のホームページに掲載された決算公告の調べ方 
     検索エンジンを用いて、決算公告を探したい会社名と「決算公告」という語によ

る検索をおこなう。 
（参照：国立国会図書館「有価証券報告書の調べ方案内」 

https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-102080.php） 
 

(6)  業界情報の検索 
    ①厚生労働省「産業職業情報所在情報（業界団体編）」データベースⅠ「標準産業分

類準拠版」 
    ②厚生労働省「産業職業情報所在情報（業界団体編）」データベースⅡ「職業解説準

拠版」 

 
 
 
 
  【日本標準産業分類】 

中分類 56 各種商品小売業 
     小分類 561 百貨店・スーパー 

 
(1)  百貨店 

①日本百貨店協会 http://www.depart.or.jp/ 
②会員百貨店一覧（83 社 226 店舗:（2015 年 2 月現在）） 

http://www.depart.or.jp/common_jdsa_member/list 
③コラボレーション団体一覧（184 社（2015 年 2 月現在）） 

http://www.depart.or.jp/common_jdsa_collabo_member/list 

 
(2)  総合スーパー（日本チェーンストア協会） 

①日本チェーンストア協会 https://www.jcsa.gr.jp/ 
②会員スーパーマーケット一覧（60 社（2014 年 6 月 27 日現在）） 

http://www.jcsa.gr.jp/member/normal_temp.asp 
③関連する団体 
（特別賛助会員：20 社（2014 年 6 月 27 日現在）） 

http://www.jcsa.gr.jp/member/special_temp.asp 
（賛助会員：440 社（2014 年 6 月 27 日現在）） 

３ 業業界界のの情情報報検検索索のの例例  
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http://www.jcsa.gr.jp/member/sanjo1_temp.asp  
(3)  食品スーパーマーケット（日本スーパーマーケット協会） 

①日本スーパーマーケット協会 http://www.jsa-net.gr.jp/ 
②会員食品スーパーマーケット一覧（99 社（2013 年 6 月 20 日現在）） 

http://www.jsa-net.gr.jp/kaiin/ithiran.html 
③関連する団体（賛助会員：473 社（2013 年 6 月 20 日現在）） 

http://www.jsa-net.gr.jp/kaiin.html 
  

(4)  食品スーパーマーケット（新日本スーパーマーケット協会） 
①新日本スーパーマーケット協会 http://www.super.or.jp/ 
②会員食品スーパーマーケット（352 社（2014 年 6 月現在）） 

http://www.super.or.jp/?page_id=71 
③関連する団体(賛助会員：796 社（2014 年 6 月現在）) 

http://www.super.or.jp/?page_id=73 
 

 
 
 

①厚生労働省編 職業分類 
 https://www.hellowork.go.jp/info/mhlw-job_dictionary.html 

   ②総務省 日本標準職業分類 
     http://www.stat.go.jp/index/seido/shokgyou/kou_h21.htm 

 
 
 

 

(1)  ハローワークインターネットサービス（Part1 第 5 章第 4 節１(3)で詳述） 
      https://www.hellowork.go.jp/ 

 
(2)  しごと情報ネット 

    ・しごと情報ネットは、しごとを探している人が、インターネットを活用して、民間

の職業紹介会社、求人情報提供会社、ハローワーク等の参加機関が保有する求人情

報を検索し、それぞれの機関にアクセスしやすくすることによって、仕事探しを支

援する仕組みである。 
・民間の職業紹介事業者やハローワーク等約 1 万の参加機関から提供される求人情報

の中から、仕事探しができる。2015 年（平成 26 年）2 月 9 日現在の求人総数は、

約 152 万件である。 
    ・留学生向け求人では、新規学卒者向け求人のうち、留学生を積極的に採用する求人

の情報が提供されている。 
       http://www.job-net.jp/ 

４ 職職業業分分類類  

５ 学学生生ののキキャャリリアア形形成成支支援援、、キキャャリリアア教教育育、、就就職職活活動動支支援援

にに役役立立つつ公公的的ネネッットトワワーークク  
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(3)  厚生労働省大卒等就職情報 WEB 情報提供サービス 

    ・新規学卒者（大学 4 年生、短大・専修学校 2 年生等）を募集する企業の求人情報等

をインターネットで提供する。 
    ・このサイトからは、新卒応援ハローワークまたはハローワークに申し込まれた求人

情報を検索することができる。 
    ・機能の説明 http://job.gakusei.go.jp/index.html 

・イベント（会社説明会等）情報 
http://job.gakusei.go.jp/service/231030.do?action=initDisp&screenId=231030



PART1 大学におけるキャリア形成支援とキャリア教育 

無断複製・頒布を禁じます 71

第５章 
 

～労働関連法規・社会保障制度の理解～ 

第 1 節 労働関連法規 

 
 
   
  ①労働者：職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる

者（労働基準法 第 9 条）。 
   ②使用者：事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、

事業主のために行為をするすべての者（労働基準法 第 10 条）。 
   ③賃金：賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者

が労働者に支払うすべてのもの（労働基準法 第 11 条）。 
 

 

 
 
 

   ①労働基準法（労働条件の最低基準を定めた法律） 
   ②労働安全衛生法（労働者の安全衛生面での最低基準を定めた法律） 
   ③労働者災害補償保険法（被災した労働者達を保護するために必要な給付を定めた法律） 
   ④雇用保険法（労働者の失業等給付を定めた法律） 
   ⑤最低賃金法（労働者保護のための最低賃金を定めた法律） 
   ⑥職業安定法（職業安定事業について定めた法律） 
   ⑦労働契約法（労働者と使用者の間に発生する労働契約の原則を定めた法律） 
   ⑧労働組合法（労働組合の組織や手続きについて定めた法律） 
   ⑨労働関係調整法（労働紛争の予防・解決の手続きについて定めた法律） 

⑩労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 
   （一般に「労働者派遣法」と呼ばれる、派遣労働者の保護について定めた法律） 

      

１ 働働くくここととにに関関すするる用用語語のの意意味味  

２ 代代表表的的なな労労働働関関連連法法規規一一覧覧  
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   ・労働法：労働問題に関する多くの法律を総称したもの（労働基準法、労働組合法、男

女雇用機会均等法、最低賃金法等）。 
   ・労働関係（雇用関係）：労働者と使用者との契約によって生じる（労働契約、雇用契

約）。 
   ・契約自由の原則：契約は、他人との合意により社会的関係を形成する制度であり、当

事者は自らの意思に基づいて、自由に契約を締結する。 
   ・労働契約の特色： 

①人的従属性：労働者は使用者の指揮命令に服して労働する。 
②経済的従属性：労使間の交渉力・情報格差のために、労働者は労働契約の締結・展

開段階で、使用者の労働条件に服さざるを得ない。 
③組織的従属性：労働者は使用者の労働組織に組み込まれて労働する。 
・ 労働関連法規の目的：労働者を保護するという観点から、契約自由の原則を修正

し、最終的には、労働者に対して、人たるに値する生活（憲法 25 条の「生存権」

参照）と労働を保障し、労働者が労働という場面において、自らの意思に従って

自己実現を可能にする環境を整備すること。 

 
 

  
 
    

・企業からの募集に対して学生が応募または採用試験を受験すること：労働契約の申込

にあたる。 
   ・企業からの採用内定（決定）の通知の発信：労働契約の申込みに対する使用者（企業）

の承諾にあたる。したがって、企業から採用内定が出された場合、両者の間に始期付

き解約権留保付きの労働契約が成立したと認められる場合がある。 
・採用内定の取消し：採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、採用

内定取消しは解雇にあたる。したがって、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上

相当であると認められない場合は、採用内定取消しは無効となり（労働契約法第 16
条）、債務不履行（誠実義務違反）又は不法行為（期待権侵害）に基づく損害賠償請

求の対象となる。 
   ・「始期付き解約権留保付きの労働契約」の意味：採用内定（決定）通知書や誓約書に

記載されている採用内定取消事由が生じた場合（例：学生が卒業できなくなった場合、

健康状態が悪化し働くことが困難になった場合、履歴書の記載内容に重大な虚偽記載

があった場合、刑事事件を起こしてしまった場合等）には、内定取消しをすることが

正当と判断される。 
   ・内定を巡るトラブルの発生：新卒者の就職に関して、入職時期の繰り下げ（自宅待機

を含む）、労働条件の一方的な変更、内定辞退の強要等の事象が生じた場合には、大

学（キャリア・センター等）や公的機関（総合労働相談コーナーや労働基準監督署等）

に相談するのが良い。 

３ 労労働働関関連連法法規規のの特特色色  

４ 採採用用内内定定にに至至るる法法律律関関係係のの意意味味  
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   ・労働基準法：労働関係における労働者の保護のために、労働関係の基本原則と賃金、

労働時間等の労働条件について、最低の基準を定めたもの。労働基準法の基準を下回

る労働契約は、その部分が無効となり、同法の基準がそのまま労働契約の内容となる。 
   ・労働条件の明示：使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に労働条件を明示する必

要がある。以下の事項については、必ず、書面で提示しなければならない（労働基準

法第 15 条、同法施行規則第 5 条）。 
①労働契約の期間に関すること 
②就業の場所及び従事すべき業務に関すること 
③始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並

びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関すること 
④賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関す 
 ること 
⑤退職に関すること（解雇の事由を含む） 

・労働契約の禁止事項：労働契約の締結に際して、以下の事項が禁止される。 
①労働者が労働契約に違反した場合に、違約金を支払わせることやその金額を予め決 
 めておくこと（賠償予定の禁止：労働基準法第 16 条） 
②労働することを条件にして、労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天 
 引きする形で返済させること（前借金相殺の禁止：労働基準法第 17 条） 
③労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること（強制貯金の禁止：労働基準法

第 18 条） 

 
 
 
 
 

(1)  労働条件が労働契約の内容と相違している場合 
     ・働き始めた後、実際の給料、労働時間、仕事の内容等が、予め示されていた労働契

約の内容と相違している場合には、労働者は、即時に労働契約を解除することがで

きる（労働基準法第 15 条第 2 項）。 
    ・使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の

不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない（労働契約法第

9 条）。ただし、使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合、変更後の

就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の

程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性等からみて合理

的なものであると判断されるときは、労働条件は、当該変更後の就業規則に定める

ところによる（労働契約法第 10 条）。 
 
 
 

５ 働働きき始始めめるる際際のの法法律律関関係係（（労労働働契契約約のの締締結結））  

６ 働働くく時時ののルルーールル  
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(2)  賃金に関するルール 
     ・労働に対する対価としての賃金が、確実に労働者に渡るように、労働基準法第 24

条は、以下のルールを定めている。 
①通貨払いの原則：賃金は、現金で支払わなくてはならない。ただし、労働者の

同意を得た場合は、銀行振込などの方法を取ることもできる。 
②直接払いの原則：賃金は、直接労働者本人に支払わなければならない。 
③全額払いの原則：賃金は、全額残らず支払わなくてはならない。ただし、所得

税や社会保険料等、法令で定められているものを控除することは認められる。 
④毎月 1 回以上定期払いの原則：賃金は、毎月 1 回以上、一定の期日を決めて支

払わなければならない。ただし、臨時の賃金や賞与（ボーナス）は例外である。 
     ・減給の定めの制限：労働者が規律違反をしたことに対する制裁の目的で賃金の一部

を減額（減給）する場合、1 回の減給金額は平均賃金の 1 日分の半額を超えてはな

らず、複数回規律違反をしたとしても、減給の総額が一賃金支払期における金額（月

給なら月給の金額）の 10 分の 1 以下でなければならない（労働基準法第 91 条）。 
     ・休業手当：使用者の責任で労働者を休業させた場合、使用者は平均賃金の 6 割以

上の休業手当を支払わなければならない（労働基準法第 26 条）。 
     ・給与明細書：所得税法の規定により、使用者（会社）は、労働者（従業員）に給与

明細書を交付する義務があり、給与を支払う際に交付しなければならない。ただし、

給与の支払いを受ける者の承諾を得て、電磁的方法によって提供することができる

（所得税法第 231 条）。 
 

(3)  労働時間に関するルール 
    ・労働時間：始業・終業の時刻等は、就業規則で決められているが、1 日の労働時間は

8 時間以内、1 週間の労働時間は 40 時間以内とされている（法定労働時間、労働基

準法第 32 条）。 
・残業：法定労働時間を超えて労働者を働かせるためには、予め従業員の過半数の代

表者又は労働組合との間に、「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結し、労働

基準監督署に届け出る必要がある（「36 協定」、労働基準法第 36 条）。使用者が、労

働者に時間外労働をさせた場合には、以下の基準で、割増賃金を支払わなくてはな

らない（この割増賃金は、雇用形態に関わらず、すべての労働者に適用されるため、

パートタイム労働者にも適用される）。 
①法定労働時間を超えて働かせた場合は、25％以上増し 
②法定休日に働かせた場合（休日労働）は、35％以上増し 
③午後 10 時から午前 5 時までの深夜に働かせた場合（深夜労働）は、25％以上増し 
④1 か月 60 時間を超える時間外労働については、50％以上増し（ただし、中小企業

については、当分の間、適用が猶予されている） 
 
  (4)  休憩・休日に関するルール 

・ 休憩：使用者は、1 日の労働時間が 6 時間を超える場合には少なくとも 45 分、8
時間を超える場合には少なくとも 60 分の休憩を、勤務時間の途中で与えなければ

ならない（労働基準法第 34 条）。 
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・法定休日：使用者は、労働者に毎週少なくとも 1 回、あるいは 4 週間を通じて 4 日

以上の休日（労働契約において労働義務を免除されている日）を与えなければならな

い（労働基準法第 35 条）。 
・年次有給休暇：労働者は、半年間継続して雇われていて、全労働日の 8 割以上を出

勤していれば、10 日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇

は、勤続年数が増えていくと、8 割以上出勤の条件を満たしている限り、1 年ごとに

取得できる休暇日数が増えていく（20 日が上限、労働基準法第 39 条）。 
 

 
 
 
 

近年は、従来からあった「正社員」という働き方にも多様性が生じている。のみならず、

「派遣」や「契約社員」、「業務委託・請負」といった様々な働き方をする人も増えてい

る。卒業後に働く際に、自分自身がどのような形態で働きたいのか（働いているのか）を

知ることは、自らの働く者としての権利を守る上でたいへん重要となる。 

 
(1)  正規雇用労働者（正社員） 

・統一的な定義はないが①直接雇用であり、②雇用期間に定めがなく、③フルタイム

であり、④社内の他の雇用形態の労働者（役員を除く）に比べて高い責任を負いな

がら業務に従事する者である。正社員の中でも以下の区分を設けている場合もある。 
総合職・一般職、勤務地限定社員、専門職・専任職  等 

 

  (2)  非正規雇用労働者 
   ①派遣労働者 
    ・派遣とは、労働者が人材派遣会社（派遣元）との間で雇用契約を結んだ上で、派遣

元が労働者派遣契約を結んでいる会社（派遣先）に労働者を派遣し、労働者は派遣

先の指揮命令を受けて働くことをいう。 
    ・「登録型」派遣：派遣元企業が、派遣労働を希望する労働者を登録しておき、派遣

先企業から求めがあった場合に、これに適合する労働者を派遣元企業が雇い入れた

上で派遣先企業に派遣するものをいう。 
    ・「常用雇用型」派遣：派遣元企業が労働者を常時雇用しておき、その事業活動の一環

として、労働者を派遣先企業に派遣するものをいう。 
 ・労働者派遣では、労働者に賃金を支払う会社と指揮命令をする会社が異なるという

複雑な労働形態となっていることから、労働者派遣法において派遣労働者のための

細かいルールが定められている。 
・ 労働者派遣法の改正：2012 年（平成 24 年）10 月 1 日施行の改正法により、雇用

期間が 30 日以内の日雇派遣は原則禁止になった。ただし、禁止の例外として政令

で定める業務（ファイリングや受付・案内等）について派遣する場合、60 歳以上

の人、雇用保険の適用を受けない学生、副業として日雇い派遣に従事する人（生

業収入が 500 万円以上）、主たる生計者でない人（世帯収入が 500 万円以上）を

派遣する場合は、30 日以内の日雇い派遣が認められる。 

７ 多多様様なな働働きき方方  
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   ②契約社員（有期労働契約） 
    ・契約社員は、雇用契約において予め雇用期間が定められている点で、正社員と異な

る。 
 ・期間の定めのある労働契約は、労働者と使用者の合意により契約期間を定めたもの

であり、契約期間の満了によって労働契約は自動的に終了する。 
 ・1 回当たりの契約期間は、一定の場合を除いて、原則として 3 年以内である。 

 
   ③パートタイム労働者                  
    ・1 週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用されている通常の労働者に比べて短い

労働者（パートタイム労働者は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（パ

ートタイム労働法）で定義されている「短時間労働者」をいう）。 
 ・法律上は、パートタイマーやアルバイトという区別はなく、条件を満たせば、呼称

は違っていてもすべてパートタイム労働者となる。 
 ・パートタイム労働者も「労働者」であることに変わりなく、各種の労働関連法規が

適用される。したがって、要件を満たしていれば、年次有給休暇を取得でき、雇用

保険・健康保険・厚生年金保険に加入することもできる。 
 ・労働者を雇い入れる際、使用者に義務付けられている労働条件の明示に関し、特に

重要な条件については文書を交付することとされているが、パートタイム労働法で

は、昇給・退職手当・賞与の有無についても、文書の交付による明示を義務付けて

いる。 
・2015 年（平成 27 年）4 月 1 日から、パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、

納得して働くことができるようにするため、パートタイム労働法（短時間労働者の

雇用管理の改善等に関する法律）や施行規則、パートタイム労働指針が改正される。

改正の概要は、下記のとおりである。 
 ・パートタイム労働者の公正な待遇の確保 

        正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大。       

パートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、職務の内容、

人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであっ

てはならない。 
      ・パートタイム労働者の納得性を高めるための措置 
        パートタイム労働者を雇い入れたときは、雇用管理の改善措置の内容につい

て、事業主が説明しなければならない。 
      ・パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設 
        雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主が、厚生労働大臣の勧告に

従わない場合は、厚生労働大臣は事業主名を公表することができる。 

 
   ④業務委託（請負）契約を締結して働いている人 
    ・正社員や派遣社員、契約社員、パートタイム労働者等は、「労働者」として労働関連

法規の保護を受けることができるのに対し、「業務委託」や「請負」という形態で働

く場合には、注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払われるため、注文主

から指揮命令を受けない「事業主」として位置づけられ、基本的には「労働者」と

しての保護を受けることができない。 
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    ・「業務委託」や「請負」という契約をしていても、働き方の実態から「労働者」であ

ると判断されれば、労働関連法規の適用を受けることができる（例えば、仕事をす

る場所・時間を指定されていたり、仕事の仕方を細部まで指示されている場合等は、

「労働者」として判断される可能性が高まる）。 
    ・自分が「労働者」として労働関連法規の適用をうけるかどうかについて困った場合

は、労働基準監督署に相談するという手段が考えられる。 

 
 
  (3)  有期労働契約に関する新たなルールの策定     
    労働契約法の改正法が 2013 年（平成 25 年）4 月 1 日から施行されたことにより、次

の 3 つのルールが実施されている（なお、①と③は 2013 年（平成 25 年）4 月 1 日か

ら施行。②は 2012 年（平成 24 年）8 月 10 日から施行）。 
 

① 無期労働契約への転換：同一使用者との間で、有期労働契約が繰り返し更新され 
て通算 5 年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約（無

期労働契約）に転換できる（通算契約期間のカウントは、2013 年（平成 25 年）4
月 1 日以降に開始する有期労働契約が対象となる。労働契約法第 18 条）。 
なお、大学等及び研究開発法人の教員等、研究者、技術者、リサーチアドミニス

トレーターについて、無期労働契約に転換する期間を 5 年から 10 年に延長。民間

企業の研究者等で、大学等及び研究開発法人との共同研究に専ら従事する者も、左

記と同様とされた。これらの者の雇用のあり方については、今回の改正の施行状況

等を勘案して検討を加え、必要な措置を講じることとされた（労働契約法の特例。

2014 年（平成 26 年）4 月 1 日から施行）。 
    ②「雇止め法理」の法定化：最高裁判所の判例で確立した「雇止め」法理が、そのま

まの内容で規定された。対象となる有期労働契約は、①過去に反復更新された有期

労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められ

る場合、または②労働者において、有期労働契約の契約期間満了時に、当該有期労

働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められる

場合には、使用者が「雇止め」をすることに客観的に合理的な理由を欠き、社会通

念上相当であると認められないときは、雇止めが認められないこととされた。この

場合、従前と同じ労働条件で、有期雇用契約が更新されることになる（労働契約法

第 19 条）。 
    ③不合理な労働条件の禁止：同一の使用者と労働契約を締結している有期契約労働者

と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件（賃金

や労働時間等の狭義の労働条件だけでなく、労働契約の内容となっている災害補償、

服務規律、教育訓練、付随義務、福利厚生等、労働者に対する一切の待遇が含まれ

る）の相違を設けることが禁止された（労働契約法第 20 条）。労働条件の相違が不

合理と認められるかどうかは、①職務の内容（業務の内容及び当該業務に伴う責任

の程度）、②当該職務の内容及び配置の変更の範囲、③その他の事情を考慮して、個

別の労働条件ごとに判断される。とくに、通勤手当、食堂の利用、安全管理等につ

いて労働条件を相違させることは、特段の理由がない限り、合理的とは認められな

いと解されている。 
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  (1)  安全で快適な職場環境 
    ・安全と健康確保：事業者は、労働者の雇い入れの際とその後 1 年（健康診断の対象

者及び種類によって 3 月～6 月）以内ごとに 1 回、医師による健康診断を実施しな

ければならず、労働者はその健康診断を受けなければならない（安衛法第 66 条）。   
なお、メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、従業員数 50 人以上の全

ての事業場にストレスチェックの実施を義務付ける「労働安全衛生法の一部を改正

する法律」が 2014 年（平成 26 年）6 月 25 日に公布された。同改正により創設され

たストレスチェック制度の概要は以下の 2 点である。 
①医師、保健士等による検査（ストレスチェック）の実施を事業者に義務付ける

（ただし、従業員 50 人未満の事業者については当分の間は努力義務）。 
②ストレスチェックを実施した場合には、事業者は、検査結果を通知された労働

者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果を医師の意見を聞い

た上で必要な場合には、適切な就業上の措置を講じなければならない。 
 
  (2)  雇用の機会均等、仕事と家庭の両立（育児休業） 
    ・雇用の機会均等：男女がともに生き生きと働き続けることができるように、「男女雇

用機会均等法」は、事業主は、労働者の募集・採用について、性別にかかわりなく

均等な機会を与えなければならないとする（男女雇用機会均等法第 5 条）とともに、

配置、昇進、降格、教育訓練、福利厚生、労働者の職種及び雇用形態の変更、退職

の勧奨、定年、解雇、労働契約の更新について、性別を理由として差別的な取扱い

をしてはならないとしている（男女雇用機会均等法第 6 条）。 
    ・セクシュアルハラスメントへの対応：職場におけるセクシュアルハラスメント（セク

ハラ）は、「職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否等

したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること（対価型セクシュアルハラ

スメント）」と「性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、

労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること（環境型セクシュアルハラスメン

ト）」をいう。セクシュアルハラスメントは、女性だけでなく男性も対策の対象にな

る。男女雇用機会均等法により、会社は、職場でのセクシュアルハラスメント対策

として、雇用管理上必要な措置を講じる義務が課せられる（男女雇用機会均等法第

11 条）。 
・男女同一賃金原則：労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と

差別的取扱いをすることが禁止されている（労働基準法第 4 条） 
    ・仕事と家庭の両立：出産予定の労働者は、出産 6 週間前から休業を請求することが

でき（労働基準法第 65 条第 1 項）、出産後の 8 週間は就労することができない（同

条第 2 項）。 
・育児休業：1 歳に満たない子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、育

児休業をすることができ（育児・介護休業法第 5 条第 1 項）、子が 1 歳に達した後も

育児休業が必要と認められる場合には、最長 6 か月育児休業を延長することができ

る（育児・介護休業法第 5 条第 3 項） 

８ 安安全全でで快快適適なな職職場場環環境境とと雇雇用用のの機機会会均均等等、、仕仕事事とと家家庭庭のの

両両立立  
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(1)  仕事を辞める（退職する）場合 
     ・退職：労働者からの申し出によって労働契約を終了すること。 
     ・期間の定めのない労働契約の場合、労働者の退職の意思表示から、2 週間を経過す

れば、労働契約は終了する（民法第 627 条第 1 項）が、月給制の場合には、別の定

めがある（同条第 2 項）。 
    ・退職する際には、就業規則等に定められたルール（就業規則では「退職する場合は、

退職予定日の 1 ヶ月前までに申し出ること」等と定められていることが多い）にし

たがって、手続きを取ることや仕事の引き継ぎをする等、社会人としてのルールを

守ることが大切である。 
・退職に際し、労働者が証明書を請求してきた場合、使用者は遅滞なく証明書を交付

しなければならない（労働基準法第 22 条第 1 項）。 

 
(2)  仕事を辞めさせられる（解雇される）場合 

    ・解雇：使用者からの申し出によって労働契約を終了すること 
・解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合

は、その権利を濫用したものとして無効となる（労働契約法第 16 条）。例えば、労

働者の能力が欠如している場合、労働者に職務規律違反行為や不正行為があった場

合、経営上の必要性に基づく場合など、さまざまな事情が考慮されて、解雇が正当

かどうかが最終的には裁判所において判断される。 
・法律で解雇が禁止されている主な場合として、以下のものがある。 
①業務上の傷病による休業期間及びその後 30 日間の解雇（労働基準法第 19 条） 
②産前産後の休業期間及びその後 30 日間の解雇（労働基準法第 19 条） 
③国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇（労働基準法第 3 条） 
④労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇（労働基準法第 104 条第 2 項） 
⑤労働組合の組合員であること等を理由とする解雇（労働組合法第 7 条） 
⑥女性（男性）であること、女性の婚姻、妊娠、出産、産前産後休業等を理由とす

る解雇（男女雇用機会均等法第 6 条、第 9 条） 
⑦育児・介護休業の申出をしたこと、育児・介護休業を取得したことを理由とする

解雇（育児・介護休業法第 10 条、第 16 条） 
⑧通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者について、パートタイム労働者で

あることを理由とする解雇（パートタイム労働法第 8 条） 
⑨公益通報をしたことを理由とする解雇（公益通報者保護法第 3 条） 

 
(3)  解雇の手続き 

    ・解雇予告：使用者は、労働者を解雇しようとする場合、少なくとも 30 日前に労働

者に対して解雇予告をしなければならない（労働基準法第 20 条第 1 項）。 
・解雇予告手当：解雇予告を行わない場合は、30 日分以上の平均賃金を労働者に支払

うことも可能である（解雇までの日数と解雇予告手当の支払い日数が、合計して 30
日を超えれば良い（労働基準法第 20 条第 2 項）。 

９ 仕仕事事をを辞辞めめるる場場合合（（退退職職））とと辞辞めめささせせらられれるる場場合合（（解解雇雇））  
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・解雇予告を受けた労働者は、解雇の理由についての証明書を使用者に請求すること

ができる。その場合、使用者は遅滞なく交付しなければならない（労働基準法第 22
条第 2 項）。 

    ・天変事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、また

は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合で、行政官庁の許可を受けた

場合（労働者が犯罪行為や著しい規律違反を犯した場合等）には、解雇予告又は解

雇予告手当の支払いなしに、労働者を解雇すること（即時解雇）が許される（労働

基準法 20 条第 1 項但書）。 
 

(4)  雇止め 
・雇止め：使用者が、期間満了後、期間の定めのある労働契約を更新しないこと。 
・期間の定めのある労働契約（有期労働契約）は、使用者と労働者が予め合意して契

約期間を定めたものであるため、使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ、

契約期間の途中で労働者を解雇することはできない（労働契約法第 17 条第１項）。 
・有期労働契約では、契約期間の満了によって労働契約が終了するのが原則であるが、

3回以上契約が更新されている場合や1年を超えて継続勤務している人については、

契約を更新しない場合、使用者は 30 日前までに予告をしなければならない（厚生

労働省「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」（告示））。 
・雇止め法理：裁判法理によって、有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実

質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇

用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由

を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新（締結）

されたとみなされる場合がある。 

 
(5)  退職勧奨 

・退職勧奨：使用者が労働者に対して、退職を勧めること。 
・退職勧奨に応じて退職した場合には、自己都合による退職とはならない。 
・退職勧奨に応じるかは労働者の自由であるが、応じると、合理的な理由がなくても、

退職が有効となる。 
・多数回、長期にわたる退職勧奨が、違法な権利侵害に当たるとされた裁判例もある

ので、執拗に退職を勧められて対応に困った場合には、都道府県労働局や労働基準

監督署等に設置されている総合労働相談コーナー、労働組合等に相談するとよい。 
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第２節 就業規則 

 
 
 
   ・意味：労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などにつ

いて、労働者の意見を聴いた上で使用者が作成するもの。 
   ・就業規則は、強行法規に反することはできず、また労働協約に反してもならない。労

働基準監督署長は、使用者に対し法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命じ

ることができる（労働基準法第 92 条第 2 項）。 

 

 
 
 
   ・常時 10 人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、それを労働基準監

督署に届け出る義務を負う（労働基準法第 89 条）。常時 10 人未満の労働者しか使用

しない事業場においては、就業規則を作成する義務はないが、就業規則を作成するこ

とができ、作成された就業規則については、労働契約法に定める効力（後述）が認め

られる。 
   ・絶対的必要記載事項：就業規則に必ず記載しなければならない事項は、以下の通りで

ある（労働基準法第 89 条 1 号から 3 号）。 
①始業・終業の時刻 
②休憩時間（その長さ、与え方） 
③休日（その日数、与え方） 
④休暇（年次有給休暇、産前・産後の休暇、生理休暇、忌引休暇、結婚休暇等）及び

交代制労働における就業時転換に関する事項（交替期日、交代順序等） 
⑤賃金（一時金や退職手当等の「臨時の賃金等」を除く）について、その決定・計算

の方法（賃金の体系、時間給・日給・月給等の賃金の形態、年齢・職種・職能資格・

成果等の賃金決定の要素）、支払いの方法（直接支給、銀行振込、通勤手当の定期

券による支給等）、締切り及び支払いの時期（日給か月給か、後者なら月の何日に

締め切り、何日に支払うか） 
⑥昇給に関する事項（昇給の期間、率、その他の条件） 
⑦退職に関する事項（任意退職、合意解約、解雇、定年制、休職期間満了による退職

等） 
   ・相対的（任意的）必要記載事項：使用者は、次の事項を定めた場合には、就業規則に

記載しなければならない（労働基準法第 89 条 3 号の 2~10 号）。 
①退職手当 
②臨時の賃金、最低賃金額 
③労働者の食費、作業用品その他の負担 
④安全・衛生 

１ 就就業業規規則則のの意意味味とと目目的的  

２ 就就業業規規則則のの作作成成  
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⑤職業訓練 
⑥災害補償・業務上の傷病扶助 
⑦表彰・制裁 
⑧その他（旅費規程、福利厚生施設、休職、配転、出向等） 

   ・使用者は、就業規則の作成に当たって、労働者の過半数で組織する労働組合、もしく

は労働者の過半数の代表者の意見を聴取し（労働基準法第 90 条第 1 項）、作成した就

業規則を労働基準監督署に届け出る際にその意見を添付しなければならない（同条第

2 項）。 
   ・使用者は、就業規則を、その適用を受ける事業場の労働者に周知させなくてはならな

い（労働基準法第 106 条第 1 項）。 
 

 
 
 
   ・最低基準効：就業規則が定める労働条件は、法令に違反しない限り（労働基準法第 92

条第 1 項）、職場内の労働条件の最低基準として労働契約内容を強行的直律的に規律

する効力をもつ（労働契約法第 12 条）。就業規則に規定された労働条件の基準は、経

営の観点からこれを引き下げる必要性が生じ、個々の労働者がこれに同意している場

合であっても、個別的な労働契約によって引き下げることができず、就業規則の改訂

又は労働協約の締結を必要とする。 
   ・契約規律効：労働者と使用者とが労働契約を締結する場合において、使用者が合理的

な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約

の内容は、その就業規則で定める労働条件による（労働契約法第 7 条）。 
 
 

 
 

・労働者と合意することなく、使用者が一方的に就業規則を変更することによって、労

働者の不利になるように労働条件を変更することは、原則として認められない（労働

契約法第 9 条）。 
・使用者が、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ就業規則の変更が合理的なも

のであるときは、変更後の就業規則に定める労働条件による（労働契約法第 10 条）。

合理性を判断するにあたっては、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必

要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規

則の変更に係る事情が考慮される。 
 

３ 就就業業規規則則のの効効力力  

４ 就就業業規規則則にによよるる労労働働契契約約のの内内容容のの変変更更  
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第３節 安心して働くための各種保険と年金制度 

 
 
  (1)  雇用保険制度 
    ①制度の概要 

・労働者が失業した場合や自ら職業に関する教育訓練を受けた場合などに、生活の

安定と就職の促進のために、失業等給付や教育訓練給付を行う保険制度である。 
      ・雇用保険は、政府が管掌する強制保険制度であり、労働者を雇用する事業である

限り、その業種・規模等を問わず、原則として、強制的に適用される。 
    ②適用要件・加入手続等 

・事業所の規模に関わりなく、①1 週間の所定労働時間が 20 時間以上で、②31 日

以上の雇用の見込みがある人は、雇用保険の被保険者となる。ただし、昼間学生、

季節労働者で 4か月以内の期間を定めて雇用される者又は 1週間の所定労働時間

が20時間以上30時間未満である者等は適用が除外される（雇用保険法第6条）。 
・雇用保険制度への加入は、事業主の義務であるため、加入手続は事業主が行う。

雇用保険に加入している場合には、事業主から「雇用保険被保険者資格取得等確

認通知書」「雇用保険被保険者証」が交付される。 
・事業主が加入手続をしていないと思われる場合には、労働者が自ら、ハローワー

クに対して、雇用保険の加入が必要であるかの確認を請求することができる。 
③保険料・給付の手続 

・雇用保険の保険料は、労働者と事業主の双方が負担する。2013 年度（平成 25 年

度）の保険料率は、一般の事業の場合 1000 分の 13.5 である（農林水産・清酒製

造の事業で 1.55％、建設の事業で 1.65％）。一般の事業の場合、1000 分の 5 を

労働者が負担し、1000 分の 8.5 を事業主が負担する。 
・離職する場合、離職前に「雇用保険被保険者証」の有無を確認し、事業主がハロ

ーワークに提出する「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」に、離職

理由等の記載事項を確認した上で、記名捺印又は自筆による署名をする。 
・離職後、事業主から「雇用保険被保険者離職票」が交付される。 
・雇用保険に関する各種の手続は、ハローワークで行っている。居住地を管轄する

ハローワークに行って手続を行う。事業主から離職票が交付されない場合や事業

主が行方不明の場合等、不明なことがある場合には、居住地を管轄するハローワ

ークに問い合わせをする。 
（参考：厚生労働省 HP「雇用保険制度」 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/ 

index.html） 

 

(2)  労災保険 
①制度の概要 
・労災保険は、労働者の業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、

死亡等の場合に、被災労働者や遺族を迅速かつ適正に保護するために必要な保険

１ 労労働働保保険険  
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給付を行うものである。 
・目的：被災労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の

安全及び衛生の確保などを図ること（社会復帰促進等事業）。 
・原則として、労働者を 1 人でも雇用すれば適用事業となり（国の直営事業及び官

公署の事業、個人経営の農林・畜産・水産の事業でごく小規模な「暫定任意適用

事業」を除く）、保険料は、全額、事業主が負担する。労災保険は、労働者であれ

ば、雇用形態に関係なく、パートやアルバイト等にも適用される。 
②保険給付 
・業務災害に関する保険給付：労働者の業務上の負傷、疾病、障害または死亡の場

合に、保険給付が支給される。 
・通勤災害に関する保険給付：労働者の通勤による負傷、疾病、障害または死亡の

場合に、保険給付が支給される。通勤とは、労働者が、就業に関し、①住居と就

業の場所との間の往復、②就業の場所から他の就業の場所への移動、③単身赴任

先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことを

いう。 
・二次健康診断等給付：定期健康診断の結果、脳血管疾患または心臓疾患に関わる

検査で異常の所見が生じた場合に、脳血管・心臓の状態を把握するために必要な

二次健康診断及びその結果に基づきそれらの疾患の予防のために医師・保健師に

よって行われる 1 回の保健指導に対して行われる。 
・社会復帰促進等事業：①被災労働者の円滑な社会復帰の促進のための事業（義肢・

車いす等の費用の支給、後遺障害に対するアフターケアの実施等）、②被災労働者

及びその遺族の援護のための事業（労災就学等援護費の支給等）、③労働者の安全

および衛生の確保、保険給付の適切な給付の確保等のために必要な事業（過重労

働・メンタルヘルス対策、未払賃金の立替払事業等）がある。 
（参照：厚生労働省ホームページ「労災補償」 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ 
koyou_roudou/roudoukijun/rousai/index.html） 

 

 
 
 

(1)  制度の概要 
・わが国の医療保険制度には、労働者（被用者）とその家族を対象とする健康保険や、

健康保険に加入していない地域住民を対象とする国民健康保険等があり、1961 年

（昭和 36 年）以降、すべての国民が何らかの医療保険制度に加入する「国民皆保

険」を堅持している。 
・制度の目的：健康保険は、労働者やその家族が、業務外の事由による病気や怪我や

死亡または出産に関して、保険給付を行うことで国民の生活の安定と福祉の向上に

寄与することを目的とする。 
・健康保険の種類：健康保険には、各健康保険組合が行う組合管掌健康保険（大企業

のサラリーマン等約 2,900 万人が加入）と、全国健康保険協会（協会けんぽ）が行

２ 健健康康保保険険  
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う協会管掌健康保険（中小企業のサラリーマン等、約 3,500 万人が加入）がある。

また、自営業者や年金生活者、非正規雇用者等が加入する国民健康保険には、約

3,800 万人が加入している。このほか 75 歳以上の高齢者等約 1,500 万人が加入する

後期高齢者医療制度、約 900 万人の公務員等が加入する共済組合がある）（数字は

2013 年（平成 25 年）3 月末時点）。 
 

(2)  適用要件・加入要件・給付の内容等 
・健康保険の適用事業所： 
①製造業・運送業・物品販売業・金融保険業・通信報道業等、一定の業種であり、

常時 5 人以上を雇用する事業所 
②国、地方公共団体または法人の事業所であって常時従業員を使用する事業所 

・被保険者：適用事業所に常時使用される者である。 
・適用事業所で働く短時間労働者（パート、アルバイト）も、1 日または 1 週の所定

労働時間および 1 か月の所定労働日数が、当該事業所で同種の業務に従事する通常

の労働者のおおむね 4 分の 3 以上であれば、被保険者となる（事業主は加入させる

義務がある）。 
・保険料は、事業主と労働者が折半で負担する。「協会けんぽ」は、2009 年 10 月か

ら都道府県別の保険料率に移行した。2013 年 4 月控除分からの保険料率は、最高

が佐賀県の 10.16%、最低が長野県の 9.85％、全国平均では 10.0％とされる。組合

管掌健康保険においては、規約で定めるところにより、被保険者の負担割合を減少

させることができる。 
・健康保険の主な給付： 
①療養の給付：病気・けがをしたとき、保険医療機関へ被保険者証を持っていけば、

一部負担金を支払うことにより、必要な医療を受けることができる。 
②疾病手当：被保険者が病気やけがの療養のために仕事を休み、給料を受けられな

いときに支給される。 

 
（参照：厚生労働省「我が国の医療保険について」 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/ 
iryouhoken01/index.html）） 

 

 
 
 

(1)  年金制度の概要 
・年金は、個人が高齢となって働けなくなったり、病気や怪我等によって身体に障害

が発生してしまったり、死亡して遺族が困窮してしまうという事態に際して、保険

給付を行い、個人とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし

た制度である。 
・日本の年金制度は、国民皆年金、社会保険方式、世代間扶養を特徴としている。 
 

３ 厚厚生生年年金金  
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・公的年金制度は、全国民共通の定額の国民年金（基礎年金）という「1 階部分」と、

それに上乗せされる報酬比例の被用者年金（厚生年金、共済年金）という「2 階部

分」で構成されている（さらには、厚生年金基金や確定給付企業年金などの「3 階

部分」の適用を受ける場合もある）。 
・厚生年金に関する事務は、2010 年（平成 22 年）1 月から、日本年金機構が所掌し

ている。 
 

(2)  適用要件と加入要件 
    ・厚生年金の適用事業所は、健康保険と同様である。 
     ・厚生年金は、①厚生年金法第 6 条第 1 項第 1 号に定める、製造業・運送業・物品販

売業・医療保健業・通信報道業等、一定の業種であり、常時 5 人以上を雇用する

個人事業所、②国、地方公共団体または法人の事業所では、強制適用となってい

る。 
    ・適用事業所で働く短時間労働者（パート、アルバイト）も、1 日または 1 週の所定

労働時間及び１か月の所定労働日数が、当該事業所で同種の業務に従事する通常の

労働者のおおむね 4 分の 3 以上であれば、被保険者となる（事業主は、加入させる

必要がある）。 

 
(3)  保険料と給付 

・民間企業などの労働者：国民年金第 2 号被保険者＋厚生年金保険（一般被保険者の

場合、保険料は事業主と労働者が折半する）。 
・厚生年金保険に加入している人は、厚生年金保険の制度を通じて国民年金に加入す

る第 2 号被保険者に分類され、国民年金の給付である「基礎年金」に加えて、「厚

生年金」を受け取ることになる。 
・老齢基礎年金は、25 年以上の資格期間を有する人が、65 歳に達したときに支給さ

れる（2015 年（平成 27 年）10 月からの消費税引き上げにあわせて、老齢基礎年金

を受け取るために必要な受給資格期間が、25 年から 10 年に短縮される予定）。 
・保険料納付済期間が 40 年（480 ヶ月）ある場合に、満額が支給され、40 年に満た

ない場合には、不足する期間に応じて減額される。老齢厚生年金は、厚生年金の被

保険者期間を 1 か月以上有する人が、国民年金の保険料納付期間と保険料免除期間

を合算した期間を 25 年以上有し、かつ、65 歳に到達したときに支給される。 
・厚生年金の給付の種類： 
①老齢厚生年金：老齢厚生年金は、2013 年（平成 25 年）現在、報酬比例部分と定

額部分からなる「特別支給の老齢厚生年金」が 60 歳から支給され、65 歳からは

比例報酬の「老齢厚生年金」が支給される。 
2000 年（平成 12 年）の法律改正により、「特別支給の老齢厚生年金」のうち、

比例報酬部分（2 階部分）の支給開始年齢についても、2013 年（平成 25 年）か

ら 2025 年（平成 37 年）にかけて段階的に引き上げられ、2025 年（平成 25 年）

には、1961 年（昭和 36 年）4 月 2 日以降に生まれた男性、1966 年（昭和 41 年）

4 月 2 日以降に生まれた女性は、老齢基礎年金・老齢厚生年金とも、65 歳からの

支給になる。 
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②障害厚生年金：年金に加入中の病気や怪我等が原因で、障害を有することになっ

た場合に支給される。 
   障害発生までの被保険者（加入者）期間中に、原則として被保険者（加入者）

期間の 3 分の 1 以上の保険料の未納がなかったこと等が必要である。 
③遺族厚生年金：年金受給者や被保険者（加入者）が死亡した場合、その人に生計

を維持されていた遺族に支給される。 
   障害年金と同じく、被保険者（加入者）期間中に、原則として被保険者（加入

者）期間の 3 分の 1 以上の保険料の未納がなかったこと等が必要である。 

  

 
 
 

(1)  国民年金制度 
    ・日本国内に居住している 20 歳以上 60 歳未満の人は、国民年金の被保険者となり、

20 歳になれば、一部の人（厚生年金加入者や共済組合加入者、又はその配偶者に扶

養されている人）を除き、国民年金第 1 号の加入手続きをすることが必要である。 
    ・国民年金加入手続は、居住している市（区）役所又は町村役場で行い、国民年金第

1 号被保険者は、毎月、定められた保険料（2014 年度（平成 26 年度）は、月額 15，
250 円）を収めることが必要である。 

 
(2)  学生の「納付特例制度」 

    ・日本国内に居住する全ての人は、20 歳になった時から国民年金の被保険者となり保

険料の納付が義務付けられているが、学生については、申請により在学中の保険料

の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられている。 
    ・この制度の対象になるのは、本人の所得が一定以下（2014 年度（平成 26 年度）の

所得基準は、申請者本人につき 118 万円＋扶養親族等の数×38 万円＋社会保険料控

除等であり、家族の所得の多寡は問わない。 
    ・対象となる学生は、大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校

及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する人で夜間・定時制課程や通信

制課程の人も含まれているので、ほとんどの学生が対象になる。 
    ・障害や死亡という不慮の事態が生じた場合に、一定の要件を充足する場合、障害者

基礎年金や遺族基礎年金が支給されるが、学生納付特例制度の承認を受けている期

間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になる。 
    ・老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間が 25 年以上必

要であるが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この 25 年という老齢基礎

年金の受給資格期間に含まれることになる（但し、老齢基礎年金額の計算対象とな

る期間には含まれない）。 
・ 将来、満額の老齢基礎年金を受け取るためには、10 年間のうちに保険料を納付（追

納）することができる仕組みとなっている。 
 

４ 国国民民年年金金とと学学生生にに対対すするる納納付付特特例例制制度度  
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    ・申請は、必要事項を記載した申請用紙と添付書類（学生証、在学証明書）を郵送等

により、住民登録をしている市区役所・町村役場に提出して行う。2008 年（平成

20 年）4 月からは、在学する大学等の窓口でも申請手続きが可能である（在学する

大学等が学生納付特例事務法人の指定を受けている場合）。 
（参照：日本年金機構ホームページ「学生納付特例制度」

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3896） 
 
 
 

  【日本の年金制度の体系】 

 
（資料出所：厚生労働省） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（資料出所：厚生労働省） 
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第４節 若者（働く人）への支援制度 
 
 
 
 

ハローワークは、国（厚生労働省）が運営する機関で、地域の総合的雇用サービス機関

として、仕事を探している人（求職者）に対して、職業相談・職業紹介・指導、職業能力

開発促進センターへの入校あっせん、雇用保険の給付等の業務を行っている（サービスは

すべて無料）。 
   ハローワークの主な取組みと実績については、下記の厚生労働省ホームページを参照。 

    http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/ 
hellowork.html 

   ハローワークの所在地や連絡先については、下記の厚生労働省ホームページを参照。 

    http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000068159.html 
 

(1)  新卒応援ハローワーク 
・大学院・大学・短大・高専・専修学校等の卒業年次の学生や、これらの学校の卒業

生で未就職の人の就職を支援する専門のハローワークで、全国に 57 か所設置され

ている。 
    ・利用希望者は、利用に際し、窓口で登録を行う。窓口で登録・受付をすると、求人

検索用のパソコンや書籍などを自由に利用できるほか、実際の就職活動についても、

随時、相談や紹介が受けられる。 
    ・求人情報は、「大卒等就職情報 WEB サービス」や「ハローワークインターネットサ

ービス」のホームページからも検索できるが、窓口では、インターネットに公開し

ていない求人も用意されているため、新卒応援ハローワークの窓口に出向くことで、

より幅広い求人情報を入手することができる。 
    ・新卒応援ハローワークの活動内容 

①国の求人情報（仕事情報・企業情報）の検索：地元企業の求人情報だけでなく、

全国の求人情報（仕事情報・企業情報）を検索することができる。 
     ②仕事探しに関する相談：求人の検索方法、希望する求人に対する応募の仕方、仕

事を探すうえでの疑問の解消等についての相談のほか、エントリーシートや履歴

書の作成相談、面接指導、臨床心理士による心理的なサポート等を行っている。 
     ③就職フェアや各種セミナーの開催：年間を通じて、就職面接会（就職フェア）や

就職活動に役立つ各種のセミナー等のイベントを開催している（これらのイベン

トへの参加費は無料）。 
     ④ジョブサポーターによる支援：大卒就職ジョブサポーターは、大学等に対し、担

当制の導入等、学校との密接な連携の下、大学訪問等による未内定者の早期把握、

キャリアセンター担当者に対する支援、学生に対する個別支援（エントリーシー

トの作成指導、面接指導、応募先の選定等）や就職セミナー・就職説明会等の開

催支援等を実施している。 
 

１ ハハロローーワワーークク（（公公共共職職業業安安定定所所））  
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卒業までに就職が決まらなかった場合は、卒業後も大学等とジョブサポーター

との情報共有による支援（大学等の協力を得て把握した未内定者への電話による

来所勧奨や求人情報の送付等）を継続するとともに、就職活動についてのアドバ

イスや希望に沿った求人情報の提供等の個別支援がなされる。 
ジョブサポーターの学校訪問による未内定者の把握、求人開拓、職業相談紹介

といった支援により、平成 25 年度（2013 年度）は 20 万人が就職した。 

 
  (2)  わかものハローワーク、わかもの支援コーナー、わかもの支援窓口 
     厚生労働省では、東京・愛知・大阪の 3 都府県に「わかものハローワーク」を、そ

のほか、全国に「わかもの支援コーナー」「わかもの支援窓口」を設け、正規雇用を目

指す若年者（おおむね 45 歳未満）を対象に、次のようなサービスを無料で実施して

いる。 
・支援内容 
 ①全国各地の求人情報（仕事情報・企業情報）の検索：地元の企業だけでなく、全

国の求人を検索することができる。 
   求人情報は、自宅で「ハローワークインターネットサービス」から検索できる

が、わかものハローワーク・支援コーナー・支援窓口では、インターネットでは

公開していない求人も検索できる。 
 ②仕事探しに関する相談：企業への応募の仕方、仕事の探し方、仕事への不安等、

仕事を探すに当たっての疑問や悩みが生じた場合に、相談に乗ってもらえる。 
履歴書等の作成相談や面接指導も行っている。 

 ③担当者制による個別支援：専門の職員が、相談者個別の担当者となり、個別の支

援を行っている。 
   初回の利用時に、相談者の状況に合せて、正規雇用就職に向けた支援プランを

作成する。専門の職員と「二人三脚」で就職を目指すことができる。 
   早期就職実現のために、専門の職員がきめ細かい職業相談や紹介、アドバイス

を行っており、就職に役立つ各種セミナ－等の受講もできる。 
・わかものハローワーク：フリーターへの支援体制をより充実するために、2012 年（平

成 24 年）10 月から東京都・大阪府・愛知県に開設され、平成 26 年 7 月 7 日現在

25 か所に設置されている。 
・東京都・大阪府・愛知県のわかものハローワークの所在地： 
①東京わかものハローワーク：東京都渋谷区渋谷 渋谷クロスタワービル８階 

 ②愛知わかものハローワーク：名古屋市中区栄 中日ビル１２階 
③あべのわかものハローワーク：大阪市阿倍野区阿倍野筋  
あべのルシアスオフィス棟１０階 

・利用対象者：正規雇用を目指す若年者（おおむね 45 歳未満）を対象に、すべての

サービスを無料で行っている。 
・わかもの支援コーナー：複数の職員が常駐しているコーナーで、県庁所在地のハロ

ーワークを中心に設置され、平成 26 年 7 月 7 日現在全国で 37 か所ある。 
・ わかもの支援窓口：一人の職員が常駐している窓口であり、全国 173 か所のハロ

ーワークに設置されている。 
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・設置の目的は、これまでハローワークの一般窓口で実施していた職業相談等を、求

職者一人ひとりに専門職員を担当者として充て、一貫して支援することで正規雇用

での就職を目指すことにある。 
（わかものハローワーク、若者支援コーナー・わかもの支援窓口の所在地等については、 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jakunen/waka
mono/dl/wakamonoshien.pdf を参照） 

 
(3)  ハローワークインターネットサービス 

・全国のハローワークで受理した求人情報のうち、求人企業が当該ホームページに掲

載を希望している求人について、インターネットを通じて検索できるシステム（ハ

ローワークインターネットサービスは、求職登録していなくても職業・企業情報を

検索することができるが、求職登録することで、より詳しい情報を検索することが

できる。また、ハローワークに出向くことで、ハローワークインターネットサービ

スでは検索できない（ホームページに掲載することを希望していない）企業の求人

情報にアクセスすることができる）。 
・2015 年（平成 26 年）2 月 13 日時点で、約 102 万件の求人情報が掲載されている。 

    ・求人情報検索の「求人情報の種類」で「学生」を選択することにより、学生（及び

既卒者）を対象にした求人情報を検索することができる。 
     （参照：ハローワークインターネットサービス 

https://www.hellowork.go.jp/） 
 
 
 
 
 
   ・ジョブカフェは、正式名称を「若年者のためのワンストップサービスセンター」とい

い、都道府県が主体的に設置する、若者の就職支援をワンストップで行う施設である。 
・厚生労働省は、都道府県の要望に応じてジョブカフェにハローワークを併設し、職業

紹介を行う等、都道府県と連携した支援に取り組んでいる。 
・ジョブカフェでは、「ワンストップサービスセンター」という表記が示すように、若者

が自分に合った仕事を見つけるための様々なサービスを、1 か所で、無料で受けられ

る。 
   ・ジョブカフェは、2014 年（平成 26 年）7 月現在、香川県を除く 46 都道府県の県庁

所在地に設置され、地域によっては県庁所在地以外の地域にサテライト（出張所）を

開設しているところもある。 
   ・ジョブカフェでは、各地域の特色を生かした就職セミナーや職場体験、カウンセリン

グや職業相談、職業紹介、保護者向けのセミナー等、様々なサービスが提供されてい

る。 
    （全国のジョブカフェについては、 
     http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha/jobcafe.html を参照） 

 
 

２ ジジョョブブカカフフェェ  
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   ・地域若者サポートステーション（愛称：サポステ）は、働くことについて様々な悩み

を抱えている 15～39 歳くらいまでの若者が、就労に向かえるよう、多様な支援サー

ビスをしている。 
   ・サポステは、厚生労働省からの委託を受けた、全国の若者支援の実績やノウハウをも

つ NPO 法人、株式会社、社団法人、財団法人、学校法人などが運営し、2014 年度

（平成 26 年度）は、全国に 160 か所が設置されている。 
   ・サポステの事業内容 

①若者支援の専門家（キャリア・コンサルタント等）による、一人ひとりの状態に合

わせた相談：キャリア・コンサルタント等の専門家が、若者の総合的な相談を実施

するとともに、一人ひとりに合った適切な支援メニューを作成し、ステップアップ

をフォローする。 
②ステップアップのためのプログラム：コミュニケーションスキルアップのためのグ

ループワークや職業講話、面接訓練等、段階に応じたプログラムを実施し、ステッ

プアップを図る。 
③職場見学・職場体験：実際に働いている人がいる場所に行き、その仕事を見て、体

験することで、「働く」ことを学ぶ。「働く」ことを意識することを通じ、その後の

様々なプログラムや支援から、より高い効果を得ることができる。 
④保護者を対象にしたセミナーや個別相談：若者の自立に向けた支援の在り方、若者

への接し方、保護者自身の悩みへの相談等に応じる。 
⑤学校への出張相談やセミナーの実施：各サポステでは、高等学校や大学、専修学校

等と連携しながら、学校への出張相談やセミナー等を実施する。 
⑥若年無業者等集中訓練プログラム事業の創設：合宿を含む生活面のサポートと職場

実習の訓練を集中的に行う。 
   ・2013 年度（平成 25 年度）は、160 か所のサポステに延べ 64 万人が来所し、45 万件

の相談、セミナー参加者数が 29 万人であった。進路決定者が 19,702 人であり、その

うち就職した者は 19,416 人、職業訓練受講者が 1,732 人、進学者が 1,334 人等であ

った。 
（資料出所：厚生労働省「平成 25 年度地域若者サポートステーション事業」実績報

告書） 
   ・サポステ事業については、厚生労働省ホームページ「地域若者サポートステーション

事業って何？」 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/ys-station/ 

    全国のサポステの連絡先等は、 
http://www.neet-support.net/about/supportstation_4.html を参照 

 

３ 地地域域若若者者ササポポーートトスステテーーシショョンン（（ササポポスステテ））  
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第５節 職業訓練 
 
 
 
 

(1)  公共職業訓練の種類 
①学卒者訓練：高等学校卒業者などを対象として、1 年又は 2 年の期間実施される訓 
 練 
・訓練の受講料は有料で、主として「ものづくり系（生産技術科、電子情報技術科、

生産機械システム技術科、建築施工システム技術科など）」の訓練科目が開講され

ている。 
②在職者訓練：在職の労働者に対して、概ね 2 日から 5 日間程度の訓練期間で実施さ

れる訓練 
・訓練の受講料は有料であり、主として「ものづくり系（油圧制御技術や溶接・旋

盤技術など）の訓練科目が設定されている。 
③離職者訓練：ハローワークに登録している求職者を対象に、職業相談等を通じて職

業訓練を受講する必要性がある場合に、再就職を実現するために実施される訓練 
・ハローワークで行われる離職者との職業相談において、離職者訓練を受講するこ

とが適職に就くために必要であると認められ、かつ、職業訓練を受けるために必

要な能力等を有すると公共職業安定所長が判断した際に、受講の斡旋がなされ、

離職者が訓練を受講する。 
 

(2)  離職者訓練の概要と実施主体 
    ・雇用のセーフティネットとしての離職者訓練は、国の責任により実施されている。 
    ・訓練の実施に当たっては、国・都道府県・民間教育訓練機関の三者間で役割が分担

されている。 
・実施主体：国（高齢・障害・求職者雇用支援機構）と都道府県は、施設内訓練とし

て、労働者が段階的かつ体系的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得す

る訓練コースを実施している。 
     ①国（高齢・障害・求職者雇用支援機構）：全国にわたり、離職者が再就職に必要な

技能及び知識を習得するという観点から、主にものづくり分野を中心とした訓練

を、職業能力開発促進センターで実施 
      ・標準の訓練期間は 6 ヶ月で、主な訓練コースの例としては、テクニカルオペレ

ーション科、金属加工科、電気設備科、ビル管理科、住宅リフォーム技術科等

がある。 
     ②都道府県：地域住民サービスの観点から地域の実情に応じた訓練を職業能力開発

校で実施 
      ・標準の訓練期間は 6 ヵ月～1 年で、主な訓練コース例としては、情報ビジネス

科、介護サービス科、ホテル・レストランサービス科、陶磁器製造科、

造船溶接技能科、造園科等がある。 
      

１ 公公共共職職業業訓訓練練  
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③民間教育訓練機関（委託訓練）：民間教育訓練機関等を活用して、多様な職業訓

練を実施（離職者訓練全体の約 80％が民間委託） 
      ・標準の訓練期間は 3 ヵ月～6 ヶ月で、主な訓練コース例としては、介護サービ

ス科、介護福祉士養成科、情報処理科、経理実務科、販売実務科等がある。 

 
 
 
 
   ・求職者支援制度は、雇用保険を受給できない求職者に対し、無料の職業訓練（求職者

支援訓練）を受講する機会を確保するとともに、本人収入、世帯収入及び資産要件等、

一定の支給要件を満たす場合には、訓練期間中に給付金を支給し、ハローワークが中

心となってきめ細やかな就職支援を行うことにより、安定した「就職」を実現するも

のである。就職につながる制度となるよう、適正な訓練設定と厳しい出席要件、ハロ

ーワークへの来所が義務付けられている。 
   ・受講手続きとしては、ハローワークが、求職者本人の希望や経験を踏まえたキャリア・

コンサルティングを実施し、就職に必要な訓練へ誘導して、受講申し込みを受け付け

る。訓練機関が選考を実施し、結果を受講希望者とハローワークに通知する。ハロー

ワークが合格者に対して、訓練の受講を指示する。 
   ・求職者支援制度の対象者は、雇用保険を受給できない求職者であって、職業訓練その

他の就職支援を行う必要があるとハローワーク所長が認める者（特定求職者）である。

具体的には、 
    ①雇用保険の受給終了者（雇用保険を受給中に再就職できないまま支給を終了した人） 

②受給資格要件を満たさなかった者（雇用保険の加入期間が足りずに雇用保険を受給

できない人） 
    ③雇用保険の適用がなかった者（雇用保険に加入できなかった人） 
    ④学卒未就職者 

⑤自営廃業者 等 
   ・特定求職者が、 

①ハローワークに求職の申込みをしていること 
②雇用保険被保険者や雇用保険受給者でないこと 
③労働の意思と能力があること 
④職業訓練等の支援を行う必要があると、ハローワークの所長が認めたこと 
という条件のすべてを満たす場合には、訓練を受講できる。 

   ・求職者支援訓練には、多くの職種に共通する基礎的能力を習得するための職種・業種

横断的な訓練である「基礎コース」と、介護、IT、医療事務等、特定の分野の職務に

必要な基礎的能力から実践的能力までを一括して習得するための訓練である「実践コ

ース」がある。 
・訓練は、原則、無料で受講できる（テキスト代等は自己負担） 

   ・ハローワークの支援指示を受けて、求職者支援訓練等を受講する者が一定の支給要件

を満たす場合、職業訓練受講給付金（職業訓練受講手当と通所手当。職業訓練受講手

当は月額 10 万円、通所手当は職業訓練実施施設までの通所経路に応じた所定の額）

が支給される。 

２ 求求職職者者支支援援訓訓練練  
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   ・職業訓練受講給付金を受給できる者で、この給付金だけでは生活費が不足する場合に

は、希望に応じて、労働金庫（ろうきん）の融資制度を利用できる。 
    求職者支援制度の詳細については、厚生労働省

（http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushoku 
sha_shien/）を参照。 

    求職者支援訓練の認定コースについては、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 
    （http://nintei.jeed.or.jp/kyushokushien/search/）を参照。 
 
 
 
 

(1)  雇用型訓練 
・企業との雇用関係の下で行われる座学と企業実習を組み合わせた職業訓練である 
・正社員経験の少ないフリーターや新規学卒者等を対象に、正社員化を目指す有期実

習型訓練と、15 歳以上 45 歳未満の人を対象に企業の中核人材の育成を目指す実践

型人材養成システムとがある。 
・訓練期間は、有期実習型訓練（原則 3 ヶ月～6 ヶ月）、実践型人材養成システム（6
ヶ月～2 年）である。 
雇用型訓練の詳細については、厚生労働省 
(http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/job_card01/jobcard06.html)を参照。 

 

(2)  認定職業訓練 
・事業主が行う職業訓練のうち、教科、訓練期間、設備等について厚生労働省令で定

める基準に適合しているものについて、申請により訓練基準に適合している旨の都

道府県知事の認定を受けることができ、認定を受けた職業訓練を認定職業訓練とい

う。 
・認定職業訓練を実施する中小企業事業主等に対して、認定職業訓練の運営等に要す

る経費を助成する措置が設けられている。 
・認定職業訓練には、個々の事業主が単独で行うものといくつかの事業主が共同で行

うものとがある。 
・訓練には、建築、金属・機械加工、情報処理、和洋裁、調理等がある。 
認定職業訓練の詳細については、厚生労働省 
（http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/nintei/）を参照。 

 
(3)  キャリア形成促進助成金 

・企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、事業主がその雇用す

る労働者を対象として、目標が明確にされた職業訓練の実施、自発的な職業能力開

発の支援を行う事業主に対して、訓練等に要した経費及び訓練実施期間中の賃金の

一部を助成する制度である。 
キャリア形成促進助成金の詳細については、厚生労働省 
（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufu 

kin/d01-1.html）を参照。 

３ 事事業業主主がが行行うう職職業業訓訓練練  
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・教育訓練給付制度は、労働者（雇用保険の被保険者または被保険者であった者）が主

体的に能力開発に取り組むことを支援し、雇用の安定等を図るため、労働者自ら費用

を負担して厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、修了した場合に、その教育訓

練に要した費用を給付する制度である。 
なお、平成 26 年（2014 年）10 月 1 日から、「教育訓練給付金」の給付内容が拡充

される。新しい制度では、中長期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣

が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座（専門実践教育訓練）を受講した場

合に、給付金の給付割合の引上げや追加支給がある。 
①給付対象 
・初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して 2 年以上の雇用保険の被保険

者期間を有している者 
・平成 26 年（2014 年）10 月 1 日前に教育訓練給付金を受給した場合、講座の受

講開始日までに通算して２年以上の雇用保険の被保険者を有している者 
・平成 26 年（2014 年）10 月 1 日以降に教育訓練給付金を受給した場合、前回の

受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に 10 年以上雇用

保険被保険者期間を有している者（この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始

日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から10年以上経過していない場合は、

対象とならない）。 
②給付額 
・給付額として、受講者が支払った教育訓練経費のうち、40％を支給（年間上限 32

万円）。 
・更に、受講修了日から一年以内に資格取得等し、被保険者として雇用された又は

雇用されている等の場合には 20％を追加支給（合計 60％、年間上限 48 万円）。

給付期間は原則 2 年（資格の取得につながる場合は最大 3 年）。 
③拡充対象となる講座 
・次の a～c の教育訓練のうち、受験率、合格率、就職・在職率などの指定基準を満

たすものとして、厚生労働大臣が指定した講座（専門実践教育訓練）が対象とな

る。 
※現行の教育訓練給付制度の対象訓練は 10 月 1 日以降も「一般教育訓練」として、

現在の給付内容のまま継続する。 
a.業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程※１   
  ［訓練期間は 1 年以上 3 年以内（職業能力開発局長の定める 1 年未満の養成課

程を含む。）］ 
〈対象となる業務独占資格※２〉  

   助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作

業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、

歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道

整復師、美容師、理容師、測量士、電気工事士、建築士、海技士、水先人、操

縦士、航空整備士 

４ 教教育育訓訓練練給給付付制制度度  



PART1 大学におけるキャリア形成支援とキャリア教育 

無断複製・頒布を禁じます 97

      〈対象となる名称独占資格※３〉   
        保健師、調理師、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、

製菓衛生師 
      ※１ 養成施設の課程とは、国や地方公共団体の指定などを受けて実施される課程

で、（1）訓練修了で公的資格を取得(2）公的資格試験の受験資格を取得(3)公的資

格 試験の一部免除が可能になる課程 
      ※２ 資格を持たずに業務を行うことが法令で禁止されている資格 
      ※３ 資格がなくても業務を行うことはできるが、その名称の使用は法令で禁止さ

れている資格 
      必置資格（事業所などで、管理監督者などとして有資格者の配置が義務づけられ

ている資格）は、上記２資格の定義にある法令上の禁止規定がない場合にはこれ

らの資格に該当しないため、新しい教育訓練給付制度の対象講座にはならない。 
b．専門学校の職業実践専門課程［訓練期間は２年］  
専修学校の専門課程のうち、企業などとの連携により、最新の実務知識などを身

に付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したもの 
c．専門職大学院［訓練期間は２年または３年以内］  
高度専門職業人の養成を目的とした課程 

・支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が、受講終了後に原則として本人の住所

を管轄するハローワークに対して、必要書類を提出することによって行う。 
・指定の講座については、教育訓練給付制度 厚生労働大臣教育訓練講座検索システム

（http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_K_kouza）を参照。 
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第６節 働く人のための相談窓口 
 
 
 
 
   各都道府県労働局や各労働基準監督署等に設置されている「総合労働相談コーナー」で

は、労働条件、いじめ・いやがらせ、募集・採用等、労働問題に関するあらゆる分野につ

いての労働者、事業主からの相談を、専門の相談員が、面談または電話で受け付けている

（相談は、無料）。 
「総合労働相談コーナー」は、他機関とも連携しているので、相談者が希望する場合に

は、裁判所、地方公共団体等、他の紛争解決機関の情報を提供してもらうこともできる。 
   各地に設置されている「総合労働相談コーナー」の所在地や連絡先については、下記の

厚生労働省を参照。 

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 
 
 
 
 
 
   賃金、労働時間、安全衛生等についての監督、指導、労働基準関係法令に基づく許可、

認可等の事務を行っている。 
   賃金、労働時間、解雇等の法令違反等について相談したいとき、事故・災害が発生した

とき、労災保険について相談したいときは、労働基準監督署が窓口となる。 
   労働基準監督署の所在地や連絡先については、下記の厚生労働省を参照。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun 
/location.html 

 
 
 
 
 
   各都道府県労働局に設置されている雇用均等室は、雇用の分野における男女の均等な機

会及び待遇の確保対策、職業生活と家庭生活の両立支援対策、パートタイム労働対策等の

施策を推進している。 
   雇用均等室では、職場での性別による差別、会社でのセクシュアルハラスメント対策、

女性労働者の妊娠・出産前後の健康管理対策、育児・介護休業法、パートタイム労働者の

均等・均衡待遇や正社員転換推進等についての相談を受け付けている（相談は、無料）。 
   雇用均等室の所在地や連絡先については、下記の厚生労働省を参照。 
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/  
  

１ 総総合合労労働働相相談談ココーーナナーー  

２ 労労働働基基準準監監督督署署  

３ 労労働働局局雇雇用用均均等等室室  
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   労働委員会は、不当労働行為（労働組合の組合員であること等を理由として解雇や不利

益取扱いをすること等）があった場合に、労働組合や組合員を救済したり、ストライキ等

の労働紛争が起こった場合に、労働組合と使用者との間の争いの解決のための調整（あっ

せん、調停、仲裁）を行う。また、労働者個人と使用者との間での労働条件等、労働問題

に関する争いを解決するために、個別労働紛争のあっせんを行っている（個別労働紛争の

あっせんについては、東京都、兵庫県、福岡県を除く各都道府県労働委員会で扱っている。

中央労働委員会では、取り扱っていない）。これらは、すべて無料で行われている。 
 中央労働委員会及び都道府県労働委員会の所在地や連絡先については、下記の厚生労働

省を参照。 
   中央労働委員会については、http://www.mhlw.go.jp/churoi/ 
   都道府県労働委員会については、http://www.mhlw.go.jp/churoi/chihou/pref.html 

 
 
 
 
 
   労働審判制度は、個別労働紛争を、裁判所において、原則として 3 回以内の期日で、迅

速に解決することを目的として設けられた制度である。労働審判手続では、裁判官である

労働審判官１名と、労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員 2 名とで組織

する労働審判委員会が審理し、適宜調停を試み、調停がまとまらなければ、事案の実情に

応じた解決をするための判断（労働審判）をする。労働審判に対する異議申立てがあれば、

訴訟に移行する。 
   労働審判委員会の所在地（地方裁判所の所在地）については、下記の最高裁判所を参照。 

    http://www.courts.go.jp/map.html 
 
 
 
 
 
   各都道府県では、労政事務所や労働相談窓口を設置しているところもある。所在地や連

絡先については、各都道府県の HP を参照。 
  例：東京都では、労働相談情報センター（飯田橋）と 5 つの事務所が、担当区域（会社所

在地）に応じて、賃金・退職金等の労働条件や労使関係等、労働問題全般にわたり相

談に応じている（相談は、無料）。 
東京都労働相談情報センターでは、労働相談によるアドバイスで問題が解決しない

ときに、労使双方が話し合いによる解決を望んでおり、かつ双方が東京都労働相談情

報センターによる調整を望んでいる場合には、センターが労使の間に入って調整をす

ることがある。 
さらに、こころの健康相談や弁護士労働相談等も実施している。 

４ 労労働働委委員員会会  

５ 労労働働審審判判制制度度  

６ 都都道道府府県県  
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    東京都労働相談情報センターの業務内容や所在地等については、下記の東京都を参照。 
     http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/soudan-c/center/ 

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/rodosodan/index.html 
 
 
 
 
 

日本司法支援センター（法テラス）は、様々な法的トラブルに見舞われたときに、「ど

こに相談したらよいかわからない」「身近に弁護士がいないため相談できない」「弁護士

費用が払えない」等の理由から、相談できずにいる人も少なくないことから、誰もが、ど

こででも、必要な法的支援を受けられるようにするために設立された法務省所管の公的な

法人である。労働問題についても、法的なトラブルを解決するために、様々な法的サービ

スを提供している。 
   法テラスの所在地や連絡先については、下記を参照。 
    http://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html 
   労働分野の事例などについては、下記を参照。 
    http://www.houterasu.or.jp/service/roudou/index.html 
 
 
 
 
 

日本年金機構（年金事務所）は、2010 年（平成 22 年）1 月 1 日に設立され、国（厚生

労働大臣）から事務の委任・委託を受け、公的年金に係る一連の運営業務（適用・徴収・

記録管理・年金相談・決定・給付等）を行っている。 
厚生年金保険の適用に関する相談については、年金事務所の厚生年金適用調査課、一般

的な年金相談については、全国の年金事務所のお客様相談室や街角の年金相談センター（全

国社会保険労務士会連合会が運営）で受け付けている。 
年金事務所等の所在地や連絡先については、下記日本年金機構を参照。 

    http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html 
   電話による一般的な年金相談は、年金ダイヤルでも受け付けている。 
    http://www.nenkin.go.jp/n/www/office/ 
   年金加入記録の照会、年金見込額の試算等のサービスは、年金ネットを活用できる（た

だし、利用するためには、ユーザーID の取得が必要）。 

    http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/

７ 日日本本司司法法支支援援セセンンタターー（（法法テテララスス））  

８ 日日本本年年金金機機構構  
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第６章 
 

～就職支援プログラム・講座企画～ 
  
 
   
 

(1)  求める能力 
    ① 日本経済団体連合会 
     ・日本経済団体連合会会員の企業が、2013 年（平成 25 年）4 月入社の新規学卒者

を採用する際に重視した事項としては、「コミュニケーション能力」が 82.8％と
最も高く、次いで「主体性」が 61.1％、「チャレンジ精神」が 52.9％、「協調性」
が 48.2％等の順になっている。 

     ・企業が新規学卒者に求める能力として、近年、「コミュニケーション能力」の他、
「チャレンジ精神」「潜在的可能性」「柔軟性」等、企業構造を取り巻く環境の
急激な変化に対応する能力が重視されている。 

 
 【企業が選考するに際して重視した項目】

 

(資料出所：日本経済団体連合会「新卒採用（2014 年 4 月入社対象）に関するアンケート調査」

2014 年 9 月) 

１ 企企業業がが新新卒卒採採用用のの際際にに求求めめるる能能力力とと重重視視すするるもものの  
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 ② 経済同友会 
      

【面接段階で重視する資質、能力、経験】 
a.意識・性格的要素 

学歴、文系理系を問わず、１位「コミュニケーション能力」、（上位５位合計

では）２位「行動力・実行力」、３位「性格、人柄」もしくは「粘り強さ、スト

レスコントロール能力」で、概ね共通している。ただし、１位のみで集計した結

果に注目すると、「志望動機」を１位に挙げる企業も約２割存在する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（資料出所：経済同友会「企業の採用と教育に関するアンケート調査結果 

（2014 年調査）」2014 年 12 月） 
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b.能力的要素 

１位「論理的思考力」、（上位３位合計では）２位「課題発見・解決力」、３

位「自己ＰＲ力、自己分析力」で概ね共通している。ただし、理系では「学生時

代に学んだ専門知識・研究内容」が文系に比べて明らかに重視されている。特に

製造業は、エントリーシート段階と同様、理系に対して「学生時代に学んだ専門

知識・研究内容」を重視している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      （資料出所：経済同友会「企業の採用と教育に関するアンケート調査結果 

（2014 年調査）」2014 年 12 月） 
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c.経験的要素 
「サークルや体育会等の活動」が１位で突出している。（上位３位合計では）２

位が「アルバイト経験」、３位は「海外経験」あるいは「ボランティア等の社会

活動経験」である。学歴や文系理系で傾向の違いはあまりない。また、製造業は

非製造業に比べて、どの学生区分でも「海外経験」を重視する傾向が明らかに高

いことも確認できた（上位３位の合計でいずれも 20％高い）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       （資料出所：経済同友会「企業の採用と教育に関するアンケート調査結果 

（2014 年調査）」2014 年 12 月） 
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(2)  重視するもの 

    ・企業が大学学部卒業者及び大学院修士課程修了者を選考する際に重視するものとし

ては、「面接」が 2.97 で第 1 位であり、次いで「適性検査（SPI 等）」が 0.96、
「学校での専攻分野・研究内容」が 0.76 の順になっている。 

・ その他、複数企業から回答があった項目としては、「エントリーシート」、「学

業やその他のことで注力したことや熱意を持って取り組んだこと」、「グループ

ディスカッション」等が挙げられる。 
 

 【企業が新卒採用の選考で特に重視するもの】 

 
（資料出所：経済同友会「企業の採用と教育に関するアンケート調査結果（2012 年調査）」

2012 年 11 月） 
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   ・2011 年度（平成 23 年度）に各大学が実施した就職支援の内容としては、「就活ガイ

ダンス」が 96.9％と最も実施率が高く、次いで、「就職活動手引きの配布」と「エン

トリーシート指導」が 91.9％、「面接対策講座」が 91.5％等の順になっている。 
   ・就活ガイダンスは、「1 年から実施している」大学が 18.7％、「2 年生を対象として

いる」ものが 27.8％、「3 年生を対象としている」ものが 95.5％となっている。多く

の大学で早期（1 年や 2 年）から実施されているものは、「ＰＣ・語学等、就職に必

要な実務講座」や「資格対策講座の設置」である。 
 
 【就職支援の実施状況】 

 
（資料出所：ベネッセ総合教育研究所「大学データブック 2012」73 頁 2012 年 3 月） 

  

２ 各各大大学学ににおおけけるるキキャャリリアア形形成成支支援援のの実実施施状状況況  
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(1)  学生の就職活動にみられる変化 
   ・未就職卒業者割合の低い大学より未就職卒業者割合の高い大学が学生の就職活動に

みられる変化を感じているのは、「心理的負担を強く感じる学生が増えた」「キャリ

ア・センターで斡旋できる求人が少なくなった」「学生がインターネットの情報に頼

りすぎるようになった」「就職活動を途中でやめる学生が増えた」である。 
 
【学生の就職活動にみられる変化】 

 
（資料出所：労働政策研究・研修機構「大学における未就職卒業者支援に関する調査」2010年8月） 

 
 

(2)  就職先を決定するに当たって重視する基準におけるギャップ 
    ・キャリア・センターにおいて学生の就職支援をする際、学生が就職先を決定するに

当たって重視する基準と、職員・スタッフが指導で重視する基準にギャップが見ら

れる場合がある。 
   ・未内定学生に特徴的な基準として多く挙げられたのは、「地域条件（勤務地・転勤の

有無など）」「企業の知名度」「企業の業種・仕事内容」等である。未内定に終わる学

生では、特にこれらが「こだわり」となっていることを示唆している。 
 
   

３ 学学生生ののキキャャリリアア形形成成支支援援ににおおけけるる課課題題  
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【就職先を決定するに当たって重視する基準】 

 

（資料出所：労働政策研究・研修機構「大学における未就職卒業者支援に関する調査」2010年8月） 
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 企画書に必要な項目の例                （モジュールＡ-２で使用） 

 
(1)  大学及びキャリア形成支援の状況 

大学の状況 大学におけるキャリア形成支

援の実施状況 
大学におけるキャリア教育の

実施状況 

 
(1)  講座（講習）の企画 

① 目的と効果 

現状の分析 課題の把握 講座を実施する目的 

キャリア形成支援における位

置付け 
他の講座との関係（過去の実

施状況） 
キャリア教育との関連 

講座実施の効果   

 

② 概要 

実施日時 実施会場 担当講師 

内容 実施形態 受講対象と参加人数 

タイムスケジュール 必要なツール 効果測定（方法と評価） 

実施にかかる経費   

     

③ 告知方法 

担当者 対象 媒体 

方法 時期  

 

④ 他部署との連携・調整 

担当者 連携すべき部署 連携するために調整すべき事項

 
(2)  講座（講習）実施に向けた調整 

調整が必要な部署名・役職名 調整すべき事項 

 
(3)  講座実施の振り返り 

効果の測定 改善点 今後への展望 

 
(4)  講座終了後の対応 

受講者への対応 （受講しなかった）学生への

対応 
キャリア・センターへの対応

４ 学学生生ののキキャャリリアア形形成成支支援援をを目目的的ととししたた講講座座（（講講習習））のの企企

画画とと実実施施にに向向けけたた活活動動  
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第１章 
 

～大学におけるキャリア教育の内容と課題～ 
  
 
   
  
   ・社会的・職業的自立、学校から社会・職業への円滑な移行に必要な力に含まれる要素

としては、基礎的・基本的な知識・技能、基礎的・汎用的能力（人間関係形成・社会

形成能力、自己理解・自己管理能力、課題対応能力、キャリアプランニング能力）、

論理的思考力、創造力、意欲・態度及び価値観、専門的な知識・技能等がある。 
   ・社会的・職業的自立、学校から社会・職業への円滑な移行に必要な力は、人の生得的

な力ではなく、義務教育から高等教育までの学校教育において育成することができる

力である。 
   ・これらの力の育成に当たっては、社会への出口が中学校卒業段階から高等教育修了段

階まで多岐にわたっていること、時代によって変化するものであることにも留意しな

ければならない。 

 
  【「社会的・職業的自立、学校から社会・職業への円滑な移行に必要な力」の要素】 

 
（資料出所：中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」（答申）2011年1月） 

１ キキャャリリアア教教育育でで養養成成さされれるる「「社社会会的的・・職職業業的的自自立立、、学学校校

かからら社社会会・・職職業業へへのの円円滑滑なな移移行行にに必必要要なな力力」」のの内内容容  
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(1)  基礎的・基本的な知識・技能 
    ・「読み・書き・計算」等の基礎的・基本的な知識・技能を修得することは、社会に

出て生活し、仕事をしていく上でも極めて重要な要素である。 
    ・社会的・職業的に自立するために、例えば、税金や社会保険、労働者の権利・義務

等の理解も必要となる。 
 

(2)  基礎的・汎用的能力 
    ・分野や職種にかかわらず、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる能力であ

る。 
    ・これらの能力育成を、キャリア教育の視点に取り込んでいくことは、学校と社会・

職業との接続を考える上で意義がある。 
    ・この能力の具体的内容は、仕事に就くことに焦点を当て、実際の行動として現れる

という観点から次の 4 つの能力に整理することができる。 
 ①人間関係形成・社会形成能力 

   ・多様な他者の考えや立場を理解し、相手の意見を聴いて自分の考えを正確に伝え

ることができるとともに、自分の置かれている状況を受け止め、役割を果たしつ

つ他者と協力・協働して社会に参画し、今後の社会を積極的に形成することがで

きる力である。 
   ・この能力は、社会とのかかわりの中で生活し仕事をしていく上で、基礎となる能

力である。 
   ・価値の多様化が進む現代社会においては、様々な他者を認めつつ協働していく力

が必要であり、変化の激しい今日では、既存の社会に参画し、適応しつつ、必要

であれば自ら新たな社会を創造・構築していくことが必要である。 
     ・具体的な要素としては、他者の個性を理解する力、他者に働きかける力、コミュ

ニケーション・スキル、チームワーク、リーダーシップ等が挙げられる。 
②自己理解・自己管理能力 

     ・自分が「できること」「意義を感じること」「したいこと」について、社会との相

互関係を保ちつつ、今後の自分自身の可能性を含めた肯定的理解に基づき主体的

に行動すると同時に、自らの思考や感情を律し、かつ、今後の成長のために進ん

で学ぼうとする力である。 
     ・この能力は、キャリア形成や人間関係形成における基盤となるものであり、とり

わけ自己理解は、生涯にわたり多様なキャリアを形成する過程で常に深めていく

必要がある。 
・具体的な要素としては、自己の役割の理解、前向きに考える力、自己の動機付け、

忍耐力、ストレスマネジメント、主体的行動等が挙げられる。 
    ③課題対応能力 
     ・仕事をする上での様々な課題を発見・分析し、適切な計画を立ててその課題を処

理し、解決することができる力である。 
・ この能力は、自らが行うべきことに意欲的に取り組む上で必要なものであり、知

識基盤社会の到来やグローバル化等を踏まえ、従来の考え方や方法にとらわれず

に物事を前に進めていくために必要な力である。 
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     ・社会の情報化に伴い、情報や情報手段を主体的に選択し活用する力を身に付ける

ことも重要である。 
     ・具体的な要素としては、情報の理解・選択・処理等、本質の理解、原因の追究、

課題発見、計画立案、実行力、評価・改善等が挙げられる。 
    ④キャリアプランニング能力 
     ・「働くこと」の意義を理解し、自らが果たすべき様々な立場や役割との関連を踏ま

えて「働くこと」を位置付け、多様な生き方に関する様々な情報を適切に取捨選

択・活用しながら、自ら主体的に判断してキャリアを形成していく力である。 
     ・この能力は、社会人・職業人として生活していくために生涯にわたって必要とな

る力である。 
     ・具体的な要素としては、学ぶこと・働くことの意義や役割の理解、多様性の理解、

将来設計、選択、行動と改善等が挙げられる。 
 

(3)  論理的思考力、創造力 
    ・これらは、物事を論理的に考え、新たな発想などを考え出す力である。 

・論理的思考力は、学力の要素である「思考力、判断力、表現力」にも表れている重

要な要素であり、後期中等教育や高等教育の段階では、社会を健全に批判するよう

な思考力を養うことにもつながる。 
・創造力は、変化の激しい社会において、自ら新たな社会を創造・構築していくため

に必要である。 
・これらの論理的思考力、創造力は、基礎的・基本的な知識・技能や専門的な知識・

技能の育成と相互に関連させながら育成することが必要である。 
 

(4)  意欲・態度 
    ・意欲や態度は、生涯にわたって社会で仕事に取り組み、具体的に行動する際にきわ

めて重要な要素である。 
・意欲や態度が能力を高めることにつながったり、能力を育成することが意欲・態度

を高めたりすることもあるという意味で、両者は密接に関連している。 

 
(5)  価値観 

    ・価値観は、人生観や社会観、倫理観等、個人の内面にあって価値判断の基準となる

ものであり、意欲や態度と関連する重要な要素である。価値を認めて何かをしよう

と思い、それを行動に移す際に意欲や態度として具体化するという関係にある。 
・価値観には、「なぜ仕事をするのか」、「自分の人生の中で仕事や職業をどのように位

置づけるか」等、これまでキャリア教育が育成するものとしてきた勤労観・職業観

も含まれている。 
・価値観は、学校における道徳をはじめとした豊かな人間性の育成はもちろんのこと、

様々な能力等の育成を通じて、個人の力で時間をかけて形成・確立していく必要が

ある。 
 

(6)  専門的な知識・技術 
    ・どのような仕事・職業であっても、その仕事を遂行するためには、一定の専門性が
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必要である。 
    ・専門性を持つことは、個々人の個性を発揮することにもつながることから、自分の

将来を展望しながら自らに必要な専門性を選択し、それに必要な知識・技能を育成

することは極めて重要である。 
    ・専門的な知識・技能は、これまでは企業内教育・訓練で育成することが中心であっ

たが、今後は、学校教育の中でも意識的に育成していくことが必要であり、この観

点から、職業教育の在り方を見直して、充実していく必要がある。 
（参照：中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」

（答申）2011 年 1 月） 

 
  
 
   
  

(1)  大学等におけるキャリア教育の基本的な考え方 
    ・大学等の教育は、学生が自らの視野を広げ、進路を具体化し、それまでに育成した

社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる能力や態度を、専門分野の学修を通

して伸長・深化させていく段階である。 
・大学等においては、高校までにおけるキャリア教育の目標である生涯にわたる多様

なキャリア形成に共通して必要な能力や態度の育成と、これらの育成を通じた勤労

観・職業観等の価値観の自らの育成・確立を基礎として、高等教育がわが国の多く

の若者にとって社会に出る直前の教育段階であることを踏まえ、学校から社会・職

業への移行を見据えたキャリア教育の充実を目指すことが必要である。 

 
(2)  大学等におけるキャリア教育の取組み 

    ・大学等においては、各機関の教育機能や各学校の教育方針を踏まえ、学生一人ひと

りの状況にも留意しながら、キャリア教育に取り組むことが期待される。 
    ・大学等におけるキャリア教育の取組みの視点 
     ①入学前段階や入学初年次における、高校からの円滑な接続や学びへの意欲を向上

するための教育上の配慮 
      ・入学初年次において、学生生活と卒業後の自分を考えさせ、大学等で学ぶ目的

意識を持たせること等を通じて、キャリア形成を行う基盤を培う取組みが実施

されている。 
      ・キャリア教育の取組みを通じて、学生に学ぶ目的意識を持たせ、学習意欲の向

上につなげていくことは、中途退学の予防の観点からも重要である。 
     ②教育課程の中に位置づけられたキャリア教育 
      ・大学等においては、生涯を見通した各自のキャリアプランニングや、その中で

の高等教育における学習の位置づけ、卒業までの具体的な目標設定について考

えさせる授業等、幅広い職業意識の形成に着目した授業を、基礎教育や共通教

育の科目として開設しているところがある。 
      ・専門分野における教育課程にキャリア教育の視点を位置付け、社会的・職業的

自立に向けて必要な基盤となる能力や態度を育成している例がある。 

２ 大大学学等等ににおおけけるるキキャャリリアア教教育育のの実実施施  
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      ・社会・職業生活においては、専門的な学習を通じて培われる知識・技術ととも

に、問題解決力等の汎用的な力の発揮が求められており、この観点からも、専

門分野における教育課程の中でのキャリア教育の展開は特に重要である。専門

分野の教育の一環として、キャリア教育の科目を開設し、実施している大学等

もある。 
      ・キャリア教育の視点を取り入れ、キャリア教育の科目を含め、教育課程全体に

有機的に位置づけて、総合的に実施している例がある。 
     ③入学から卒業までを見通したキャリア教育 
      ・学生が、卒業後の進路を具体的に決定する段階になって初めて、社会に出るた

めに必要な能力を理解しても、その後の教育や課外活動を通じて十分にその能

力を身に付けることは困難である。 
・入学から卒業までを見通して、自らの社会人・職業人としての将来像を描かせ、

その実現に必要な学習や活動が行える環境を整えるとともに、在学期間中、正

課内外における教育活動やその達成度を記録し、自己点検評価を行って、目標

への接近度や達成度を確認しながら次の行動設計に反映させる、キャリアデザ

インの自己管理等を行う取組みを実施している例がある。 
     ④身に付けるべき能力の明確化と到達度の評価 
      ・大学等においては、教育課程を編成するに当たり、カリキュラムポリシーに基

づいて各授業科目及び教育課程全体を通じて、学生にどのような能力をどの程

度身に付けさせるかを明確にすることが重要である。 
      ・キャリア教育の視点から、身に付けるべき能力を明確化し、その到達度を評価

する取組みを実施している例がある。 
     ⑤一人ひとりのキャリア形成を促進させる支援 
      ・キャリア教育を推進するに当たっては、正課内の教育に加え、学生支援等正課

外の活動を通じて、学生一人ひとりのキャリア形成を促進させる支援を行って

いくことが重要である。 
・入学段階から学生一人ひとりのキャリア形成を支援するために、教員等がキャ

リア・コンサルティングを行う取組み等を実施している例がある。 
     ⑥男女共同参画の視点を踏まえたキャリア教育 
      ・男女共同参画社会の実現に向け、学生を取り巻く経済・社会の環境が変化して

いるため、このような変化に対応できるように、意識改革を含めたキャリア教

育が重要となる。 
      ・特に、妊娠・出産等のライフイベントの影響を受けやすい女性について、社会

において女性が置かれている状況や多様なライフスタイルの選択を可能とす

る支援策を理解させるなど、女性のライフイベントを意識したキャリア教育の

取組みも展開されている。 
     ⑦高校と大学等との連携 
      ・高校と大学等が連携してキャリア教育に取り組むことは、大学等にとって、進

学を希望する者の学びの目的や意欲、将来の社会・職業生活への意識が高まる

というメリットがある。 
（参照：中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」

（答申）2011 年 1 月） 
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(1)  評価 
・大学等におけるキャリア教育は、各大学等の個性・特色や学問分野、各大学等が自

主的に定める教育課程の編成方針等、それぞれの状況に応じて、多様な教育内容・

方法によって取り組まれている。 
・大学（学部）の約 88%で、職業意識・能力の形成を目的とした教育（インターンシ

ップの実施、企業関係者等による講演の実施、職業観の形成・確立を目的とした授

業科目の開設等）を実施している 
 
 

 【大学（学部）における職業意識・能力の形成を目的とした教育の実施状況（平成 20 年度）】 
    

 
（資料出所：中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方に

ついて」（答申）2011 年 1 月） 
 

(2)  課題 
    ・キャリア教育は、担当の教職員のみが行う取組みであると認識されているなど、全

学的なキャリア教育の位置付けや、教育プログラムの整備、運営組織・体制の整備、

教職員への意識啓発等について課題が見られる。 
    ・職業の種類や企業等の業種・規模・業務内容等の多様化を踏まえ、社会人・職業人

としての基礎能力を持ち、産業構造等の変化に対応できる柔軟な専門性と創造性の

高い人材を育成することが強く要請されている。 
    ・現在の厳しい雇用情勢や学生の多様化に伴う卒業後の移行支援の必要性を踏まえ、

学生等が、それぞれの専門分野の知識・技能とともに、職業を通じて社会とどのよ

３ 大大学学等等ににおおけけるるキキャャリリアア教教育育のの評評価価とと課課題題  
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うにかかわっていくのか、明確な課題意識と具体的な目標を持ち、それを実現する

ための能力を身に付けられるようにすることが課題となっている。 
    ・各大学等においては、各機関の教育機能及び教育方針を踏まえ、キャリア教育の方

針を明確にし、教職員の理解の共有を図った上で、学生一人ひとりの状況にも留意

しながら、教育課程の内外を通じて、全学で、体系的・総合的にキャリア教育を展

開していくことが必要である。 
    ・各大学等に期待される教育機能や学生の実態は多様であることから、すべての大学

等に画一的な取組みを求めるものではないことに留意することが必要である。 
    ・教育方法として、授業科目の内容の実社会における適用、グループワーク・ゼミ形

式の授業、調査・実習・発表重視の授業、課題対応型学習、インターンシップ等を

活用するとともに、教育課程内外の活動を効果的に組み合わせて実施することが重

要である。 
（参照：中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方につ

いて」（答申）2011 年 1 月） 

 
(3)  職場体験とインターンシップ 

    ・大学等におけるインターンシップや課題対応型学習等の体験的な学習活動は、学生

の状況に応じ、知識・技能を身に付けさせるとともに、学生の能動的な学習を促進

し、学校から社会への移行を見据えて、社会的・職業的自立の意識を確立させるこ

とが中心的な課題となる。 
    ・キャリア教育の視点だけでなく、具体的な職業・業種を意識した専門教育の中で、

職業へ円滑に移行するための専門的知識・技能の育成が求められる。職業教育の観

点からの体験学習では、職業実践的な実地体験を主眼とする長期のインターンシッ

プ等、教育側と雇用側の連携による人材育成の観点から取組みが進められている。 
（参照：中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方につ

いて」（答申）2011 年 1 月） 
    ・インターンシップとは、在学中に学んでいる専門とかかわって、職業的な知識やス

キル、働き方等を学ぶ体験活動であり、「職業実習」的な要素が強いのに対し、職場

体験とは、働くことや職業・仕事について体験的に知り、自らの将来の進路や職業

を考えるための「啓発的経験」であり、刺激を受けることを目的とした活動である

点で異なる。実態としては職場体験とインターシップとでは区別がつきにくく、用

語の定義に厳密に当てはまるようなインターシップに取り組んでいるのは、大学等

でいえば、理系の学部ぐらいである。 
  （参照：児美川孝一郎『キャリア教育のウソ』ちくまプリマー新書 2013 年） 
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【職場体験・インターンシップの実施状況】 

 
 

（資料出所：中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方に

ついて」（答申）2011 年 1 月） 
 
  
 
   
  
    

・大学等におけるキャリア教育の実施状況をみると、就職支援にはある程度力を入れて

いるものの、キャリア形成支援、職業意識の形成、社会人・職業人の基盤となる能力

の獲得を目的とするキャリア教育にはほとんど力を入れていない大学等もある。 
   ・キャリア教育を実施している大学等の中には、就職支援について力を入れていること

はもちろん、キャリア教育にも大いに力を入れている大学等もある。 
   ・大学等においては、キャリア形成支援や就職支援については、かつての就職部、現在

のキャリア・センターの職員（大学職員のほか、キャリア・コンサルタント等）が担

うことが多く、正課の一般教養科目や専門教育科目の講義等については教学組織の職

員（教員）が担当することが多い。 
   ・大学等において実施されているキャリア教育は、就職支援、キャリア教育への力の入

れ方によって、(1)就職支援中心型、(2)中間型、(3)キャリア教育重視型という 3 つの

類型に分類することができる。 
 
(1)  就職支援中心型 

    ・企業説明会や就職セミナーといった就職活動に直結した情報提供や相談対応には力

を入れているが、キャリア教育にはそれほど力を入れていない大学等である。 

４ 大大学学等等ににおおけけるるキキャャリリアア教教育育のの類類型型ととキキャャリリアア・・ココンンササ

ルルタタンントトのの関関わわりり  
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    ・正課外の個別相談領域やインターンシップ・セミナー・ガイダンス領域での業務が

中心となっており、正課の授業への関わりは小さい。このため、キャリア・コンサ

ルタントの関わり方としては、個別相談やセミナー等、就職支援に直結する知識や

スキルが期待される。 
    ・就職支援はキャリア・センター、正課については教学組織と、それぞれ、役割を分

担しつつ、学生を支援しており、ある程度距離を置きつつ、限られた範囲で連携し

ている。 
    ・キャリア・コンサルタントの相談スキルについてあまり高く評価されておらず、キ

ャリア・コンサルタントがどのようなことを学んだ者で、どのような機能を果たす

ことができるかが理解されていない点が問題である。大学等によっては、キャリア・

コンサルタントが果たすことのできる役割・機能が十分に理解されていないために、

その機能が十分に発揮できないケースもみられる。 
 

(2)  中間型 
    ・「就職支援中心型」と「キャリア教育重視型」の中間の位置付けであるが、現状で

は、最も多くの大学等がこの類型に属しているものとみられる。 
    ・正課外の個別相談やセミナーに携わるウェイトが大きいが、状況により正課の授業

にも関与することがあるため、キャリア・コンサルタントの関わり方としては、活

動領域やその関与の度合いに応じて、就職支援に直結する知識・スキル・授業運営

に必要なスキル等も求められる場合がある。 
    ・大学側のキャリア教育やキャリア・コンサルタントについての理解が不十分である

場合のほか、役割分担が明確でない場合等、キャリア・コンサルタントの能力が十

分に発揮されていない等のケースが見られる。また、大学側とキャリア・コンサル

タント側の連携度合についての認識に差異がみられる場合もある。 
    ・キャリア・センターの機能を充実させつつ、教学組織とともに、それぞれの役割を

果たしている。 
 

(3)  キャリア教育重視型 
    ・就職活動に直結した支援はもちろんのこと、キャリア教育に力を入れており、入学

後早い段階から、キャリア教育に取り組んでいる大学等である。 
    ・キャリア・コンサルタントが、正課外の個別相談領域やインターンシップ・セミナ

ー・ガイダンス領域で業務を行うほか、正課の授業にも関与しているケースが少な

からずみられ、キャリア形成支援、職業意識の形成を目的とする授業において、講

義を行ったり、カリキュラムの企画・運営に関与するケースも見受けられる。 
    ・キャリア・コンサルタントには、個別相談スキル、就職支援に直結する知識・スキ

ルに加え、授業を企画・運営する力や、グループワークのスキル、教員への助言を

するスキル等も求められる場合がある。 
    ・キャリア・コンサルタントの能力は発揮されやすいが、大学側とキャリア・コンサ

ルタント側の連携の度合いについての認識に差異がみられる。 
    ・必ずしもキャリア・センターと教学組織が十分に連携しているとは限らず、各々の

専門性や得意分野に応じ、キャリア・センターと教学組織が役割分担をしている大

学等もあれば、一体的に取り組んでいる大学等もあるが、一般的に連携・調整がよ

く取れているのが特徴であり、キャリア・センターと教学組織の協働組織や学部横

断的な組織を設置している大学等もみられる。 
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【キャリア教育領域におけるキャリア・コンサルタントの期待役割タイプとキャリア・コンサ

ルタントの活動領域から見た大学等の類型】 
  

 
（資料出所：厚生労働省「平成 23 年度キャリア・コンサルティング研究会―大学等キャリア

教育部会」報告書 2012 年 3 月） 
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   ・キャリア・コンサルタントが能力を発揮するための阻害要因としては、大学側との認

識の差、大学組織側の理解不足から、大学組織・教学組織との連携不足やキャリア・

センター側からの働きかけ不足、さらには、キャリア・コンサルタントのポジション

や雇用形態の脆弱さやキャリア・コンサルタント自身のスキルアップ機会の不足等が

挙げられる。 
 
【キャリア・コンサルタントが能力を発揮するための阻害要因】 

 

５ キキャャリリアア・・ココンンササルルタタンントトがが能能力力をを発発揮揮すするるたためめのの阻阻害害

要要因因  
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（資料出所：厚生労働省「平成 23 年度キャリア・コンサルティング研究会―大学等キ

ャリア教育部会」報告書 2012 年 3 月） 
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  (1)  キャリア・センターにおける就職・進路サポート 

・関西大学では、就職活動を行う 4 年次生だけでなく、入学したばかりの 1 年次生の

段階から、学生一人ひとりのキャリアデザイン（将来設計）の支援や進路指導が行

われている。 
・キャリア・センターでは、入学時から卒業に至るまで多様なキャリア・就職支援プ

ログラムを開催するとともに、様々な進路・就職に関する情報提供を行っている。 
    ・学生の悩みを受け止め、その心を救うのはヒューマン・コミュニケーションである

という考えに基づき、学生の抱える就職活動の疑問や相談に対しては、フェイス・

トウ・フェイスで随時対応している。 
  
  【就職・進路支援行事（関西大学千里山キャンパス）】 

 
（資料出所：関西大学ホームページ「就職・キャリア 就職・進路サポート

http://www.kansai-u.ac.jp/global/career/support.html ） 

 
 

(2)  キャリア・センターにおける支援プログラム 
    ・関西大学では、学生が自己を分析し、その結果から進むべき道を考え、計画を立て

るという「キャリアデザイン（将来設計）」に力を入れている。 
    ・大学生活を有意義に過ごすために、１年次生の段階からさまざまな「サポートプロ

グラム行事」等を開催し、キャリアデザイン意識を啓発しているほか、公務員・教

員や資格取得のための支援も実施している。 
    ・3 年次生には、職業観の涵養を図るため、「インターンシップ」を実施しているほ

６ 大大規規模模校校ににおおけけるるキキャャリリアア形形成成支支援援・・キキャャリリアア教教育育のの概概

要要（（関関西西大大学学））  
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か、各種就職支援行事等を開催してキャリアデザインの具体化と実現を支援してい

る。 
（参照：関西大学キャリアセンターホームページ「支援プログラム」 

http://www.kansai-u.ac.jp/career/student/index.html ） 

  
(3)  関西大学キャリア教育プログラム 

    ・関西大学のキャリア教育プログラムは、次の 3 段階により構成されている。 
①大学の「前に」：初等・中等教育との連携を図り、小中高等学校教員を対象に「キ

ャリア教育研修」を実施 
②大学と「ともに」：学生への体系的なキャリア形成支援と教職員へのキャリア研

修を実施 
③大学の「あとに」：卒業生の就業支援室を設け、民間の人材紹介企業と連携して

卒業生の就業支援を実施 
（参照：関西大学 2013 年当時 HP「総合大学における標準型キャリア教育の展開 

      学生一人ひとりの勤労観・職業観を育む関西大学キャリア教育プログラム

K-CEP） 

 
【関西大学キャリア教育プログラム（K-CEP）】 

 

（資料出所：関西大学 2013 年当時 HP「総合大学における標準型キャリア教育の展開」

学生一人ひとりの勤労観・職業観を育む関西大学キャリア教育プログラム

K-CEP  
https://www.kansai-u.ac.jp/Syusyk/K-CEP/k-ceptop.htm ） 
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    ・キャリア支援Ⅴ段階システム 
     Ⅰキャリア意識の啓発（1 年次） 

・1 年次生の段階から「キャリアデザイン」について考えるために、入学時にキ

ャリアデザインブックが全員に配布される。キャリアセンターの支援体制や公

務員・教員に関する情報、資格について等、様々な内容が掲載されている。 
      キャリアプランニングセミナー 

・学生が自分の将来について考え、目標を設定し、実行に移していくきっかけ作

りを目的として開催され、1 年次生から参加できる。 
・内容としては、 
①ベーシックシリーズ：職業興味検査や性格検査を実施し、自分の職業興味や

職業適性、職業についての理解を深めるとともに、自分の個性とその活かし

方についての理解を深め、ワークシートを使って、キャリアプランニングに

ついて考える 
②仕事研究シリーズ：様々な職場で活躍している卒業生によるセミナー 
③コミュニケーションスキルシリーズ：小グループによる体験学習を通して、

自己表現力を磨く、職業能力・資質を向上させる、自己理解を深めることを

目的とする 
④適性検査による自己分析シリーズ：小グループによるディスカッションを通

じて、自己理解を深め、キャリアの方向性を探索する 
⑤春休み特別シリーズ：進級を間近に控えた 1・2 年次生を対象に実施する 
 

     Ⅱキャリア教育（1・2 年次） 
・インターファカルティ科目として、2004 年度から 3 科目で開講している。 
・キャリア教育の目的は、自分の将来をデザインする能力、情報を収集する能力、

意思決定を行う能力、人間関係を構築する能力という「生きる力」を身に付け

ることにある。 
・キャリア教育では、文章表現やプレゼンテーション、グループ討論等の課題を

交えながら、自己と社会に対する理解を深めるとともに、自己と社会との関わ

りについて洞察し、自らの将来について考える機会が提供されている。 
     Ⅲインターシップ事前研修・実習（3 年次） 
      ・インターンシップに参加するに当たって、実習先でトラブルを起こすことなく

効率的に学習するためには、事前に様々な事項を学んでおく必要がある。 
      ・オリエンテーション（実習に際しての心構えや注意事項を伝えるとともに、顔

合わせや事務手続の確認）、インターンシップの目的と意義の理解、マナーとコ

ミュニケーション等を行う。 
     Ⅳインターンシップ事後研修（3 年次） 

・実習での体験を自己検証し、今後の進路決定や就職活動に反映させ、どう活か

していくかを学ぶ。 
・実習先でのインターンシップ状況を実習生が報告する報告会や、インターンシ

ップの体験を今後の進路決定や就職活動にどう活かしていけば良いのか講義

するフィードバックが実施されている。 
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     Ⅴ就職活動への誘い（3 年次） 
       次の就職支援プログラムを展開 
      ・就職ガイダンス：3 年次生を対象に、4 月、7 月、9 月、12 月の 4 回開催 
      ・各種講座：就職活動において重要な自己分析、企業、業界研究や、ビジネスマ

ナー、情報収集について（就職活動スタート講座、就職活動パワーアップ講座、

就職活動エクストラ講座等） 
      ・就職模擬試験・模擬面接：SPI や CAB・GAB、一般常識対策試験、事務処理

能力適性検査とそれぞれの対策講座、集団模擬面接とグループディスカッショ

ンを実施 
      ・学内セミナー：学内に企業の担当者を招き、業界の概要・今後の展望等を講演、

企業研究会・合同企業研究会・合同企業セミナー等を実施 
（参照：関西大学キャリアセンター2013 年当時ホームページ 

http://www.kansai-u.ac.jp/Syusyk/home.htm ） 
 

(4)  キャリア教育科目 
    ①キャリアデザインⅠ（働くこと：1 年次・秋学期） 
     ・キャリアプランニングの基本的な考え方を伝えるとともに、受講者が自らの働き

方・生き方を考える機会を提供し、キャリアプランニングの基礎固めを行う。 
     ・主要な項目は、 

ⅰ働き方を考える 
ⅱ社会を知る 
ⅲ生き方を考える 

    ②キャリアデザインⅡ（仕事の理解：2 年次・春学期） 
     ・情報収集・活用能力を高め、産業・職業・企業についての理解を促進し、受講者

の仕事の世界を拡げる。 
     ・主要な項目は、 

ⅰ職業を知る 
ⅱ業界を知る 
ⅲ企業を知る 

③キャリアデザインⅢ（私の仕事：2 年次・秋学期） 
     ・キャリア設計能力を高め、自己理解に基づいてキャリアデザインを行うとともに、

自己表現力を高め、来るべき就職活動等の選考に備える。 
     ・主な項目は、 

ⅰ自分を知る 
ⅱ自分を表現する 
ⅲ自分の将来を考える 

（参照：関西大学キャリアセンター2013 年当時ホームページ「支援プログラム 

START：キャリアデザインを考える」 
http://www.kansai-u.ac.jp/Syusyk/support/support01.html ） 
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(1)  キャリア・センターにおけるキャリア形成支援 
・就職支援行事：1 年次から就職への意識を高めるため、年次ごとの就職支援講座、

キャリア教育・就職イベントを開催している。多彩なプログラムを実施し、一人ひ

とりの「なりたい自分」をサポートしている。 
・1 年次から勤労観や職業観を育て、就職への意識を高めるため、「働く」ことへの意

義・目的について学ぶ講座を開催している。 
・3 年次になると、より具体的な試験対策プログラムが開始され、教員・公務員志望

のための実践的な講座も実施されている。 
・4 年次には、就職希望者の内定獲得と、教員・公務員志望者には現役合格を目指し

た効率的・集中的な学びの場が提供される。 
・就職相談：スタッフによる個別相談を実施している。将来への不安、卒業後の進路、

就職試験への取組み方等、学生のあらゆる悩みに対応している。 
・クラブ別キャリアデザイン講座：クラブ・サークルごとに時間を設けて、「キャリア

デザイン講座」を開催し、毎日の練習や大会等で忙しく、就職支援行事に参加でき

ない学生にも対応している。 
（参照：日本体育大学ホームページ「就職・キャリア支援 キャリア支援体制 

（就職に強い日体大の秘訣）」 
http://www.nittai.ac.jp/career/support/2015career.jpg ） 

・キャリア・センターの職員・スタッフには、当該大学出身者も多くおり、就職活動

全般はもとより、進路や学生生活等の相談にも対応している。 

 
(2) キャリア支援講座 

    ・就職ガイダンス：分野ごとの現状を把握し、卒業後の進路選択について見つめる、

就職活動においてこれからやるべきことを知る。 
    ・キャリア・ガイダンス：大学生活を振り返り、今後の大学生活について、今の社会

が大学生に求めていること、進路選択の方法等について知る。 
    ・クラブ・サークル別キャリアデザイン講座：団体別にクラブ・サークル活動と就職

活動を両立させるための支援講座 
    ・自己分析、面接講座、エントリーシート・履歴書講座、個人模擬面接、パソコン研

修、OB・OG 訪問会、合同就職説明会等 
    ・企業向け：企業就職対策の基礎（ノウハウ）を学ぶ、「スポーツを仕事にする」を考

える、業界研究や職種研究のやり方を学ぶ 
    ・公務員試験対策 
    ・教員試験対策 

（参照：日本体育大学ホームページ「日体大生のための就活応援 Magazine」裏表紙

部分 
http://www.nittai.ac.jp/career/pdf/ouenmagazine.pdf ） 

 
 

７ 中中規規模模校校ににおおけけるるキキャャリリアア形形成成支支援援・・キキャャリリアア教教育育のの概概

要要（（日日本本体体育育大大学学））））  
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(3)  キャリア教育 
・体育学部では、4 年間の様々な学修（教育課程、キャリア形成プロジェクト、学友

会活動等）を通じて、社会で活躍できる人材の育成が図られている。 
    ・体育学部 4 学科共通の選択必修科目であるキャリアデザイン科目として、1 年次の

キャリアデザイン A と 2 年次のキャリアデザインB が配置されている。 
（参照：日本体育大学ホームページ「学部・大学院  体育学部 学部の特徴」 

http://www.nittai.ac.jp/gakubu/univ2/index.html ）
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第２章 
 

～授業計画（シラバス）の意味と重要性～ 
   
    授業計画（シラバス）は、次の記述にあるように、授業の目的、到達目標、授業内容・

方法、1 年間の授業計画、成績評価方法・基準等を明らかにしたものであり、統一した

書式を用いて作成され、予め学生に公表されるものである。 
    授業プランは、特定の講義回においてどのような授業が行われるかを示したものであ

る。 
    本章では、外部人材としてのキャリア・コンサルタントが大学でのキャリア教育を担

当するために必要な情報という観点から、授業計画（シラバス）について説明する。 
 
 
 
   
  

・各授業科目の詳細な授業計画。一般に、大学の授業名、担当教員名、講義目的、各回

ごとの授業内容、成績評価方法・基準、準備学習等についての具体的な指示、教科書・

参考文献、履修条件等が記されており、学生が各授業科目の準備学習等を進めるため

の基本となるもの。また、学生が講義の履修を決める際の資料になるとともに、教員

相互の授業内容の調整、学生による授業評価等にも使われる。 
（出典：中央教育審議会「学士課程教育の構築に向けて」（答申）2008 年 12 月） 

 
 
 
   
 
  ①授業選択ガイドとしての機能 
   ・選択の機会がある場合には、科目選択の基準として機能する。学生は、自分の興味・

関心や学力に見合った内容かどうかを判断する材料として用いる。 
  ②担当教員と受講する学生との契約書としての機能 
   ・記載されている内容は、担当教員と受講する学生との契約事項になる。担当教員は記

載された通りに授業を実施することを学生に対して約束し、受講する学生は記載さ

れた事項を遵守することで、相互に良好な学習環境を作ることができる。 
  ③学習効果を高める文書としての機能 
   ・授業全体の中で、今回の授業がどこに位置付けられているのかを確認したり、授業の

目的・到達目標を繰り返し確認することは、学習効果を高めることにつながる。テ

ストやレポートの内容を記載することで、受講する学生が計画的に学習する習慣や、

授業時間外学習をする習慣を身につけることができる。 
    

１ シシララババススのの意意味味  

２ 授授業業計計画画（（シシララババスス））のの役役割割（（機機能能））  
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   ④授業の雰囲気を伝える文書としての機能 
・内容を丁寧かつ詳細に記述することで、授業がしっかりと計画されたものであるこ 
とを印象付けることができる。 

   ⑤授業全体をデザインする文書としての機能 
    ・内容を丁寧に書き、各回の授業で扱う内容や参考文献を考えることで、担当教員自 

身が授業全体の流れをイメージすることができる。この過程で、不足していること、 
重複していること等が見えることがある。一度、しっかりとした授業計画（シラバ 
ス）を作ると、同じ科目を再度担当する際には、見直しと改善をすれば良くなり、 
授業の準備を効率的にする。 

   ⑥学科・課程・専修・コースのカリキュラム全体に一貫性を持たせる資料としての機能 
    ・学科・コース全体のカリキュラムを統合し、一貫性のあるものにすることを支援す 

る。すなわち、詳細に記載されていれば、他の教員もその科目の内容を詳細に知る 
ことができるため、他の科目の授業計画（シラバス）を見ると、自分が教える学生 
がこれまでにどのようなことを学習しているのかを把握することが可能になる。 

   ⑦授業の改善につなげる機能 
    ・担当教員は、作成する作業を通して、授業の全体像をより具体的にすることができ 

る。授業を設計する能力を向上させることは、授業での話し方、板書のしかた等、 
授業のやり方を改善・上達させることにつながる効果をもつ。 

（参照：佐藤浩章編『大学教員のための授業方法とデザイン』玉川大学出版部 2010 年、 
夏目達也・近田政博・中井俊樹・齋藤芳子『大学教員準備講座』玉川大学出版部 2010
年） 

 
 
 
   
 
  ・授業計画（シラバス）は、大学により決められた書式（フォーム）がある。 

以下、記載する項目の例について記述する。 
①授業に関わる基本情報 
・授業の題目（科目名） 
・授業の目的（ねらい）・到達目標 

②教員に関わる情報 
  ・担当する教員の氏名 

    ・連絡先（研究室の場所・内線番号・メールアドレス・オフィスアワー） 
③授業の内容・スケジュールに関わる事項 

    ・授業全体の内容 
・授業の方法（講義・演習） 
・単位数 
・各回で扱う内容 

    ・各回までに行う課題の内容 
    ・課題の提出方法と提出期限 

 

３ 授授業業計計画画（（シシララババスス））にに書書きき込込むむ基基本本的的なな情情報報  
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④受講者に関わる情報 
    ・受講条件（標準履修年次・配賦年次） 
    ・受講するために必要な知識とスキル 

⑤受講のルールに関わる情報 
    ・授業中に守るべきルール 
    ・資料配付のルール 
    ・課題提出のルール 
    ・教員へのコンタクトの方法 

⑥教材に関わる情報 
    ・教科書とその入手方法 
    ・補助教材とその入手方法 
    ・参考図書と図書館での所在 
   ⑦成績評価に関わる情報 
    ・評価の基準 
    ・評価の方法 
   ⑧その他（自由記載） 
    ・自分の教育観 
    ・レポートの書き方 
    ・読書案内 
    ・参加してほしいイベント 
    ・教員の自己紹介 
    ・受講する学生へのメッセージ  等 

（参照：佐藤浩章編『大学教員のための授業方法とデザイン』玉川大学出版部 2010 年、

夏目達也・近田政博・中井俊樹・齋藤芳子『大学教員準備講座』玉川大学出版部

2010 年） 
 
 
 
   
  

(1)  適切な学習目標の設定 
・カリキュラムの視点 
・学問分野からの視点 
・受講者（学生）からの視点 
・物理的条件からの視点 

 
(2)  授業の目的と到達目標（学習目標）の明確化 

    ①現実的なものにする 
     ・学生が、授業を履修すると「こんなことができる」「こんなことを知ることができ

る」というイメージを抱けるように記述する。 

     
 

４ 授授業業計計画画（（シシララババスス））作作成成ののポポイインントト  
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②学科・コース等のカリキュラムの中での位置づけを明示する 
       ・授業が、カリキュラム全体の目標（ディプロマ・ポリシー）と整合性を有して

いることを明示することで、受講する学生に対して、学習の意義をわかりやす

く理解させることができる。 

    (3)  授業の目的の書き方 
・授業の存在意義を書く。 
・学生を主語にして書く（例：学生が、○○について知り、理解できるようになる

ことを目的とする）。 
・この科目を学習することがなぜ必要か（学習した内容がどのように役立つのか）

を書く（例：～するために）。 
・複雑な概念をもつ動詞、概括的な概念をもつ動詞を使用する（例：知る、理解す

る、考察する、実施する、身につける、示す、判断する、感ずる、使用する等）。 
 

(4)  到達目標の書き方 
・授業を修了した段階でできるようになってほしい行動を「○○できる」という表

現で示す。 
・学生を主語にして書く（学生の行動として目標を書く）。 
・授業の目的と対応させ、数個の目標を設定する。 
・概念的な表現ではなく、知識・態度・技能の 3 つの領域に分けて記述する。 
知識：述べる、説明する、分類する、使用する、適用する、応用する 
態度：行う、表現する、参加する、コミュニケーションする、始める、見せる 
技能：実施する、調べる、準備する、工夫する、動かす、感ずる、始める 

・一つの文章には、一つの目標を書く。 
・行動目標が評価される条件・基準を記述する。 

 
(5)  授業内容・スケジュールの書き方 

・授業の目的・到達目標に対応させてデザインする。 
・わかりやすい流れを考えて、要素を選択し、配列する（例：容易なものから難し

いものへ、基礎から応用へ）。 
・授業時間外の予習・復習がある場合には、ここに記述する。 
・授業方法によって、毎回のスケジュールを具体化できない場合には、2～4 回毎の

ユニットに分けたりして記述する（例：第 5 回から第 7 回は、課題に対する各グ

ループのプレゼンテーション）。 
・授業計画（シラバス）に沿って授業を進行するのが原則であるが、受講している

学生の理解度・実態によってスケジュールや内容等を、やむを得ず変更する場合

には、学生に変更の理由をきちんと説明するとともに、変更の際には改めて授業

計画（シラバス）を作り直して、学生に再度配付することが望ましい。 
 

(6)  受講者に関わる情報の書き方 
・履修しなければならない（できる）年次・学期を示す。 
・受講にあたって前提となる知識、態度、技能を明示する。 
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(7)  受講のルールに関わる情報の書き方 
・受講上の注意点、特に、欠席・遅刻・途中退出の扱い等は明確に示す。 
・資料の配付方法や課題提出のルールを具体的に明示する。 
・携帯電話の扱い、飲食の扱い、授業態度、私語への対応等を示す。 

 
(8)  教材に関わる情報の書き方 

・教科書を使用するかどうか記載する。使用する場合は、教科書名、著者名、出版

社名、出版年、価格、入所方法を記入する（教科書を購入したが、使用しなかっ

たというクレームが寄せられることが多いので、教科書を使用する場合は、使用

方法を明確にする）。 
・参考文献リストは、興味を持った学生が自分で学習できるように、丁寧に作る（図

書館に購入してもらうように働きかける）。 
 

(9)  評価に関わる情報の書き方 
・レポート課題のテーマ、提出期限、試験の時期を記載する。 
・複数の評価方法を用いる場合には、それらの基準、配分割合（例：テスト 50％、レ

ポート 25％、毎回のコメントシート提出 25％）を明記する。 
・成績評価とは、すなわち到達目標を達成したかを測定することであることから、教

えた内容と関係のないことを評価することがないように留意する。 
・学生から評価の理由を尋ねられることがあるので、その際には、きちんとした返答

ができるように、基準を明確に設定し、評価の記録を保存しておく必要がある。 
（参照：佐藤浩章編『大学教員のための授業方法とデザイン』5 頁以下玉川大学出版部 2010

年、夏目達也・近田政博・中井俊樹・齋藤芳子『大学教員準備講座』31 頁以下玉

川大学出版部 2010 年） 
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  (1)  1 年次後期の例 

＜キャリア教育授業計画（キャリアデザイン A）＞ 
 

授業科目名 キャリアデザイン A 科目 学部共通科目 

必修・選択 選択必修 単位数 1 単位 

科目設置学部          学部  開講学年 1 年次 学期 後期  

担当教員               連絡先  研究室    号 内線：      

科目のねらい・到達目標 

本講座「キャリアデザインＡ」のねらいは、本学において、学生生活の目的や目標を明確にし、計画的

な日々を送ることができるようにすることにある。同時に、将来の職業世界への関心を深め、働くことの

意義や職業世界の構造について知ることを通して、意欲的な人生設計の実現に向けた実践的な選択行動が

とれるようにする。また、キャリアデザインのカリキュラムを通して、計画的な人生の送り方や人生設計

の基本を学び、産業や職業への理解を深め、職業世界への理解を深めると共にキャリアデザインの立て方

の基礎を学んでいく。 

授業方法・形態 講義と演習 講師 単独 TA 氏名  

授業は講義とグループワークや発表などを中心とする。受講生が自分のこれまでの経験や知識を活用しな

がら、自らの将来の生き方と現在の学生生活を結びつけ、日々の学生生活を充実して送ることができるよう

にする。授業は学習内容に応じて、事前の課題学習や事後の課題を含めて展開していく。 

 

 

授業計画・内容 

1 回目 オリエンテーション、キャリアデザインの概要 

2 回目 キャリアデザインの意義と必要性 

3 回目 大学生活のキャリアデザイン 

4 回目 生涯発達としての人生キャリアの考え方 

5 回目 職業分類と産業分類による職業の理解 

6 回目 職業における資格・免許と取得の条件 

7 回目 社会が求めるキャリアの能力特性 

8 回目 自己理解の内容と方法・その 1 

9 回目 自己理解の内容と方法・その 2 

10 回目 職務分析を通した職業理解 

11 回目 ライフ・プランの作成（グループワークと発表） 

12 回目 キャリア・プランの手順と方法(演習） 

５ 授授業業計計画画（（シシララババスス））のの例例  
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13 回目 キャリア・プランの修正とキャリア選択・決定の心構え 

14 回目 キャリア・ゴールに向けたキャリアデザインの作成方法と内容 

15 回目 キャリアデザインの評価 

評価方法 

毎授業時間終了時に提出されるミニレポートもしくは課題の内容と出席状況、受講態度

を考慮して成績を評価する。  

１．講義内容が理解でき、更に与えられた課題やレポートをまとめること。 

 ２．毎時間の課題・レポート９０％、授業態度・出席１０％ 

受講生に対す

る 

メッセージ 

本講座「キャリアデザインＡ」は、大学生活を有意義に過ごし、将来に向けた自らの個

性を生かした人生選択ができるように、計画的な生活の仕方、自己理解・進路適性の理解

を深める方法や職業についての理解が深まるように工夫されている。受講生は、授業を通

して、学生生活を充実させ、将来の社会生活への夢をふくらませてほしい。 

教科書・参考

書・資料・参考

文献 

教科書・参考書 

書名：『新版キャリアデザイン概論』   著者：本間啓二   出版社：雇用問題研究会   出版年：2009 年      

    『大学生のためのキャリアデザインガイドブック』著者：寿山泰二ほか 出版社：北大路書房 出版年：2009 年

入手方法：大学購買部、一般書店、ネットで購入する 
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  (2)  2 年次前期の例 
＜キャリア教育授業計画（キャリアデザイン B）＞ 

 
授業科目名 キャリアデザイン B 科目 学部共通科目 

必修・選択 選択必修 単位数 1 単位 

科目設置学部          学部  開講学年 2 年次 学期 前期  

担当教員               連絡先  研究室    号 内線：      

授業の概要、科目のねらい・到達目標 

日本の産業構造の変化に伴って、新しい産業や職業が社会のニーズに対応して生まれたり、これまで花

形であった産業や職業が衰退するなど、「仕事の世界」は日々変化している。こうした「仕事の世界」を自

分との関わりにおいて理解するには、仕事を捉える視点を構築するとともに、企業や組織の形や運営方法

を知ることが重要である。この科目では、受講生が自分の職業世界を拡げることで、情報収集・活用能力

を向上させ、産業・企業・職業・課業等に関する理解を促進することを目的とする。 

職業や産業、労働の世界に関する基礎的事項を理解することを到達目標とする。 

授業方法・形態 演習 講師 単独 TA 氏名  

この科目は、受講生が自らの将来を考える機会を提供し、学生のキャリアデザイン支援を目的として開講

される。授業は、ワークシート、グループ討論、文章表現等を含めて展開していく。 

 

授業計画・内容 

1 回目 職業を知る①（産業と職業について） 

2 回目 職業を知る②（職業の世界について） 

3 回目 職業を知る③（職業と資格について） 

4 回目 職業を知る④（職業情報の収集について） 

5 回目 職業を知る⑤（この分野のまとめ） 

6 回目 業界を知る①（情報システムと社会について） 

7 回目 業界を知る②（人材の活用と企業組織について） 

8 回目 業界を知る③（技術革新と企業経営について） 

9 回目 業界を知る④（経営戦略とリスクについて） 

10 回目 業界を知る⑤（この分野のまとめ） 

11 回目 企業を知る①（職場と仕事について） 

12 回目 企業を知る②（新しい人事制度について） 

13 回目 企業を知る③（能力開発とキャリア発達について） 

14 回目 企業を知る④（企業情報の収集について） 

15 回目 企業を知る⑤（この分野のまとめ） 
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評価方法・基準 

評価方法：定期試験は実施せずに、平常試験（小テスト・レポート等）で総合評価する。

小テスト・レポートは60％、出席及び授業への参加40％で評価を行う。 

授業内容の理解度を確認するための小テスト・レポートを実施する。 

評価基準：受講生が職業、産業、労働の世界に関して基礎的な理解ができていることを

基準として評価する。 

受講生に対す

る 

メッセージ 

授業は、ワークシート、グループ討論、文章表現等の課題を含めた形で実施するので、

受講生は、積極的に授業に取り組んでほしい。 

教科書・参考

書・資料・参考

文献 

教科書は指定せず、必要に応じて資料を配付する。 

参考書   

書名：社会人基礎力が身につくキャリアデザインブック  著者：寿山泰二 出版社：金子書房  出版年：2012 年 

入手方法：大学購買部、一般書店、ネットで購入する 

参考書   

書名：3 年で辞めた若者はどこへ行ったのか  著者：城繁幸  出版社：筑摩書房（ちくま新書）  出版年：2008 年

入手方法：大学購買部、一般書店、ネットで購入する 

参考書 

書名：高学歴ワーキングプア    著者：水月昭道   出版社：光文社（光文社新書）  出版年：2007 年 

入手方法：大学購買部、一般書店、ネットで購入する 

 



第２章 授業計画（シラバス）の意味と重要性 

 

無断複製・頒布を禁じます 140

  (3)  2 年次後期の例 
＜キャリア教育授業計画（キャリアデザイン C）＞ 

 
授業科目名 キャリアデザイン C 科目 専門科目 

必修・選択 必修 単位数 1 単位 

科目設置学部          学部  開講学年 2 年次 学期 後期  

担当教員               連絡先  研究室    号 内線：      

科目のねらい・到達目標 

この科目を受講する学生は、社会的活動が協働の場であることを理解し、これまで体験してきた競争の

場とは異なる考え方や能力が求められることを意識できるようになる。21世紀の「知識基盤社会」におい

て働くとはどういう意義を持ち、どのような人間的資質が求められており、評価されるのかを理解できる

ようになるのがねらいである。 

 この科目では、学生が、日々活動している社会の中で自分を位置付けること、業種・企業・職種を自分

の適性や興味・関心と結びつけて理解すること、社会に出てから活動するために必要な能力を具体的にイ

メージすること、社会や組織で協働することの重要性を理解することなどができるようになることを目標

にしている。 

授業方法・形態 講義と演習 講師 単独 TA 氏名  

この授業では、個人ワークやグループワークを採り入れる。他人が発する情報をどのように受けとめ、理

解するか、さらにそれをどのように伝えていくかを意識しながら、授業を進める。授業中での行動を通じて、

学生の「ジェネリックスキル」を育成していく。この授業に主体的に参加する学生が、自分の「キャリアデ

ザイン」を自分自身の言葉で語り、構築できるようになることを目指す。 

 

授業計画・内容 

1 回目 働く意味について考える（仕事や働き方を選ぶ基準について理解する） 

2 回目 なりたい自分を創る（自分が大切にしていることが何かを把握する） 

3 回目 
学生と社会人の違いを認識する（大学で求められることと社会が必要としていることを理

解する） 

4 回目 業種と企業について理解する（1） 人に対するサービスを中心に 

5 回目 業種と企業について理解する（2） 事物に対するサービスを中心に 

6 回目 職種について理解する（1） 自分の生活との関わりから職種を理解する 

7 回目 職種について理解する（2） 職業の意味と多様性について理解する 

8 回目 社会に出てから必要な力を養う（1） 読んで理解する力 

9 回目 社会に出てから必要な力を養う（2） 聴いて理解する力 

10 回目 社会に出てから必要な力を養う（3） 話して自分を伝える力 

11 回目 社会に出てから必要な力を養う（4） 書いて自分を伝える力 

12 回目 ゲスト・スピーチから学ぶ（キャリア・コンサルタントによる講演） 
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13 回目 協働するために必要な能力を養う（1） 言葉だけでの意思疎通 

14 回目 協働するために必要な能力を養う（2） コミュニケーション力 

15 回目 協働するために必要な能力を養う（3） 論理的思考と表現 

評価方法 

授業時間終了時に提出するミニレポート、受講態度、課題レポートを総合的に評価する。

評価の基準は、この授業で達成すべき目標をどの程度理解したかによる。  

①講義内容を理解し、レポートにまとめること      50％ 

②授業への取り組み姿勢（個人ワークとグループワーク） 25％ 

 ③課題レポート                    25％ 

受講生に 

対する 

メッセージ 

この授業では、学生間・教員と学生のコミュニケーションを重視する。キャリア形成の

観点から、授業中の私語や受講態度などには厳しく対応する。理由のない遅刻や欠席は認

めない。  

授業に出席するだけでなく、社会への移行を前提とした受講マナーで授業に参加するこ

とを求める（詳しくは、最初の授業で説明）。授業の中で、社会の動きや大学生の状況な

どを概説するので、自分でも、情報を収集し、起こっている事象の原因や今後の推移につ

いて考えるようにしてほしい。 

教科書・参考

書・資料・参考

文献 

毎回レジュメ・資料を配布する。参考書・参考資料等は、授業中に指示する。 
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第３章 
 

～授業のスタイルと講師・学生の関わり方～ 
   
    授業計画（シラバス）は、次の記述にあるように、授業の目的、到達目標、授業内容・

方法、1 年間の授業計画、成績評価方法・基準等を明らかにしたものであり、統一した

書式を用いて作成され、予め学生に公表されるものである。 
    授業プランは、特定の講義回においてどのような授業が行われるかを示したものであ

る。 
    本章では、外部人材としてのキャリア・コンサルタントが大学でのキャリア教育を担

当するために必要な情報という観点から、授業計画（シラバス）について説明する。 
 
 
 
   
 
  ・授業づくりの基本型としては、全体を、導入、展開、まとめの 3 つのパートに分けて構

成する方法がある。 
 

(1)  導入のパート 
    ・授業を担当する教員と受講する学生が、スムーズに授業に入っていくことができる

ようにする。 
    ・より良い授業を行うために、以下の点に留意する。 
     ①快適な雰囲気で始める：クラスと教室の快適な雰囲気をつくるために、あいさつ

や雑談等で学生の緊張をほぐしたり、教室の換気、室温の調整、マイクの確認、

黒板の清拭等を行い、準備が整ったところで授業の開始を伝える。 
     ②学生の興味や関心を喚起する：導入部分では、学生を引き付け、興味を向けさせ

るために、例えば、授業内容に関する最近のニュースを紹介する、データを提示

する、簡単なクイズを行う、刺激的な質問をする等の工夫をする。 
     ③学習目標を知らせる：その日の授業を通して、学生が何を学び、どのような知識

や技能を獲得することを目指すのかを伝える。 
     ④学生の準備状況を確認する：その日の授業の内容を理解するために必要な知識や

技能を学生が有しているかを確認する。前回の授業の内容と関連する場合には、

前回の復習から入ることも効果がある。 
     ⑤アウトラインを紹介する：その日の授業を構成する内容、それぞれの目的、相互

の関連性等を伝える（口頭による説明、配付物や板書を使用した説明等）。 

 
(2)  展開のパート 

    ・授業の本体部分となる、最も重要でかつ長いパートであるため、学生の学習に対す

る集中力を持続させるための工夫が必要になる。 

１ 授授業業のの構構成成とと授授業業づづくくりりのの基基本本  
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    ・展開のパートを構想する際には、次の点に留意する。 
     ①内容を精選する：1 回の授業で学生が消化できる（理解できる）情報の量には限

度がある。そのため、学生にできるだけ多くのことを伝えようとして、たくさん

の内容を詰め込み過ぎると、学生が消化不良を起こしてしまうことになる。その

日の授業のテーマにおいて重要なものは何か、何を学生に伝えたいのかを整理す

ることが重要になる。 
     ②内容を順序良く配列する：学習する内容について、まとまりをもったいくつかの

部分に分けた上で、それぞれを順序良く繋げていく作業が必要となる。単純なこ

とから複雑なことへ、古いことから新しいことへ、身近なものからそうでないも

のへ、既知のことから未知のことへ等、学生が理解しやすい配列を考えて説明す

る。 
     ③ハイライトを演出する：その日の授業の中で最も重要なこと、学生に伝えたい（理

解してもらいたい）ことについては、例えば「ここが今日のポイント(一番大事な

ところ)です」と直接伝える、内容を繰り返して話す、板書の色を変える等の工夫

をして学生に伝える。 
     ④学習方法を工夫する：学生の集中力を維持するために、学生に質問する、写真・

図・映像を見せる、ディスカッションさせる、グループワークを行う等の様々な

学習方法を採り入れる。 
     ⑤学習の進み具合を確認する：学生が授業を理解し、授業の進行についてくること

ができているかに留意する必要がある。内容的に理解しづらいと考えられる箇所

ばかりでなく、学生の表情等から判断して、学生の理解状況を確認する必要があ

ると判断した場合には、学生に質問したりして、理解度をチェックする。 
 

  (3)  まとめのパート 
    ・授業の成果を高め、学生の満足度を上げるためには、振り返りとまとめのパートの

時間を確保し、充実した内容にすることが求められる。 
    ・まとめのパートを構想するには、次の点に留意する。 
     ①内容の定着を図る：授業の内容を振り返り、重要なポイントが何であったのかを

確認させる作業を行う。重要なポイントが複数ある場合には、相互の関連性につ

いても説明し、学生が理解を整理しやすくする。 
     ②学習の成果を確認する：質問やクイズ等の方法によって、学習の成果を確認する。

コメントペーパー（振り返りシート）や小テスト等を使用して、出席状況の確認

とともに学習成果を確認する方法もある（振り返りシートなどは、添削した上で

コメントをつけて返却すると学生の取り組む姿勢が向上する）。 
     ③達成感を与える：導入のパートで最初に示した学習目標がどのように達成された

のかを説明する。学習目標の達成が確認されたら、学生の努力を認め、ねぎらう

ことも効果が高い。 
     ④その後の学習に繋げる：次回の授業に繋げるために、学んだことの復習、発展的

な学習のための参考文献等を示すとともに、次回の授業の項目を伝え、どのよう

な予習をしてくるべきかを知らせる。 
（参照：夏目達也・近田政博・中井俊樹・齋藤芳子『大学教員準備講座』37 頁以下玉川大

学出版部 2010 年） 
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   ①授業のタイトル・担当講師 

②授業カリキュラム全体における位置付け 
③授業の学習目標 

   ④本日のメニュー・キーワード 
   ⑤タイムスケジュールと授業スタイル 
   ⑥導入部のシナリオ 
   ⑦展開部のシナリオ 
   ⑧まとめのシナリオ 
   ⑨教材・配付資料の項目と内容 
   ⑩振り返りシート・確認テスト 
   ⑪復習のテーマと発展学習 
   ⑫予習のテーマ 
 
 
 
   
   

一 授業計画上の位置付け 

１ 科目名：  担当講師名 

２ 開講時期 年次：１・２・３・４年次 
開講期：前期(春学期)・後期（秋学期） 
回数：（全体で 15 回のうち）  コマ目 

二 授業のタイトルと内容、学習目標（ねらい） 

１ 授業のタイトル名 

２ 授業のキーワード(3 つ)・内容 

３ この授業の学習目標（ねらい） 

三 使用する教材・レジュメ 

１ 教材 

２ レジュメ 

３ 振り返りシート（学生が記述する項目・内容） 

四 授業のタイムスケジュール（時間配分）と授業スタイル（実施方法） 

１ 導入部のシナリオ 

２ 展開部のシナリオ 

３ 振り返りとまとめのシナリオ 

五 復習のテーマと発展学習 

１ 復習のテーマ 

２ 発展学習 

 

２ 授授業業ププラランンにに盛盛りり込込むむ内内容容  

３ 授授業業ププラランンのの作作成成フフォォーームム例例  
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・授業のスタイルには、様々なものがあるが、授業の目的との関連で、どのような授業

スタイルが適しているかが判断される。 
  ・授業時間で、複数の授業スタイルを組み合わせて実施したり（例：講義形式とグルー

プワーク形式によるブレインストーミングを併用する等）、ある授業スタイルの中に

他の授業スタイルを採り入れて実施する（例：講義形式の授業において、講義の途中

で学生に質問をする等）ことも学習効果を高める。 

 
(1)  講義形式 

    ・講義形式の授業は、多くの情報を、多くの学生に、限られた時間内に伝える際に用

いられる方式で、教員が自分の研究成果を学生に知識として伝授するのに適してい

る。 
    ・講義形式の授業における短所は、一方通行的な情報の伝達になりやすく、受講して

いる学生が受動的、消極的になりやすく、自発的な学習活動を抑制してしまう点で

あり、そのことから、教員が学生の理解度を把握するのが難しくなる。 
    ・講義形式の授業においても、教員が一方的に知識を伝えるだけでなく、学生に質問

をすることで双方向性の授業に変容させたり、ビデオ等の視聴覚教材を用いたり、

ゲスト・スピーカーを招いた講演や対談を実施することで、受講する学生の興味や

関心を高めることが可能になる。 

 
(2)  学生が主体となる授業形式（アクティブ・ラーニング） 
  ・アクティブ・ラーニングとは、教員による一方的な講義形式の教育とは異なり、学

修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法をいう。学修者が能動的に

学修することによって、認知的・倫理的・社会的能力、教養、知識、経験を含めた

汎用的能力の育成を図る。発見学習、問題解決型学習、体験学習、調査学習等が含

まれるが、教室内でのグループ・ディスカッション、グループ・ワーク等も有効な

アクティブ・ラーニングの方法である 
（参照：中央教育審議会「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～

生涯学び 続け、主体的に考える力を育成する大学へ～」（答申）2012 年

8 月）。 
・学生が参加する授業形式としては、演習（ゼミナール）、ワークショップ、チュー

トリアル等があり、学生が体験する授業形式としては、フィールド活動（フィール

ドワーク）、教室でもできる体験等がある。 
・体験学習には、学生を実体験によって学ばせる学習方法だけでなく、学生の過去の

経験や知識と結びつけて考えさせる経験主義的な学習方法もある。 
    ①演習（ゼミナール） 

・大学・大学院等で、教員の指導の下に学生が研究・発表・討議を行うことを主

眼とした、少人数の授業の形式 
②ワークショップ 
・講師や教員から一方的に話を聞くのではなく、参加者が主体的に論議に参加し

４ 大大学学ににおおけけるる代代表表的的なな授授業業ののススタタイイルルとと学学生生のの取取組組みみ  
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たり、言葉だけでなく身体や心を使って体験したり、相互に刺激し合い学びあ

う、グループによる学びと創造の方法 
（出典：中野民夫『ワークショップ』岩波新書 2001 年） 

    ③チュートリアル 
・チューターと呼ばれる指導教師と学生が一対一または一対少人数で行う個別の

指導法。通常、週 1 回程度の頻度で定期的に設けられることが多く、主として

学習指導が中心であるが、生活全般のアドバイス等が行われることもある。 
（出典：今野・新井・児島編（冨田福代執筆）『新版学校教育辞典』教育出版 2003

年） 
④PBL（Problem-based Learning 又はProject-based Learning の略語であり、問

題解決型授業、問題基盤型学習等と訳されている） 
・教員が設定する課題や地域特有の課題、企業等におけるプロジェクト等の具体

的な事例を題材として、学生自身が課題・問題を解決するための方法を考える

等の能動的な取組みを促す教育方法をいう 
（参照：中央教育審議会（答申）「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の

在り方について」35 頁 2011 年 1 月） 
⑤ロールプレイ（シミュレーションゲーム） 
・現実に起こるであろう場面を想定し、複数の人がそれぞれの与えられた役割（ロ

ール）を演じて擬似的な体験を積み、その事象が実際に起こった時に適切な対

応ができるようにするための方法。 
・解決すべき課題について、問題場面の状況を設定し、登場人物の役割を演じる

中で、役割としての立場を理解したり、気づかなかった問題点を発見する等、

現実の場面に対処する問題解決能力を身に付けることができる。その効果とし

て、問題場面に対する洞察力が高まり、知識としての理解だけでなく、共感的

な理解ができるようになり、自発性や自主性、創造力が高まることが期待でき

る。 
・キャリア・コンサルティングの場面でも、状況を設定し、その中でどのように

演じるかが学習の成果として反映される方法が取られている。 
    ⑥グループワーク（協調学習、協働学習） 
     ・学生同士のコミュニケーションを重視し、学生の自律的な知識構築を授業の目

的とする場合に適しているとされる方法。 
     ・キャリア教育において、グループワークは、ソーシャルスキルの中核ともいえ

るコミュニケーションスキルの重要性を体験的に理解する方法として重要な位

置を占めている。 
     ・学生の場合、コミュニケーションスキルが十分でない場合が多いため、グルー

プワークを実施する際には、導入（インストラクション）、ワーク（エクササ

イズ）、振り返り（シェアリング）等の各場面で、配慮が求められる。 
        ⅰ導入（インストラクション）：エクササイズのねらいや内容、条件、留意点

などを丁寧に説明することであり、参加への理解を求め、参加へのモチベー

ションを高めるのを目的とする。これは、メンバーのリーダーに対する信頼

感やメンバー相互の信頼感および自己発見を促進する。 
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ⅱワーク（エクササイズ）：体験学習の課題のことであり、本音と本音の交流

を促進する誘発剤（触発する素材）である。エクササイズには、自己理解、

自己受容、自己表現・自己主張、感受性、信頼体験、役割遂行という 6 つの

ねらいがあり、メンバー相互の本音と本音の交流を通して感情、思考、行動

という 3 つの変容をめざす。 
ⅲ振り返り（シェアリング）：メンバーがエクササイズに取り組んで感じたこ

とや気づいたことを共有することであり、1 つないし複数のエクササイズを展

開した後で行う平均 10 分から 15 分程度の「シェアリング（ショートシェア

リング）」と、1 セッション（約 90 分から 2 時間）全体をあてる「全体シェ

アリング（ロングシェアリング）」に区別される。構成的グループ・エンカウ

ンターの中で、エクササイズと同じかそれ以上の比重を持つもので、エクサ

サイズと補完的な関係にある。 
（参照：國分康孝・片野智治『構成的グループ・エンカウンターの原理と進め方』

108 頁以下誠信書房 2001 年） 
     ・グループワークを行う際、担当講師は、学生の自発的な行動を待つだけでなく、

積極的・能動的な働きかけを行うことが求められる（詳細は Part2 第 4 章）。 
    ⑦ケーススタディ 
     ・現実に起こり得る問題や実際に起こった問題等を参考に教材として狙いを明確

にした事例を作成して学生に提示し、問題点を分析させ、状況の把握、原因の

分析、解決策の検討、結果の予測等を考えさせる学習方法である。 
     ・結論そのものよりも、結論に至る過程における討論に重点がおかれ、現実の場

面で求められる分析力、判断力、課題解決能力、役割遂行能力等を体験的に養

うシミュレーション的学習である。 
    ⑧ブレインストーミング（自由連想法） 
     ・メンバーが自由にアイディアを出し合うことによって、相互交流の連鎖反応や

発想の誘発を期待する方法。 
     ・この方法は、学生の思考プロセス（ある課題についてどのように考えるか）を

知るのに適しているとされる。 
     ・ブレインストーミングでは、結論厳禁（判断や結論を出さない）、自由奔放（奇

抜な考えやユニークなアイディアでも否定しない）、質より量（なるべく多く

の考え方やアイディアを出す）、結合改善（アイディアを結合したり、変化さ

せたりして新たなアイディアを作っていく）という 4 つの原則がある。 
（参照：川喜多二郎『発想法』59 頁以下中公新書 1967 年） 

    ⑨KJ 法 
     ・カードを使用して、問題の構造的理解や問題解決、創造性開発のために行われ

る問題分析のための技法。 
     ・具体的な方法としては、問題の解決策について、それぞれが小さなカードに自

分の考えを書く、グループ全員のカードを集めて似た感じのカードをまとめて

グループ化する、グループの意見を代表するタイトル（表札）をつける、模造

紙にカードを貼り付けグループ間の関連を矢印で示す等して問題の分析や解決

策について論理的にまとめる 
（参照：川喜田二郎『発想法』中公新書 1967 年）。 
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    ⑩ディベート 
      ・ある論題（テーマ）について、肯定派（賛成派）と否定派（反対派）に分かれ

て一定のルールに従って討論をし、論証の強さを第三者である審判団が判定す

る学習活動。 
・ディベートでは、自分の立場をはっきりさせて筋道立ててきちんと話す力、相

手の立場や意図を考えながら話の内容を的確に聞き取る力、相手を論破するた

めに的確な質問をする力などが求められる。 
 
 
 
   
 
  (1)  大学教育の段階と大学での教育目的 
    ①エリート段階：大学進学率が 15％未満（日本では、第二次世界大戦前の状況） 

     教育目的：人間形成（人格の陶冶）・社会化、エリート・支配階級の精神や性格の

形成 

    ②マス段階：大学進学率 15％以上 50％未満（1960 年代以降の日本） 

     教育目的：知識・技能（実務的能力）の伝達、専門分化したエリートの養成＋社会

の指導者層の育成 

    ③ユニバーサル段階：大学進学率 50％以上（2009 年以降の日本） 

     教育目的：産業社会に適応できる国民の教育 

(参照：マーチン・トロウ（天野郁夫・喜多村和之訳）『高学歴社会の大学』65 頁以

下東京大学出版会 1976 年） 
 

(2)  大学教育の段階と学習目標、学生の授業への関わり方 
    ・エリート段階においては、少数の限られた学生を対象とするエリート型の高等教育

であり、学習スタイルのイメージは、「師弟関係」における修行モデルをベースにし、

主体的な学びが期待されている。 
    ・マス段階においては、学生数が増大し、高等教育が大衆化していく中で、学習スタ

イルのイメージは、「教師＝学生関係」のもと、テキストで学ぶことが一般化し、学

びが受動化していく。 
    ・ユニバーサル段階においては、万人が教育を受ける機会の保障や教育の効果の明示

化と保証が求められる。教育は、サービス財として消費の対象になり、学生は、「契

約関係」のもと、消費者として位置づけられる。学生は、情報をゲットし、学生生

活をエンジョイするには熱心だが、学ぶ意義や学びの主体性を喪失した学生が増加

する。 
（参照：島田博司『学びを共有する大学授業』26 頁以下玉川大学出版部 2012 年） 

 
  

５ 大大学学教教育育のの質質的的変変化化とと学学習習目目標標・・授授業業のの組組立立てて  
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【大学教育の段階と学習目標・学生の授業への関わり方】 
項  目 エリート段階 マス段階 ユニバーサル段階 

学習目標 

人間形成・人格の陶冶 

修養・悟り 

名誉・栄誉・栄冠 

自己鍛錬（精進） 

 

真実の探求（何が真実か）

知識や技能の獲得 

学力 

立身出世 

勝利・成功 

 

事実の探求（何が事実か） 

自己可能性の開花 

生きがい 

自己充足・自己満足 

自分探し・自己発見・自己

実現 

過去や将来の模索(何に役

立つか) 

学習態度 

生真面目 

涙ぐましい努力 

要領をつかむ 

真面目 

地道な努力 

要領を教わる 

非真面目・脱真面目 

無心 

要領を発揮する 

学習スタイル 

Steal(技などを盗む) 

 

稽古を積む・倣う 

覚る（悟る） 

会得・体得 

修行・習道 

切磋琢磨 

Learn(知識や技術等を学ぶ)

 

練習する 

覚える（憶える） 

暗記・暗唱 

学習 

試験勉強 

Get&Enjoy(情報を楽しく

ゲットする) 

ゲーム感覚でする 

情報サーフィンする 

プレイ 

ラクに楽しく学ぶ 

やりたいようにする 

授業への接し方 

聴く 

見入る 

耳を傾ける 

全身を向ける 

能動的・積極的 

自己関与的 

授業を聴く 

距離がない 

聞く・受ける 

見る・目をやる 

耳を向ける 

顔を向ける 

受動的・消極的 

関与的 

授業に出る 

距離をおかない 

聞き流す・こなす 

眺める・目を貸す 

耳を貸す 

気の向くまま 

恣意的・状況的 

ノリ 

教室に行く 

距離をおく 

聴取スタイル 

専念聴取 

専心聴取 

単メディア聴取 

集中聴取 

構造的聴取 

ながら聴取 

つまみ聴取 

複数メディア聴取 

並行聴取 

コピー的聴取 

カモフラージュ型聴取 

批評的・聞き流し的・交友

的・分析的批評的聴取 

ながら非聴取 

非聴取 

マルティメディア聴取 

多重聴取 

娯楽消費的聴取 

学生の受講態度 
静粛 

メモ私語 

私語 

口頭私語・会話私語 

無語・喧噪・避語 

ケータイ・メール私語 

ノート：意味 

    様式 

    とり方 

 

 

    主体 

    保管感覚 

テキスト 

自筆ノート 

ノート取り 

テキスト作り 

自主的・自発的 

自分 

キープ 

ノート 

コピーノート 

ノートづくり 

 

 

自分たち 

ファイル 

メモ 

電子ノート 

ノート編集 

要約・要点 

他律的・他人任せ 

だれでもかまわない 

使い捨て 

授業への出席 意志 義務 権利 

（資料出所：島田博司『学びを共有する大学授業』28 頁以下玉川大学出版部 2012 年を参考） 
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 【大学教育の段階と教師の授業への関わり方】 
項  目 エリート段階 マス段階 ユニバーサル段階 

教育スタイル 

 

Training(訓練する) 

 

 

模範を示す 

背中を見せる 

 

Education 

Teaching(教える) 

 

 

指示通りにさせる 

テキスト(教科書)で教える

 

Instruction 

Scaffolding(足場づくりをす

る) 

Care&Cure(ケアし癒す) 

サポートする 

材料(素材)へのアクセスを用

意する 

Edutainment/Infortainment

教育の方向性 
教導・訓導・教化 

感化・伝授 

知識や技能の伝授 

教授・教え込み 

サービス提供 

情報提供・影響 

教育目標 

社会化 

理論構想 

知は力なり 

人材の選抜と配分 

理論化 

記憶は力なり 

幅広い経験の提供 

理論から実践へ 

想像（創造）は力なり 

カリキュラム 鋼構造的 柔構造的 非構造的・弾力的 

教育方法 

個人指導 

板書 

 

チューター制 

ゼミナール制 

個人作業 

集団指導 

プリント・OHP・コピーボ

ード 

補助的ゼミ 

マスプロ授業 

個人別集団作業 

個別指導 

マルチメディア 

 

マルチメディア利用 

少人数授業 

集団内個別作業 

授業メソッド 
秘伝的メソッド 

徒弟奉公的伝授 

ティーチングメソッド 

段階的教授 

多種多様なメソッド 

アクセス機会の開放 

教師の指示の意

味 

絶対命令（～せよ） 

 

絶対的強制 

指図・問答無用 

管理的指示・規則（～する

ことになっている） 

規則による強制 

説諭・説得 

サジェスチョン（～してみた

ら） 

選択肢のひとつ 

提案・提示・意見 

（資料出所：島田博司『学びを共有する大学授業』30 頁以下玉川大学出版部 2012 年を参考）
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【大学教育の段階と教師と学生との人間関係】 

項  目 エリート段階 マス段階 ユニバーサル段階 

教師像 

教授・師匠・師範 

名人・達人・指南・大家・学

識者・先達・熟練者 

大学教師 

専門家・指導者・コーチ・

インストラクター 

友達教師（パートナー） 

プレゼンテーター・ファシ

リテータ・サポーター 

教師の役割 

全人格的・道徳的・知性的 

 

マスター 

画一的・学問的・教育的 

 

ティーチャー 

流動的・場面的・状況的・

文脈的 

ジレンママネジャー 

学生像 

拝聴者・聴講者 

学生・弟子 

意味の受託者 

視聴者・受講者 

生徒・教え子 

意味の受容者 

観客・登録者 

学生消費者・客人 

意味の享受者・創造者 

情報の接受関係 

体得者＝継承者 

 

 

体現者＝伝承者 

出力者＝入力者 

作者＝読者 

 

発信者＝受信者 

サーバー＝クライエント 

コンテンツプロバイダ＝ユ

ーザー 

発信者と受信者の融合 

権威的関係 

敬意 

権威関係 

上下関係 

尊重 

権力関係 

ルーズな上下関係 

対等 

契約関係 

ネットワーク関係 

数量的関係 1 対 1 1 対多 分対分、多様化・多極化 

人間関係の継続性 生涯継続的 限定的 かなり限定的 

教師とのつながり 紐帯 連帯・連携 割り切り関係 

教師の選択 
自己選択 

入門・弟子入り 

割り当て 

入学・適格者選抜 

自由選択 

希望者登録 

教師からの離脱 
束縛的 

破門・絶縁 

自由拘束的 

卒業・退学 

非拘束的 

自由離脱 

学生による教師評

価 

ない ほとんどない おおいにある 

学生への対応 
信頼・信用 

受容的 

 危機管理的・不信 

防衛的・防御的 

（資料出所：島田博司『学びを共有する大学授業』31 頁以下玉川大学出版部 2012 年を参考） 
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第４章 
 

～グループワークファシリテーションの意義と実践～ 
  
 
   
 

(1)  グループワークの意義 
    ・学習は、本来、学習する者が自ら発し、自らが活動して行うものであるが、講義形

式による知識を注入される学習方法では、学習者は受け身のままで主体的にはなら

ず、学習者個々の個性的な思考はおしならされたままである。これに対し、グルー

プワークは、注入され、承るだけの学習を、学習者の活動として主体化し、学習者

相互のやり取りによって一層活性化することに役立つ。 
    ・グループワークは、メンバー相互の話し合い、双方向での関心の交流を通して、参

加者全員が持つ経験や背景を共有させることにより、課題の解決を図ったり、相互

の共感を共有することによって学習、動機づけ、必要な態度の形成に至ることを目

的とする。 
    ・グループワークは、言語的なコミュニケーション、活動、人間関係、集団内の相互

作用等を通して、メンバー一人ひとりが成長することを目的とするが、とりわけ、

グループ独自のダイナミクスを活用することで、メンバーの人格的な発展や思考の

発展・課題の解決等に繋げることができる。 
    ・グループワークで求められるコミュニケーション能力、メンバーが役割を分担した

上で相互に協力・協働して課題に取り組む姿勢、人の話を聴く力と自分の意見を述

べる力、自分の意見を主張する力と他人の意見を受け入れる力、決められた時間内

に課題を解決して答えを出す力等は、学生が社会に出てから活動するために必要な

力である。 

 
(2)  グループワークの形態 

    ・グループワークには、次のような様々な形態がある。 
     ①人数の違い：2 人（ペア）で話し合う。少人数（5～6 人）で活動する。 
     ②学習内容の違い：それぞれのグループごとに教材を違えて追究する。同一教材に

ついて、それぞれの視点で追究する。 
     ③所要時間の違い：授業の中の一部分（例：5 分程度）をグループごとに話し合わ

せる。授業のほとんど、すべて、数コマをグループの活動に任せる。 
     ④活動内容の違い：グループで話し合い、考えを集め、まとめることに注力する。

グループで作業をし、課題を仕上げる。 
（参照：今野喜清・新井郁男・児島邦宏編（片岡徳雄執筆）『新版学校教育辞典』教育

出版 2003 年） 

１ ググルルーーププワワーーククのの重重要要性性（（ググルルーーププワワーーククにによよるる人人間間関関

係係づづくくりり授授業業のの試試みみ））  
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   ・グループワークは、次のように行う（例）。 
    ①目標の設定と提示：グループワークを実施する際にもっとも重要なことは、何のた

めに行うのか、すなわちグループワークの目標（教育目標）が明確になっているこ

とである。 
      （教育）目標は、一般教育目標（グループワークの成果として得られる知識・結

論）と行動目標（グループワークが終了した段階で、何をどこまでできるようにな

っているか）の両面から示す。 
      ワークの最後に発表させる場合には、どのような形（スタイルや時間）で発表さ

せるかも伝えておく。 
    ②資料の配付と確認：グループワークで使用するシート、資料等を配付し、どのよう

に用いるか、個人で使用するものとグループで使用するもの、完成させるものや提

出するものなど、ワークの中で行うべき事項を明確に指示して、メンバーの理解を

得る。 
    ③グループメンバーの決定：各グループのメンバーを決める。グループメンバーの決

め方は、近くの席にいる人をまとめる、じゃんけんや番号順などの偶然的な要素で

決める、友人や顔見知りなどをまとめる等の方法の中から、ワークの内容と目的に

応じて決める。 
    ④環境の設定：各グループがワークをする場所を指定し、グループメンバーを移動さ

せる。誰が、どこに移動するか、鞄等の荷物をどうするか等を明確に指示し、時間

を取られないように注意する。 
    ⑤役割の決定：グループメンバーの中で、それぞれが担当する役割（司会、書記、タ

イムキーパー、発表者等）を決めさせる（役割の決め方も指示する）。 
    ⑥時間とルールの説明：グループワークを実施する時間（終了の時刻）、その時間内

にやるべきこととそれまでに作り上げるべき成果物の内容を説明する。 
      グループワークを行う際にメンバーが守るべきルールを告げる。 
    ⑦話し合いの開始：アイスブレイク（グループメンバーが相互に知らない場合には、

ウォーミングを兼ねた自己紹介等）を行って、グループメンバーが打ち解けあい、

自由に意見を出し合える和やかな雰囲気を作る。 
    ⑧話し合いの展開：グループ全体に気を配るとともに、個別のグループの状況にも配

慮する。特に、人任せや不参加の行動が見られないかを注視し、必要に応じて対応

する。 
      時間管理（進行管理）に留意し、必要に応じて、参加者に経過時間(残り時間)等

を告知する等して注意喚起をする。 
    ⑨話し合いの終結：全グループが決められた時間までに、決められたことを実行でき

るように導いていく。 
    ⑩成果の発表：各グループから、討論の結果や経過等を発表させる。グループの数が

多いと同じような発表になるので、やり方を工夫する。 
      各グループが発表する時間の管理に留意する。 
      発表の際、講師は発表に耳を傾け、結果に対しては、他のグループからの質問を

２ ググルルーーププワワーークク運運営営のの留留意意点点とと実実施施方方法法  
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受けるだけでなく、講師からの肯定的な評価と改善点を示すなどして、必ずフィー

ドバックする。 
    ⑪振り返り：各グループの発表に対する総評として良かった点、改善すべき点を告げ

るだけでなく、グループワークのやり方についても、同様の視点から講評する。 
      全体として、グループワークの目標が達成されたか（目標にどの程度近づくこと

ができたか）についても説明する。 
    ⑫発展学習：今日の成果をこれからの学習活動、課外活動、自分の生活などにどのよ

うに活かしていくか（役立てていくことができるか）を考えさせる。 
    
  
 
   
  

(1)  グループワークにおける担当教員の役割 
・グループワークを通じて学生が学ぶ場合、グループワークを担当する教員の役割は、

学生の学習活動を促進する役割をもつ「ファシリテーター」である。 
・ファシリテーターは、グループワークの目標を達成する方向に向けてグループメン

バーの話し合いを促進する機能を果たすために、情報提供や専門的介入を行う。 
・ファシリテーターは、グループメンバー全員の信頼を得られるように努めるととも

に、常に中立的な態度を保ち、グループメンバー全員に対して関心を持ち、グルー

プワークを公正に進行するためのリーダーシップを発揮しなければならない。 
（参照：木村周『キャリア・コンサルティング 理論と実際』318 頁雇用問題研究会 2010

年） 

 
(2)  グループワークリーダー（ファシリテーター）の役割 

    ①開始に当たって、グループメンバーを紹介し（自己紹介でも良い）、グループワー

クの目標を告げる。 
    ②グループメンバー全員がグループワークに参加するように配慮する。 
    ③グループメンバーに向かって質問、応答、介入をしたりすることによって、全体の

話し合いが目標に向かうように促進する。同時に、グループメンバーの連帯意識を

強化する。 
    ④グループワークの目標に関連する情報を可能な限り明確にしておく。そのためには、

あらかじめ目標達成に必要な情報の範囲を決め、用意しておくことが必要である。 
    ⑤可能な限り、グループメンバー自身に必要な情報提供をさせる。 
    ⑥グループメンバーが持っている知識や経験を可能な限り引き出していくようにする。 
    ⑦答えを示すのではなく、グループメンバー自身で考えるように仕向けていく。 
    ⑧グループメンバー全員の感情の動きに注意し、発言を引き出す。 
    ⑨リーダーシップ、自己開示、適切なインストラクション、シェアリング、抵抗への 

対応、介入等、必要となるグループ・エンカウンターのスキルを行使する。 
    ⑩必要に応じて、話し合いの論旨を明確にし、派生的な話題、拡張的な話題等、目的

から逸脱・乖離した内容に時間を費やさないように介入する。 
     

３ ググルルーーププワワーーククフファァシシリリテテーーシショョンンのの意意味味とと重重要要性性  
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    ⑪リーダーとして、個人的な意見や価値観を強制したり、グループの意向に逆らって 
結論を強制したりすることがないように注意する。 

     ⑫グループワーク全体の進行（時間、話し合いの内容、グループメンバーの参加、目 
標の達成度合等）を注視し、評価する。 

（参照：木村周『キャリア・コンサルティング 理論と実際』318 頁 
雇用問題研究会 2010 年） 

 
(3)  グループワークにおける教員のファシリテーターとしての機能 

    ・グループワークのファシリテーターとして、学生の学習活動を促進するという観点

から、担当する教員に求められることは、次の通りである。 
①原則として「聞き役」に徹すること 
②必要に応じて学生の討論を促すこと（理解を深めることを促す） 
③フィードバックのためのコメントを行う（良い点を誉める、改善点について考え

ることを促す）こと 
    ・グループワークの最後に行われる「振り返りとまとめ」では、グループワークに参

加した学生の自己評価を支援するために、良かった点を積極的に誉めること、良く

なかった点をどう改善するかについて考えるように促すことが求められる。これら

の行為・言動等によって、学生が課題を発見し問題を解決する能力を促進したり、

ディスカッションする能力を伸ばすことができる。 
    ・グループワークに参加した学生に対して助言をする際の方法の一つに、「YNY 型」

がある。これは、相手に対する自分の評価を相手に受け入れてもらう方法として有

効とされているもので、「Y(Yes)」は、「肯定的な評価や発言」であり、「N(No)」
は、「否定的な評価や発言」である。「YNY 型」とは「Y→N→Y」のことである

から、まず（どんなに些細なことでかまわないので）何か良かったことを指摘し、

次に不十分だったことや改善しなければならないことを指摘し、最後にもう一度肯

定的な評価や発言をして締めくくるやり方である。 
    ・グループワークに参加した学生を肯定的に評価するときは、名前を挙げるのも良い

が、良くなかったことや改善すべきところを指摘する際は、個別の名前は挙げない

で一般化して述べる方が良いとされる。 
    ・時間の管理（進行の管理）に十分配慮して、授業時間内に終了するように気を付け

る（学生は、次の授業のために教室を移動しなければならないので、授業終了時刻

までには、必ず終了するのが鉄則である）。ワークの時間配分と進捗に気を配り、

決められた時間までに結果・結論が出るようにする。振り返りとまとめの時間は必

ず確保して実施し、学習効果や学生の満足度の点で問題がないようにする。 
（参照：佐藤浩章編『大学教員のための授業方法とデザイン』37 頁以下 

玉川大学出版 2010 年） 
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(4)  グループワークにおけるファシリテーターの技法の例 
    ・グループワークを円滑に実施し、効果を高めるとともに、参加する学生の満足度を

高めるために、次のような技法がある。 
 

事   柄 取 扱 い 技 法 の 例 

グループメンバーが

発言しようとしない

場合 

しばらくそのままにしておき、他のグループメンバーがどのように発言しているか

を観察する時間を与える。他の参加者の発言に反応する行動が見られたら、指名して

答えやすい質問を行い、発言を促す。 

 グループワークに抵抗を示したり、流れに乗れなくて参加しないグループメンバー

がいる場合には、グループワークの狙いや内容、条件、留意点などを説明した後で質

問したり、参加の仕方のモデルを示したりして、速やかに抵抗を取り除いたり、参加

意欲を高めておく。 

発言しすぎるメンバ

ーがいる場合 

 「今の〇〇さんの発言について、皆さんはどう思いますか」等、他のグループメン

バーに質問を投げかけることによって、次の発言を封じる。 

 その発言を無視して、他のグループメンバーに発言を求めるようにする。それでも

発言を止めない場合は、「他の人の意見も聞いてみたいので」と告げ、明確に阻止す

る。 

話題が逸脱したとき 

 そのグループワークの目的を再び告げて、確認することによってグループメンバー

全員の関心と注意を本題に戻す。 

 「この話は、私も面白いと思いますが、残り時間も少なくなっているので、～とい

う本来のテーマに戻って議論を進めましょう」。 

理解を深めることを

促すとき 

 「今の～という発言について、誰からも意見がでなかったようですが、私にはよく

わからなかったのですが‥‥」 

 「今の～という発言について、質問はありませんか」 

 発言の少ないグループメンバーがいる場合には、その人に対して「今の問題につい

て、〇〇さんはどう思いますか」と発言を促す。 

特定の参加者に対し

て集中攻撃が生じた

とき 

 反対のための反対である場合には、話題を転じる等の方法を取ることでグループメ

ンバーの注意を別の事項に集中させるようにする。 

 正当な理由に基づいてなされたものであり、かつ、建設的な内容のものである場合

には、悪意があってなされたものでないことが明確な限り、続行させてしばらく成り

行きを見守る方が、良い結果をもたらすとされる。 

良い点を誉めるとき 

 このグループは、メンバーの発言が多くて良いですね。この調子でいきましょう。

 司会進行役の〇〇さんの司会は、方向付けもきちんとできていたし、タイムキーパ

ーとしても上手でした。 

 〇〇さんの～という意見は、良かったです。あれで、議論の道筋が明確になったと

思います。 

 前回のワークで指摘した改善点が、今回のワークではきちんと直されていました。

改善点について話す

とき 

 議論しているだけだと筋道が分かりにくいので、図に示して書いてみたらどうでし

ょう。 

 今回は、前回のワークと比べて、議論があまり盛り上がらなかったようだけど、ど

うしてだと思いますか。 

 時間をもっと有効に使って、決められた時間までに結論を導き出すためには、どう

したら良いと思いますか。グループメンバー全員で、ちょっと考えてみてください。

（参照：木村周『キャリア・コンサルティング 理論と実際』321 頁雇用問題研究会 2010 年、 
佐藤浩章編『大学教員のための授業方法とデザイン』88 頁玉川大学出版部 2010 年） 
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・【職務分析】を行うグループワーク 
◆ねらい 

     職業の中には様々な仕事（課業）が含まれ、それらが総合されて一つの職業が成立

していることに関し、職業分析を通して理解し、職業についてより現実的、多面的

に理解できるようにする。 
◆実施学年  2 年次 前期（春学期）   （1 年次 後期（秋学期）） 等 
◆事前指導・準備 

   ・自分が興味のある「職業」について調べてくる。 
     ・家族や知人等、身近な人を通して職業の「具体的な仕事内容」について調査して

くる。 
     ・ワークシート 1・2 及び「職業分析振り返りシート」は、学生の人数分印刷して

おく。 
     ・ワークシート 3 は各グループに 3 枚ずつ印刷しておく。 

４ ググルルーーププワワーーククのの実実践践  
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◆授業の展開 
 

 活動の内容 留意点 
開

始 

1

0

分 

・知っている職業における仕事内容について、数人

の学生に尋ねる。 

・「課業」の意味について教員から説明する。 

・グループに分かれてワークシート１を配付。 

・教員が発表する学生を指名する。 

・いくつかの課業が集まって一つの職業が形成

されていることを理解させる。 

・1グループは、4～5名程度。 

 

 

 
活

動

の

展

開

6

0 

分 

作業1 個人ワーク（ワークシート1） 

・グループで職業群の中から一つ職業を選ぶ。 

作業2 個人ワーク（ワークシート1） 

・各自が課業一覧からその職業に含まれている課業

を選び出す。 

作業3 グループワーク（ワークシート1） 

・各自が選んだ課業をグループ内で発表し、最も重

要と思われる課業を３つ選び出す。 

作業4 個人ワーク（ワークシート2） 

・3つの課業についてワークシート2を使って各自で

分析・評価する。 

作業5 グループワーク（ワークシート3） 

・課業ごとに分析結果をグループで集計し、分析結

果をまとめる。 

・8つの例示職業の中からグループとして一つ選

ぶ。 

・課業の内容を選択する際には、その職業を想

像してみて、こんな仕事がありそうだといっ

た考えで良い。 

・各自が選んだ課業の中から最も共通して重要

と考えられる課業を3つ選ぶようにする（付箋

を使ったKJ法で分類しても良い）。 

・ワークシート2で各自が5段階の課業評価を行

う。学生個人が、どのようにその課業を見て

いるかで評価してよい。 

・グループ集計を行う。 

・ワークシート3は3つの課業で1枚ずつ使用す

るので、3枚用意しておく。 

ま

と

め

2

0
分 

・グループごとに、グループでの分析結果を発表す

る。 

・職業における課業についての確認とまとめを行う。

・振り返りシートによる自己評価を行う。 

・各グループから代表が出て発表する（1グルー

プの発表時間は状況によって決定する）。 

・2～3名の学生に質問をし、授業内容をまとめ

る。 

・振り返りシートは回収する。 

 
 
◆事後の指導・活動                         

  ・各グループの分析結果は、グループメンバーが共有する他、発表後に掲示などの方法

により、クラス全体で共有する。 
   ・各自興味のある職業の課業を職業ハンドブックなどで調べてみる（学習の個別化）。 
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(1)  職業興味／適性検査 
 

【職業興味／適性検査】 

一般職業適性検査

（GATB） 
＜厚生労働省＞ 

15 種の下位検査（紙筆検査 11 種、器具検査 4 種）から 9 種の適性能

を測定し、適性職業群を示す検査である。基礎的な能力を見る適性検

査であり、中学 2 年生以上（13〜45 歳未満）を対象としている。 

職業レディネス・テ

スト 
［第 3 版］（VRT） 
＜労働政策研究・研

修機構＞ 

中学 2 年生〜高校 3 年生を対象に、6 つの職業志向性と、3 つの基礎

的志向性から職業興味や自信度などの特徴を得る検査のためのツー

ルである。中学生や高校生が自己の進路を探索し、将来の職業や生き

方を考えることを援助するためもので。検査を通じて生徒の職業に対

する準備度（レディネス）を把握し、生徒が職業に関する自分のイメ

ージをチェックしたり、進路選択への動機付けを促すことが出来る。

「 職業興味」を測定するA 検査と「基礎的志向性」を測定する B 検

査、「職務遂行の自信度」を測定する C 検査から構成されている。 

VP 職業興味検査 
＜労働政策研究・研

修機構＞ 

6 つの職業領域に分けて作成された職業レディネス・テストの大学

生向けのツールである。 

Prep-Y 職業興味検査

＜大阪府商工労働部

雇用推進室就業促進

課 キャリア支援グ

ループ ＞ 

7 つの職業領域の分類により、個人の持っている職業興味の特徴を調

べ、職業に対する興味や志向性を把握するツールであり、若年者（中

学生～25 歳）を対象にしている。大阪府商工労働部 雇用推ホームペ

ージ上で公開されている。 

CaPT 性格検査 
＜大阪府商工労働部

雇用推進室就業促進

課 キャリア支援グ

ループ＞ 

職業に関連した 6 つの性格特性を調べ、自己分析や職業選択に向け

ての情報を得るツールである。各性格特性と職業分類との対応が可能

で、自分の性格と職業選択を関連付けをすることができる。また、 Ｃ

ａＰＴ性格検査を若年者向け（中学生～25 歳）に標準化し直したも

のとしてＣａＰＴ－Ｙ性格検査がある 

KN 式クレペリン作

業性格検査[進路指導

用] 
＜社団法人 雇用問

題研究会＞ 

連続加算作業による検査結果から得られる作業量（作業速度）や作業

曲線、あるいは作業の質などの面から個々人の仕事ぶりを推測し、そ

の作業性格や作業態度、行動特徴等、個人の性格面に関わる特性を総

合的にとらえるツールである。 

 
 

 

５ アアセセススメメンントトツツーールル一一覧覧  
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(2)  キャリアガイダンスツール 
 
【キャリアガイダンスツール】 

MIO 職業興味チェ

ックリスト 
＜大阪府商工労働

部  雇用推進室就

業促進課  キャリ

ア支援グループ＞ 

12 の職業領域の分類により、個々人の職業興味の特徴を調べ、職業に対

する興味や志向性を把握するツールである。66 問からなり、大阪府総合

労働事務所職業カウンセリングセンターのホームページにおいて、利用

が可能である。 

職業ハンドブック

OHBY 
＜労働政策研究・

研修機構＞ 

現代の主要な職業について中高生に分かりやすく解説した進路学習・ガ

イダンスのためのツールである。 

ＯＨＢＹ（オー

ビィ） カード 
＜労働政策研究・

研修機構＞ 

職業カードソート技法を行うために開発されたカード式職業情報ツ

ールである。 430 職種の職業情報を、写真・イラスト・チャート・動

画などで紹介する「職業ハンドブックＯＨＢＹ」の内容を 48 枚の必要

最小限のカードにまとめている。このカードを使って作業を行う中で、

自分の興味や関心を知り、同時に、知っておくべき必要最小限の職業情

報も得ることができる。 

VRT カード 
＜労働政策研

究・研修機構＞ 

心理検査「職業レディネス・テスト」の職業興味と職務遂行の自信度に

関する項目を１枚ずつのカードに印刷した、親しみやすく、扱いやすい

キャリアガイダンスツールである。54 枚のカードに書かれている仕事内

容への興味や、その仕事を行うことについての自信を判断していくこと

で、興味の方向や自信の程度を把握することができる。 

キャリアシミュレ

ーションプログラ

ム 
＜労働政策研究・

研修機構＞ 

就職後の長期的な職業生活のイメージを獲得するだけでなく、社会生活

で直面しやすい困難場面への関心を高め、その対処策についてグループ

ワークを通じて考えを深めさせる内容となっている。 
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(3)  キャリア自己診断ツール 
 
【キャリアガイダンスツール】 

キャリア健診 
＜厚生労働省＞ 

企業、従業員へのキャリア健診シートを用いたアンケートの実施、人事

担当者等へのヒアリング、従業員へのカウンセリングをステップを踏ん

で実施し、結果を踏まえて、「企業による従業員のキャリア形成支援」

と「従業員の主体的、自立的なキャリア形成」について提案・アドバイ

スを行うツールである。健診シートは「企業診断シートＡ（人事担当者

用）」、「企業診断シートＢ（従業員用）」、「キャリア・カウンセリングシ

ート」からなる。 

「職場で活かすキ

ャリア･サポート」

（バージョン２ 
対応） 
＜中央職業能力開

発協会＞ 

自発的な取り組みを支援する導入レベルのキャリアコンサルティング

を、より効果的に実施するためのツールである。 

CADS 
（キャッズ；キャ

リア開発シート） 
＜中央職業能力開

発協会＞ 

自分自身と向き合い、今現在の自分のスキルを整理整頓することを援助

するシートである。シートを記入していく中で自己理解が深まるように

構成され、記入の手引きやスキルマップ、スキルのまとめレーダーチャ

ートの作成、結果の整理表作成などが含まれている。 

CADI（キャディ；

環境変化自己診断

ツール） 
＜中央職業能力開

発協会＞ 

「キャリア形成力」と「個人的傾向」を把握するための心理学的検査で

ある。「質問票」、「採点結果集計表」、「結果の整理票」、「結果の整理票

自由記入欄」、「結果の解釈」で構成される。自己実施・自己採点ができ、

気づいたことを記入するシートで、気づきを大切にしキャリア形成に活

かせるツールとなっている。 

キャリア・イン

サイト 統合版 
＜労働政策研

究・研修機構＞ 

適性診断、総合評価、職業情報、キャリアプランニングの 4 つにより構

成されるパソコン使用の自己探索システムである。20〜30 歳台前半を

対象としている。 
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・座長：木村 周 （元筑波大学教授） 
・委員：小島 貴子 （東洋大学グローバルキャリア教育センター 副センター長） 

文川 実 （１級キャリア・コンサルティング技能士） 
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